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序章 転換する韓国政治 

 

第 1 節 本研究の目的と課題 

 

新型コロナウイルス禍を、安倍首相は 4 月 10 日、「第 3 次世界大戦と表現した」と

首相と面会したジャーナリストの田原総一朗が明らかにした 1。この戦争をいかに成

功裡に終結させるかについて、アメリカをはじめ先進諸国のリーダーがその手腕を競

い合っている最中である。その最中の 4 月 15 日、韓国では総選挙が行われた。総選

挙とは国会議員の選挙である。行政府の首班の選択は、5 年 1 度行われる大統領選挙

であり、それは 2 年後に行われることになっている。 

新型コロナウイルスの拡散を防止するためのあらゆる手立てが施された上で、選挙

は滞りなく整然かつ公正に実施された。このことを可能にしたのは、新型コロナウイ

ルス禍に IT を活用して対処するという文大統領を長とする行政府が示した先駆的で

効率的な行政能力であった。選挙の結果は、直前の予想とは逆に、与党の圧勝であっ

た。それは新型コロナウイルス感染拡大の阻止に成功したことに対する国民の評価で

あったと伝えられている2。それまで 300 議席の内、127 議席しか持たなかった与党

が、53 議席を上乗せする 180 議席を獲得した。それまで与党が法案を可決させるため

に必要な過半数の議席を持たなかったために、文大統領が就任当時公約した政策のほ

とんどが実現されていなかった。議会では、野党が極端な場合には長時間討論（フィ

リバスター）を用いて政府提出法案を阻止しようと試み、与党が野党の強硬な手段に

対抗して争う内に、議場が乱闘の場と化す場合があった。従って、今回の選挙まで韓

国の国会は「動物国会」と言われる場合もあった。あるいは必要法案を通過させるこ

とができないので「植物議会」とも揶揄されてきた。今回の総選挙における与党の圧

 
1 『朝日新聞』、2020 年 4 月 17 日、朝刊。 
2 2020 年 4 月 16 日、韓国の主要日刊紙（韓国日報・京郷新聞・朝鮮日報・東亜日報・ソウル新聞・ソ

ウル経済・中央日報・国民日報・ハンギョレ新聞）は、政治的イデオロギーに関わりなく、与党の勝因

は新型コロナウイルス禍との戦いにおける文政権の業績に対する評価であったと社説で指摘している。

とりわけ、文政権への評価が高いのは『ハンギョレ新聞』であり、その社説に次のように記している。

「民主主義と国民の基本権を最大限保障しようと最大の配慮を怠らない我が社会の力量を総動員してコ

ロナ拡散を阻止したことは、世界の模範的事例として評価された。こうした国際社会の評価をわが国民

も認めた事が、選挙の結果に表れたのである」。 
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勝によって、今後残された 2 年間、文政権はレイムダックに陥ることなく、これまで

積み残されてきた政治課題の処理に邁進するものと予想される。 

新型コロナウイルス禍という「第 3 次世界大戦」において公正かつ整然と総選挙が

挙行されたことは、新型コロナウイルス感染拡大の阻止に一定の成果を収めつつある

ほかの先進自由主義諸国と比べても高く評価されることであり、40 年前の韓国では想

像すら出来ない出来事であった。時計を 40 年前の 1980 年に戻すことにしよう。 

当時の韓国は、1961 年の軍事クーデターで政権を掌握した朴正熙大統領が、1 年前

の 1979 年に、彼の側近中の側近によって暗殺された直後であった。その権力の空白

を埋めたのは、「ハナフェ」（一つの会、または一心會、韓国語:하나회）と称する朴

正熙の忠実な部下である将校団であった。彼らは韓国のエリート校である陸軍士官学

校の第 11 回卒業生で、朴正熙の出身地である慶尚北道出身の軍人の集まりであっ

た。彼らは朴大統領を太陽と仰ぎ、心を一つにして彼に忠誠を誓った秘密結社であ

る。その軍人集団のリーダーであった全斗煥は、クーデターを再び敢行して権力を掌

握し、軍事政権を延命させることになった。朴政権の下で強権的支配によって抑圧さ

れていた民衆は、この全斗煥政権の登場に反対した。それに対し、全斗煥は軍隊を動

員して反政府活動を鎮圧した。軍事政権の下で抑圧されてきた民衆を代表する野党の

強固な地盤であった全羅南道の道庁所在地の光州では、市民による反政府デモが激化

した。全斗煥は 1980 年 5 月 18 日、軍隊を投入してそれを弾圧した。世に言う「光州

事件」である。軍隊が、敵ではなく自分の同胞に銃を向けた、人権無視の虐殺であっ

た。こうして韓国では一種の内乱状態が生まれたのである。このような内乱状態にあ

った韓国において、その 40 年後、今日のように先進諸国と比肩しても劣らない自由

民主主義制度が花開いているのは何故か。この驚くべき変化をもたらしたのは何だろ

うか。 

それは、長い間抑圧されてきた民衆の現状打破を求めるエネルギーが 1987 年の

「政治の世界3」において爆発し、それに動かされた与野党の政治的エリートたちの

合意の下、対応としてとられた韓国政治の民主化への軌道修正であった。論者によっ

 
3 正統性の増減に対応して生じる政治権力の循環の政治過程全体の動きを表す用語として丸山真男『政

治の世界』（1952 年）の中で使われている。詳しくは、安世舟「政治理論の研究」『ハンドブック政治

学入門 53 講―資料と解説―』大東文化大学法学部政治学科編、2000 年、29 頁。 
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ては「保守的民主化4」と言われるが、この民主化へ向けての軌道修正が、その後の

民衆による現状打破のエネルギーを制度的チャンネルへと流し込めるようにするため

の新しい制度改革として展開されることになる。その後も、こうした制度改革から既

得権益を守ろうとする新旧軍事政権の中核から成る体制側の政治的エリートと、「民

主的」改革を求める保守的野党指導者との間に権力闘争が展開され、その成り行きの

ポジティブな面の結果が今日の韓国に出現した自由民主主義体制の成果である。 

本研究は、1987 年を境に韓国政治を転換させる分岐点となった「6.29 民主化宣

言」を軸に、それ以前については、政策決定の中枢制度となる韓国的大統領制の成立

とその展開という政治過程に、それ以降については、政策過程を動かす政治システム

の駆動力である政治過程に焦点を当て、韓国政治の民主化の基盤となった政治・社

会・経済の各三つの分野の政策過程について事例を取り上げて解明し、今日の韓国政

治の特徴と、その政治力学を明らかにすることを課題としている。 

なお、筆者をして本研究へと駆り立てた動機、つまり本研究の目的は、筆者の祖国

の有り様についての次のような勝手な思い込み、ないしは偏見を学問的な形で昇華す

ることである。歴史的パースペクティブの中で朝鮮半島の政治体の自律性の来歴を考

察するならば、それは圧倒的に地政学的な制約の下にあったといえよう。周辺の覇権

国の交代などによる若干の変化はあったが、そうした制約に政治体は抵抗して破滅す

るか、あるいは適応・順応するか、はたまた折り合いをつけながらその存続を確保す

るために耐えまざる苦闘を続けるか、いずれにせよ多様な形態の対応がとられた。地

政学的な制約があまりにも強く作用したために、そうした制約をあまり受けずに政治

体の自律性を維持出来た島国の日本と違い、朝鮮半島の政治体はその自律性が歪めら

れ、歪な方向へと抑制されてきたと言っても過言ではなかろう。その今日の姿が韓国

政治の特徴であると、筆者は考えている。 

高等学校を卒業し、国民の義務として軍隊に徴兵され、休戦ラインで特殊部隊の一

員として同族の北朝鮮軍と対峙する生活を 3 年間送った。その間考えたことは、自分

を含めて韓国人は、日本のような先進国の国民が享受している個人の自由が、何故こ

れほどまでに抑制され続けているのかということであった。その疑問を解く鍵はどこ

 
4 崔章集『民主化以後の韓国民主主義―民主化以降の民主主義―』（改訂 2 版）、フマニスト、2016 年、

49 頁。 
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にあるのか、それを探し求めた。その鍵を探す方法として日本への留学を試み、学部

で「政治学原論」の講義を受け、そして大学院へ進み、諸先生の指導を受けながら、

アメリカ現代政治学の理論を用いて、その鍵を探し求めた。そこで気付いたのは、千

数年間の半島の歴史を振り返って考察すると、韓国には地政学的制約が外から重くの

しかかっている冷厳な事実があるという点であった。その冷厳な事実の現代における

政治的表現が、冷戦とともに作り出されたアメリカの対ソ包囲網最前線の反共の砦と

して作り出された大韓民国と称される国家体制であった。 

従って、韓国政治の特徴は地政学的な制約の中でまず大枠が決められ、次に分断国

家として同胞が休戦ラインを挟んで敵対関係の中で生活するよう強制されている状態

にあると思い至った。同じ分断国家ながら、西ドイツは韓国よりも比較にならないほ

ど国民の自由が大きく保証されていることに気付いた。西ドイツは、韓国と同様にア

メリカの自由主義陣営に属し、同じくソ連の侵略に対する防衛戦の最前線にあるにも

関わらず、さらに言えば日本と同様に第二次世界大戦の敗戦国でありながら、自由民

主主義が花開いて国民の自由が保障され、社会経済的にも国民の命が等しく尊重され

ているのは何故か。その理由は、ドイツでは近代国家の確立が韓国より約百年早く開

始され、幾度の挫折の末に、第二次世界大戦後にようやく自由民主主義体制の近代国

家の実現に成功している点にあるとの認識に至った。 

こうした思考の末、韓国で国民が不自由なのは、「個人の生命、自由、財産」を保

障することを目的とする近代国家が本格的に根づいていないからであるということを

思い知った。確かに、韓国では、形式的には近代国家の制度が導入されている。しか

し、それは形ばかりであり、あるいは表面だけで、その中身は自由民主主義体制を運

営できるほど国民が政治的に成熟していない上に、李氏朝鮮時代や日本帝国の植民地

時代の悪しき遺産も清算されず、政治体の自律性が外圧と過去の遺産の重層的結合に

よって大いに歪められていることを知った。そして、この過去の悪しき遺産の清算

が、1987 年の「6.29 民主化宣言」以後における韓国政治の歩んだ方向であることを

知った。 

20 世紀が欧米先進国で確立された近代国家モデルが世界各地に拡散し移植されてい

った歴史であったと捉えられるならば、1987 年以降の韓国における民主化へ向けての

一連の制度改革の試みはどのようなものであっただろうか。欧米先進国とは歴史的条



5 

件や社会経済的条件および政治的意識の異なるところで、移植される制度がその本来

の機能と違うものに変容する可能性もある。そのため、そうした態様を探り、韓国的

近代国家の特徴を解明することが必要であると考えるようになった。 

筆者は韓国における個人の権利と自由が地政学的な制約によって抑制されてきたこ

とを理解している。それにもかかわらず、そうした制約と折り合いをつけながら、韓

国がどのように先進国の国民と同様の個人の権利と自由が保障される政治体へと近づ

いてきたのか、つまり韓国政治の民主化への道を学問的に解明しようと試みたのが、

本稿を執筆する動機であり、本稿の目的である。 
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第 2 節 分析視角と各章の概要 

  

（1）先行研究と本研究の関係 

日本における韓国政治に関する先行研究は、韓国の政治体制の変化が激しいので、

政治を不安定化させている要因を政治的エリート達のイデオロギー的対立とそれに伴

う権力闘争に求めて、それに関する政治史の研究が多い。そうした研究は参考文献に

挙げているので、ここではその個々の業績を紹介することは差し控えさせていただき

たい。 

本研究の主題と関係するものとして、21 世紀に入って、韓国民主化を制度的に促進

しているとみられる憲法裁判所5や選挙制度改革6の紹介や、社会保障体制に関する研

究7、そして経済・財政政策8、外国人労働者受け入れ政策9についての個別研究も公刊

されており、韓国政治の多様な側面の研究が現れている。また、代表的な通史とし

て、木村幹（2008）『韓国現代史―大統領たちの栄光と蹉跌』は、韓国政治の局面転

換を主導してきた大統領等について、その伝記や政治活動を中心に紹介している。木

村の研究とは正反対の分析視角、つまり下からの社会運動の成立と発展の視点から韓

国政治について概観した通史が、文京洙（2015）『新・韓国現代史』である。同書

は、下からの民衆による民主化を求める動きと体制側の対応が織りなす緊張関係を中

心に、韓国における民主化の性格を明らかにしている。本研究は、この二つの研究か

ら大いに示唆を受けたものである。 

 
5 韓国におけるこうした民主主義と立憲主義の相克問題についての研究として次の文献がある。水島玲

央「シンポジウム 憲法適合的解釈についての比較法的検討 7.韓国」『比較法研究』78 号、有斐閣、

2016 年、88－103 頁。国分紀子「韓国憲法における民主主義と立憲主義」全国憲法研究会編『憲法問

題』11 号、三省堂、2000 年、90－102 頁。なお、韓国の憲法裁判所の成立とその展開についての研究

としては、李範俊『憲法裁判所―韓国現代史を語る―』在日コリアン弁護士会訳、2012 年がある。 
6 浅羽祐樹『韓国化する日本、日本化する韓国』講談社、2015 年; 浅羽祐樹「韓国における政党システ

ムの変容：地域主義に基づく穏健多党制から 2 大政党制・全国政党化へ」『山口県立大学学術情報（国

際文化学部紀要）』2、2009 年; 浅羽祐樹「ハンナラ党は自民党の前轍を踏もうとしているのか：中選

挙区制における候補者擁立戦略と 2006 年韓国地方選挙の分析」『山口県立大学学術情報（国際文化学部

紀要）』1、2008 年; 大西裕『韓国におけるイデオロギー政治の復活』国際間題 535 号、2004; 大西裕

『選挙管理の政治学 ―日本の選挙管理と「韓国モデル」の比較研究―』有斐閣、2013 年、第三部「韓

国モデル」の実証分析（153－250 頁）、などがある。 
7 韓国社会科学研究所社会福祉研究室『韓国の社会福祉』（金永子編訳）、新幹社、2002 年; 高安雄一

『韓国の社会保障－「低福祉・低負担」社会保障の分析』学文社、2014 年などがある。 
8 大西裕『韓国経済の政治分析』有斐閣、2005 年などがある。 
9 田巻松雄「外国人労働者問題の日韓比較に関するノート」『宇都宮大学国際学部研究論集』第 32 号、

2011 年、83−95 頁などがある。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA%E5%88%B6
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こうした先行研究と本研究の違いは次の点にある。 

第一に、1987 年の第六共和国憲法制定以前の韓国政治に関して、政策アクターが政

策決定権力の中枢の大統領一人であるが、場合によっては大統領とその側近であると

いう政治体制が作り出された政治過程について、分析した。一方、第六共和国成立後

の初期段階における政治、社会、経済の三つの分野での民主化の制度づくりの基盤と

なった政策過程の事例について詳しく分析した。その際、1980 年代においては、近代

国家のモデルが、個人の基本的人権の保障へ向けて、その実態面でも韓国に移植され

るための前提である市民社会が台頭したことによって、政治的アクターが多元化する

ようになったことを明らかにした。それとともに、大統領個人とその側近周辺の閉鎖

された空間で行われていた政策決定が広く社会へと開かれることになり、それに伴い

政策過程も一定の自律性を持つようになった。 

第二に、本研究の独自性は、韓国政治を民主化へ向けて前進させた制度づくりを、

先進国の近代国家モデルの韓国への移植過程として捉えている点である。本稿の第 1

章、第 2 章においては、韓国的大統領制度の成立と展開を追い、韓国の政策決定過程

における特徴を明らかにしている。歴史的な動き、軍事政権下の大統領制、そして民

主化へ進む要因などを分析した。 

本研究の第三の特徴は、韓国の民主化とは個人の基本的人権の保障とその発展とい

う先進諸国の近代国家モデルが韓国に移植される一つの過程であるとの解釈の下に、

それが可能となったのは、1980 年代中頃から冷戦の崩壊が進み、さらに日中の台頭も

相まって「アメリカの制約」がある程度緩んだことで、韓国の政治的空間が少し広が

り、自律性の程度が幾分増大したためであるということを明らかにした点である。 

 

（2）本研究の構成 

本研究は 4 章の構成となっている。第 1 章では、近代国家モデル、とりわけその制

度的枠組みが韓国という特殊な条件の存在するところに移植され、韓国的条件との接

合過程で変容し、韓国的大統領制が作り出されて行く過程を追った。そして、政策決

定における権力が大統領個人に集中した形で形成された閉鎖的政策過程の空間の有り

様を探った。 
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第 2 章では、まず、近代国家モデルが定着する前提として、ある程度の市民社会の

成立が韓国に存在していたかどうかを探った。周知の通り、朴政権の開発独裁の下で

韓国経済は世界資本主義システムの中に組み込まれ、一定の発展を遂げ、それととも

に社会の機能分化も進み、人口は職能別に大きく分化して行った。それに伴い、「市

民」社会の萌芽に相当する自律性を持った社会が生み出されたことを確認した。 

次に、こうした新しい近代的な経済・社会条件の出現とともに、それに適合する形

で、それまで進められてきた近代国家モデルの移植が先進諸国の近代国家モデルに近

似する方向へと変容する条件が整えられていく過程を追った。この過程については、

「6.29 民主化宣言」を前後して展開された政治過程の中において分析した。すなわ

ち、下からの現状打破を求める民衆の要求に促されて、多くの選択肢の中で近代国家

モデル、とりわけ自由民主主義体制構築への歩みを進めることになった過程について

は、分析視角を政治システムの下位部分に向け、民主化の政策過程を究明し、韓国政

治を複眼的かつ立体的に捉えるアプローチを取った。 

その試みは第 3 章と第 4 章で成されている。自由民主主義体制の制度的基盤作りが

進められる中で、国民の生存を最低限に保障するための社会的、経済的条件の整備が

必要不可欠であるとの認識が高まり、その条件整備へ向けた社会経済改革がなされ

た。その中で、社会面では、国民の生命の最低限の保障が先進的近代国家存立の不可

欠の条件となっていることは明らかである。これを解明するため、その保障制度の中

核部分をなす国民皆保険制度の確立をめぐる政策過程を追跡した。次に、国家統制的

資本主義的経済のシステムを自由な市場経済システムへと構造改革していく一里塚と

して進められた韓国電力民営化の政策過程を分析した。 
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第 3 節 転換する韓国政治を理解するための予備作業―補助線と用

語解説― 

 

（1）地域主義と政治対立 

幾何の問題で、解答を導き出すために図形に直線また円の補助線を使う場合があ

る。それに相当するものを社会現象の解明にも使うと、事態の本質がよりよく見えて

くる場合がある。とりわけ、韓国政治の解明では、こうした補助線が欠かせないので

はないか、と筆者は考えている。韓国政治をよりよく把握するために有益な補助線は

幾つかあるが、ここでは最も重要なものとして、地域対立感情、あるいは地域主義を

取り挙げることにする。本稿では地域主義という用語を用いることにした。今回の総

選挙における与党の圧勝から 2 年後の大統領選挙に向けて、与党の大統領候補者の選

定において、現大統領の文在寅派と今回の総選挙で与党を圧勝へ導いた前韓国首相で

あり選挙対策委員長の李洛淵との間に争いが始まったと伝えられている10。このニュ

ースを額面通り受け取るならば、文在寅大統領は与党の全面的な支持を受けていない

のではないかという疑問が提起される。 

この疑問を解き明かす鍵が地域主義である。湖南地方と称される韓国南西部の全羅

北道と全羅南道を支持基盤に持つ李洛淵氏と、慶尚南道の釜山及びその西側の地方や

諸島を支持基盤に持つ文大統領が推す候補とが、同じ進步勢力であっても、大統領選

挙を目指して与党内で争いが始まったということである。戦前の日本においても、薩

長政権は地域主義という補助線を用いなければ理解できないが、同様の現象が現代の

韓国政治にもなお強く存在している点は留意する必要があろう。この地域主義には、

戦前の日本もそうであるが、歴史的背景が存在する。対立感情の淵源は、古代の三国

時代まで遡ることができると言われている。7 世紀に現在の韓国東南部の慶尚北道を

拠点とする新羅が三国を統一した。その後、朝鮮半島の西南部（現在の湖南地方）の

人々は、新羅の支配を受け差別された。その地方は百済であった。15 世紀末に成立し

 
10 『朝日新聞』、2020 年 4 月 26 日号。ソウル特派員の思地洋介は、『「ポスト文」へ足固め』という韓

国前首相李洛淵氏の経歴紹介記事の中で、「金大中元大統領の系譜を継ぐ李氏を支える勢力は少な

い。革新系の候補争いを勝ち抜くには、文氏ら廬武鉉元大統領に近かった主流派の支持を得られるか

がカギとなる」と伝えている。 
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た李王朝時代、支配層はほとんど慶尚北道を地盤とする科挙試験合格者たちであっ

た。李王朝時代でも、湖南地方の人々は冷遇されていた。 

ところが、1910 年、日本による李氏朝鮮の併合によって、平地の多い穀倉地帯の湖

南地方は日本帝国の食料供給システムの中に組み込まれ、重要視されるようになっ

た。その結果、朝鮮人の地主の中から民族資本家へと成長する者も出てきた。彼らは

一面では日本総督府と協力しながらも、他方で、朝鮮固有の文字ハングルの近代化や

朝鮮文化の維持及び近代化のための事業にも携わっていた。その成果が、今日の韓国

で私立大学として有名な高麗大学や、言論界の雄と言われた東亜日報などである。 

1945 年 8 月 15 日、日本の敗戦後、1948 年の韓国建国までの約 3 年間の米軍政時代

において、アメリカ軍政当局と協力して韓国を支配したのは湖南地方の人々であっ

た。彼らは日本総督時代に下級官僚になった者も多く、アメリカ占領軍は統治手段と

して彼らを活用した。そうした下級官僚や湖南地方の資本家は、北に社会主義国家が

作られつつあることに強く反対しており、反共産主義であった。彼らは日本のような

議院内閣制の確立を政治目標に掲げ、韓国民主党（以下、韓民党と略す）を創立して

いた。今日の韓国与党である「共に民主党」の源流となった政党である。アメリカ占

領軍が建国時の韓国の政治的リーダーに据えたのは、李承晩であった。彼は日本の朝

鮮併合に反対し、アメリカに亡命していた。李承晩は在米中プリンストン大学で Ph.D

を取得し、1919 年 3 月 1 日に有名な朝鮮 3.1 運動が勃発すると、海外における運動の

延長として上海で樹立された大韓民国臨時政府の大統領に推挙されていた。そして在

外同胞の間には、李承晩博士の名前が広がっていたのであった11。 

李承晩は日本の敗戦後、アメリカの空軍機に乗って韓国に帰国したが、彼を支える

勢力は、アメリカ占領軍とその協力者となった通訳であった。また、「越南派」と称

されていた北朝鮮から追われて南に逃げてきた地主層など、本質的に反共主義的な

人々なども彼の支持者であった。これらの人々は、湖南地方を地盤とする韓民党を支

持しない人々と共に、李承晩を支える政治団体を急いで作った。制憲議会の議長にな

った李承晩は、議会の多数派を占める韓民党と対立した。彼はアメリカ型の大統領制

の導入を主張したが、韓民党は議院内閣制を主張していた。1948 年 8 月 15 日に発足

した韓国では、大統領制と議院内閣制を接合した形であったが、付与された権限自体

 
11 木村幹『韓国現代史―大統領たちの栄光と蹉跌』（中公新書）、中央公論新社、2008 年、28-31 頁。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%AC%E8%AB%96%E6%96%B0%E7%A4%BE
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を見る限り、強力な大統領制が導入された。とはいえ、大統領は議会によって選出さ

れ、その権限行使において、議会の多数派の支持を得た首相および内閣の関係構成員

の副署を必要としていた。大統領が議会において彼を支持する多数派の与党を擁しな

い限り、強大な権限の行使は抑制され、状況次第では、儀礼的な国家元首にとどまる

可能性も残されていた政治制度であった。 

初代大統領に就任した李承晩は、議会のコントロールを取り外す方策に全力を尽く

した。まず、可能な限り自分を支持する勢力の拡大に努力し、支持勢力を拡大する手

段として「権力を用いて分配する政治」に着手した。その財源として、李承晩は戦前

日本人が所有していた建物や工場などのあらゆるものを国有化し、それを資源にして

分配する形で彼を支持する自由党を作り上げた。ついで、アメリカの援助物資を資源

にした。まもなく朝鮮戦争が勃発し、李承晩はこの戦争を利用して憲法改正を 2 回繰

り返した。第一回改憲では、大統領の国民による直接選挙制を導入し、第二回改憲で

は、内閣制を廃止するなど議会を制度として無力化した。立法は大統領の非常大権に

基づく緊急命令に基づいて行われることになり、個人独裁体制が作り上げられた。

1960 年 4 月 19 日に学生を中心とする反李承晩政権打倒運動によって追われるまで、

李承晩は一種の宮廷政治を展開したのであった。 

李承晩失脚後、彼によって権力を奪われていた韓民党が息を吹き返し、憲法改正を

行って政治体制を議院内閣制に変えた。しかし、その体制も 1 年後の 1961 年 5 月 19

日に、朴正熙少将率いる軍人集団によるクーデターによって打倒された。2 年間の軍

事政権の後に、朴正熙は軍服を脱ぎ、新しい憲法を制定して大統領制を導入し、大統

領に就任した。朴正熙は慶尚北道出身である。1987 年 6 月まで、この慶尚北道出身の

軍人たちが政権を掌握し続けた。全斗煥や盧泰愚など朴正熙の忠実な部下も、慶尚北

道出身者である。朴政権および全斗煥政権に反対する人々は、主として湖南地方およ

び慶尚南道の釜山とその西の地方や島嶼の人々であった。開発独裁時代に、朴政権お

よび全斗煥政権は、海外からの資金を導入して韓国を近代化する際に、自分の地盤で

ある慶尚北道および慶尚南道の東海岸地方とソウル地方を中心に開発を行った。 

今日の与党は、開発独裁政権に反対した勢力の集合体である。それは二派に分かれ

る。一つは、全羅北道・南道を代表する野党の政治家である金大中派であり、もう一

つは、慶尚南道の釜山及びその西の地方や島嶼を代表する金泳三の後衛達（廬武鉉政
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権の支持者たち）の集合体である。文大統領は盧武鉉大統領とともに慶尚南道と釜山

地方の反軍事政権グループの流れを汲むものである。他方、今度の与党の圧勝をもた

らした選挙対策本部長の李洛淵元首相は金大中の系統であり、湖南地方を地盤とす

る。従って、2 年後の大統領選挙で、この二派のどちらの候補者が大統領になるかに

よって、韓国の政治動向が左右されることになる。選挙後に次の大統領を占う意味

で、親文在寅派と李洛淵派との対立が噂されているのである。 

ちなみに、李洛淵前首相がソウル市鍾路区の選挙区で対立候補であった「未来統合

党」の野党党首に対して圧勝した要因として、地域対立の間接的作用も読み取ること

ができる。ソウル市とそれを取り囲む京畿道などの首都圏の人口は、全人口の半分に

近い 2,297 万人であるが、その半数以上が湖南地方出身者であるからである。彼ら

は、朴正熙政権が進めた経済開発政策によって起きた急速な工業化において、相対的

にその近代化が立ち遅れることになった農村の疲弊や貧困からの脱出を求めて、湖南

地方からソウルへと移動してきた人々であり、首都圏の多数派となってきたのであ

る。この点も、韓国の政治における地域対立の作用を見て行く場合、留意しておくべ

きであろう12。 

以下の図表 0-1 は、2020 年 4 月 15 日に行われた韓国総選挙の結果である。  

 
12 図表 0-1 では、2020 年 4 月 15 日に行われた韓国総選挙の結果における首都圏での革新系の勝利が見

られる。 
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図表 0-1 2020 年 4 月 15 日に行われた韓国総選挙の結果 

 

（出典）『日本経済新聞』、2020 年 4 月 17 日。 

 

（2）漢字文化圏の中の相違 

ついで二番目の補助線についてふれたい。韓国と日本は同じ漢字文化圏にあり、社

会科学、自然科学の専門用語も基本的に同じ漢字の用語を使うことが多い。筆者を含

めて韓国人は、日本語で社会科学関係の論文を執筆する時、専門用語の漢字が同一で



14 

あるので、政治制度や官職名などにおいて韓国で覚えたものをそのまま使う場合が

往々にあり、思わぬ誤解や奇異な感じを抱かれることが多々あると思う。本稿では、

そうしたことのないように、先に専門用語の使用における相違について説明したい。

まず官職名であるが、李氏朝鮮が日本に併合される直前に、近代日本をモデルにし

て、国名も大韓帝国と変え、近代的な政治制度を導入したことがある。その際、李王

朝時代と同じ機能を果たす官庁は使い慣れた李王朝時代の用語を用い、新しい官庁は

明治日本の官庁名を参考にするか、または中国の名称等を参考にして新しい名称を作

っている。そうした過去の官職名は、今日の韓国でもそのまま継承されている。例え

ば、日本の裁判制度は韓国では法院、裁判官は法官という。最高裁判所は大法院、最

高裁判所判事は大法官という。こうした用語例は多く、例えば、日本の内閣は韓国で

は国務院または国務会議と称し、大臣は国務委員または長官という。また、日本の省

は韓国では部という。 

本稿では、韓国の官庁名や韓国特有の専門用語を出来る限り使い、それに該当する

日本の用語を括弧の中に入れておくことにした。文脈によっては、韓国の官庁名をそ

のまま使う場合もあることを予めご了解願いたい。また、政府組織の名称で、日本で

は用いられていない「處（略字：処）」の付く役所名もある。その典型は法制処であ

るが、それは日本の内閣法制局に相当する役所である。これは韓国の政府組織として

は、国務総理の管轄下にある各省庁とは別個に設置された、特殊な職務を担当する官

庁である。さらに、科学技術処、国土統一処なども該当する（1985 年の政府組織の例

である）。また日本の政府組織の名称にはない「秘書室」がある。それは単なる秘書

が働く役所ではなく、日本の官房に当たる。その典型が大統領秘書室であり、日本の

内閣官房、ないしは今日の安倍内閣の内閣府本部に当たる。 

ただし、選挙 (大統領、国会議員)については、第 2 回選挙、第 3 回選挙という用

語より、第 2 代選挙、第 3 代選挙を使うことが韓国政治の研究では、よリー般的とさ

れるため、こちらの用語を採用した。 

 

（3）共和国という用語について 

また、韓国政治について書かれた文献では、第一共和国や第二共和国、あるいは第

三共和国憲法といった表現がある。こうした用語を日本語で読む時、いささか奇異な
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感じを受ける。これについて少し解説をしておきたいと思う。韓国は君主がいないの

で当然共和制である。そして日本と違い年号がないので、時代区分の方法として政治

体制が利用されている。例えば、憲法改正によって政治体制が変更された場合、第二

共和国、第三共和国という表現を使っている。フランスでも第三共和制、第四共和

制、第五共和制という用語が使われているが、日本では、フランスについては、共和

国の代わりに共和制という言葉が使われている。例えば、ドゴール憲法は第五共和制

憲法と言われている。もともと「リパブリック」を翻訳すると共和制ないし共和国と

いうことになるので、日本では共和制と訳され、韓国では共和国という訳を用いてい

るために、第五共和国のように称している。 

韓国は 1948 年 7 月に公布された憲法に基づいて建国されたが、この時期から 1960

年 4 月 19 日に李承晩政権が崩壊するまでが第一共和国と称されている。同時に、そ

の憲法も第一共和国憲法と言われている。その後、議院内閣制体制の憲法が制定さ

れ、1961 年 5 月 16 日の軍事クーデターまで約 1 年間存続した。この時期が第二共和

国と称されている。そして軍政が続いた後、1963 年に制定された新しい憲法に基づい

て朴正熙将軍が大統領に就任して第三共和国が誕生した。朴正熙大統領のリーダーシ

ップによって開発独裁が進められ、韓国は農業社会から工業社会へと急速に飛躍的な

発展を遂げることになり、その歪みが 1970 年代初めに全国で朴政権反対運動という

形で爆発寸前になった。朴大統領は南北対立を巧みに利用して、祖国を統一するため

に大統領に権力を集中しなくてはならないという名分の下に、一種の上からのクーデ

ターで維新憲法を制定することになる。この憲法によって、立法・行政・司法の三権

を朴大統領は一手に収め、国内の開発独裁に反対する不満分子を抑圧していった。こ

の維新憲法の下での韓国を第四共和国と称する。この朴政権に対する不満が 1979 年

には内乱勃発寸前にまで至り、上述の通り、その収拾を巡って政権内部で対立が起

き、朴大統領は側近中の側近によって暗殺された。その後の空白を埋めたのが、全斗

煥を中心とする若手の将校団であった。一年間の権力移行期間の後、1980 年に新しい

憲法が制定され、1987 年の「6.29 民主化宣言」まで続くことになる。この期間を第

五共和国と称する。そして 1987 年 6 月の「6.29 民主化宣言」に基づいて新しい憲法

が制定される。この憲法は、韓国史上初めて与野党合意の下で制定された憲法で、現
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行憲法の第六共和国憲法である。従って、今日の韓国は第六共和国時代と称されてい

るのである。 
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第 1 章 韓国的大統領制度の成立とその展開 

 

第 1 節 韓国的大統領制の成立 

 

 戦後日本における韓国政治に対する関心は、時代と共に変化している。 

日本は 1950 年 6 月 25 日に勃発した朝鮮戦争を契機に、国際政治における冷戦体制

の確立を目の当たりにすることになった。隣国の朝鮮半島では、同じ民族同士が相争

う悲劇が展開されていた。 

そうした韓国への関心は、1961 年 5 月に朴正熙将軍のクーデターによって軍部独裁

政権が出現し、朴正熙大統領が暗殺される 1979 年まで継続する。その間、朴正熙政

権は経済開発路線を推進し、この路線は 1980 年から 1987 年まで続く全斗煥軍事独裁

にも継承され、それが倒れるまで継続した。約四半世紀の間、韓国の軍事独裁政権

は、アメリカ現代政治学の近代化論を論証するかのように経済的発展を成功裏に実現

した。これによって、韓国政治に関しては、経済発展と近代化の観点から関心が示さ

れるようになった。言うまでもなく、経済発展は資本主義の発展を意味するので、そ

の前提条件として経済的には資本の原始的蓄積（原蓄）が必要である。その結果、政

治的には原蓄に反対する者の抑圧や、資本主義経済のための社会経済条件に適合する

人間行動様式の訓育などが必要であると考えられ、上からの強権的支配が必要とされ

た。 

 これに対して、下からの民衆抵抗や民主化の動きが絶え間なく続き、それは軍事政

権によって暴力的に抑圧された。1980 年代に入り、S・P・ハンティントンが言う「第

3 の波」が世界の各地で立ちはじめると共に、韓国でもその波は軍事政権の終焉をも

たらす契機となった13。 

 
13「近代化論」は、1950 年代後半、アメリカの政治学者によって構築された比較政治学の理論である。

「近代化論」は、「伝統社会」と「近代社会」の二分法に基づき、都市化・工業化・民主化・機能別集

団の分化・政治文化といった諸基準を用いて各国の社会体制を比較し、前者から後者への進化の単線的

発展経路を示唆する理論として知られ、政治経済・社会発展に関する最も有力な説明理論である。S.P.

ハンティントンは、その著作『第三の波―20 世紀後半の民主化―』（坪郷實他訳、三嶺書房、1995 年、

108 頁）において、近代化の第一の波は、アメリカ合衆国の独立やフランス革命などを起点として第一

次世界大戦までの間における封建貴族制が根強く残っている絶対君主制の精算の試みを表し、第二の波

は、第一次世界大戦後から第二次世界大戦後の間に発生した、ファシスト国家、植民地支配、個人主義

的軍事独裁の精算の試みを表わすとしている。第三の波は、1974 年から 1990 年代までの民主化の波で

あり、一党独裁体制、軍事体制、個人独裁の解体と消滅を表している。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%8B%AC%E7%AB%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E9%9D%A9%E5%91%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
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1987 年、民主正義党（以下、民正党と称する）代表慮泰愚の民主化宣言は、26 年

間続いた軍事独裁政権の終焉を意味し、政治制度の面では立憲民主主義体制への移行

を開始するシグナルとなった。 

 

（1）独自の政治文化 

アメリカ現代政治学では「第三の波」の時期に、「権威主義体制から民主主義体制

への転換」について政治発展論の研究が流行した。日本においても、その事例研究と

して、韓国政治に関心を示す研究者も現われるようになった 14。 

韓国における立憲民主主義体制への移行とその定着は、一進一退のコースを辿っ

た。1998 年末の大統領選挙において、軍事政権に果敢に抵抗した野党の金大中が当選

した。この時点で、民主化もようやく定着化の方向へと進んだとみられる。現在で

は、立憲民主主義体制の原理は、政治制度のレベルから社会構造の底辺まで浸透しつ

つあり、韓国も近代国家としての韓国政治体制の成熟度を高めつつあると言えよう。 

1968 年に、アメリカ国務省のグレゴリー・ヘンダーソンが外交官として韓国滞在中

に直接集めた資料や直接の経験を通じてまとめた『朝鮮の政治社会』（Korea：The 

Politics of the Vortex）が公刊された。同書は、1960 年までの韓国の政治文化をア

メリカ現代政治学の観点から分析した、最初の優れた研究書であった。日本では、日

本的観点、すなわち日本の過去の歴史的経験や欧米政治学のレンズから韓国政治を考

察する傾向があり、韓国の政治文化の特徴を見逃しがちである。 

ヘンダーソンは、1960 年代までの韓国の政治文化について、以下のように分析して

いる。朝鮮半島では高麗王朝期に律令体制 15が導入され、10 世紀から 20 世紀初めの

間、律令体制の管理支配部分を担当する高級官僚の選抜機関として中国の科挙制度が

導入された。律令体制の下では、すべての価値配分が国王とそれを支える官僚層を中

心に行われていたので、科挙制度は政治システムの中枢的機関の地位を占めるように

なった。科挙に合格さえすれば、国王の専制的権力を行使し、栄華を手に入れること

ができたからである。 

 
14 例えば、大西裕「韓国におけるイデオロギー政治の復活」、『国際問題』、535 号、2004 年 10 月、17-

30 頁。 
15 刑罰と行政に関する法規（律令格式）。中国の隋・唐代に完成した国家的成文法体系。この時の律は

刑法、令は行政法の制度に関する規定である。 
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こうした政治的エリート育成機関としての科挙制度を継承・発展させた李氏王朝時

代の権威主義的な政治文化は、35 年間の日本統治下においては封印されていたが、日

本の敗戦とともに日本による植民地支配から解放された後、建国後の韓国において再

び表面化するようになった。1948 年の建国後の韓国において、この「渦巻き型」の政

治文化はますます強まっていると、ヘンダーソンは説明している 16。 

顧みれば、1948 年の建国から今日までの韓国の政治史は、中央の権力中枢部による

大統領職をめぐる権力闘争の展開であったとみても過言ではなかろう。別の形で表現

すれば、李朝時代の君主専政制の現代版が、君主制の存立余地のない共和国の韓国に

おいて導入を余儀なくされた西洋の政治制度の中では大統領制であり、それが韓国の

政治文化の「渦巻き型」政治に最も適合する政治制度であったということになろう。

このことを裏付けるかのように、建国から 1960 年 4 月 19 日までの李承晩大統領時

代、そして 1961 年 5 月までの約 1 年間、韓民党によって導入された議院内閣制の時

期を除いて、1963 年から 1987 年 6 月の民主化宣言まで韓国の政治制度は大統領制で

あった。 

日本では、大統領制とはアメリカの大統領制を想起し、韓国の大統領制も同類のも

のと想像しがちである。しかし、その実態は大いに異なる。日本ではあまり知られて

いないようであるが、韓国の政治制度はドイツのワイマール共和国の政治制度、フラ

ンス第三共和制の議院内閣制度、ならびに第五共和制のドゴール政権の半大統領制、

アメリカの大統領制の一部の影響を受けている 17。戦後日本の議院内閣制とは大いに

異なるので、政治制度に関して日本的レンズで韓国の政治を考察しようとするのであ

れば、見えない所があるのは以上のような事情によるものである。 

1948 年 5 月に行われた制憲議会選挙において、議員定数 200 の内 29 議席を獲得し

たのは湖南地方を地盤とする韓民党であった。同党は議院内閣制を主張したが、55 名

の議員の支持者を擁する李承晩は、制憲議会の議長となり、アメリカ型の大統領制の

 
16 グレゴリー・ヘンダーソン『朝鮮の政治社会』（鈴木沙雄・大塚喬重訳）、サイマル出版会、1973

年、149-150 頁。韓国の政治文化についてヘンダーソンの規定した「渦巻き型政治」が作り出された要

因は、彼があげた儒教的官僚文化のみではなく、第 2 の要因として日本の植民地統治機構と支配体制に

おける中央集権化の強化、第 3 の要因として建国後の韓国における冷戦によって生み出された左右のイ

デオロギー闘争と南北対立構造の枠組みが権力と資源の集中化の原動力を強固に推進し続けた点、第 4

の要因として軍事政権による国家主導型産業による集中化を、崔章集はあげている。崔章集『民主化以

後の韓国民主主義―起源と危機―』（磯崎典世他訳）、岩波書店、2012 年、38-39 頁。 
17 金哲洙『韓国憲法 50 年―分断の現実と統一への展望―』敬文堂、1998 年、39 頁、50-57 頁。 
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導入を主張した。両者の間で妥協が成立し、創設されたのが第一共和制の政治制度で

ある18。この政治制度は、その後の韓国で幾度か改革がなされながらも存続し続ける

ことになった韓国的大統領制の原型である。この政治制度の源流は、ドイツのワイマ

ール共和国憲法にあるので、それによって創出された政治制度を先に見ておくことは

韓国的大統領制の展開を理解する上で極めて有益であろう。従って、回り道かもしれ

ないが、ワイマール共和国憲法に基づく政治制度をここで簡単に説明しておきたい。 

 

（2）ワイマール体制の考察 

第 1 次大戦後、民主主義が国家権力の正当性原理として世界的に確立されるように

なると共に、新しい政治制度を構築することが迫られた諸国においては、民主主義の

モデルとして二つの制度が考えられた。一つはイギリス型の議院内閣制であり、もう

一つはアメリカの大統領制である。君主のいない国では、南米などに見られるよう

に、アメリカ型大統領制が導入された。しかし、ヨーロッパにおいては君主専制と戦

う自由主義者の憧憬の的となっていたイギリス型の議院内閣制に対する期待が大き

く、イギリス型の議院内閣制とアメリカ型の大統領制度とを接合した新しい政治制度

の構築が試みられた。それがドイツ・ワイマール共和国の政治制度であった19。 

周知の通り、1918 年末から 1919 年初めにドイツでは敗戦に伴う革命の勃発によっ

て第二帝政が崩壊し、新しい共和国が誕生した。この新しい共和国は、ゲーテとシラ

ーで有名なワイマールという都市の国民劇場で開催された制憲議会で制定された新し

い社会的かつ民主主義的憲法に基づいて創設されたので、ワイマール共和国とも称さ

れている。このワイマール憲法における政治制度の原案作成に参加したのが、有名な

政治社会学者のマックス・ヴェーバーである20。 

マックス・ヴェーバーは、内乱状態にある国の秩序を回復し政治の安定性を確立す

るために強力な行政府の再建が急務であるという認識から、アメリカ型の強力な大統

領制の導入を主張した。それに対して、革命が社会主義革命へと転化するのを阻止す

 
18 全・カンソク『韓国憲法論』法文社、2004 年、29 頁。 
19 小林昭三『ワイマール共和制の成立』成文堂、1980 年、123-129 頁。小林昭三『ワイマール大統領論

研序説』成文堂、1964 年、第 4 章・第 5 章。安章浩『憲法改正の政治過程―ドイツ近代憲法政治史か

ら見えてくる憲法の諸相―』学陽書房、2014 年、130 頁。 
20 ワイマール憲法起草におけるヴェーバーの活動とその役割については、W・モムゼン『マックス・ヴ

ェーバーとドイツ政治 1890～1920Ⅰ』（安世舟他訳）、未来社、1994 年、第 9 章が詳しい。 
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るために、反共産主義的な社会民主主義勢力と軍部が提携していたが、この反共的な

社会民主主義勢力が制憲議会の多数派を形成しており、彼らはイギリス型議院内閣制

を理想と考えていた。この両方の妥協案として、議院内閣制とアメリカ型の強力な大

統領制が接合されたワイマール憲法の政治制度が生み出されたのである。議院内閣制

は権力一元制と言われている。主権者である国民によって選ばれた議会が主権を行使

するからである。すなわち、議会は立法権を行使するだけでなく、その立法権を実施

する行政府の政治指導機関組織である内閣を議会の最高委員会として設置し、その内

閣が議会で制定された法律を執行するシステムであるからである 21。 

一方、アメリカ型大統領制度は権力二元制と言われている。つまり、主権者である

国民は直接選挙で行政府の長である大統領を選ぶが、同時に、全国を選挙区に分け、

その各選挙区で選出された議員によって構成される議会が立法権を行使するので、国

民の主権は立法権を行使する議会と行政権を行使する大統領とに二分され、権力二元

制と称されるのである。 

権力一元制の議院内閣制においては、議会が主権機関であり、極端な場合、論者に

よっては議会絶対主義と呼ばれる場合もある。それに対して、アメリカのように権力

二元制の統治機構の場合は、権力は立法権と行政権が形式的に併存して互いに抑制・

均衡の関係にある。イギリスの議院内閣制と違い、君主のいない、つまり共和制のフ

ランスの第三共和制では、新しい類型の議院内閣制が作り出された。そこでは、国家

元首であり行政府の形式的な長の大統領は、主権機関である議会、すなわち、上院と

下院の合同会議によって選出されていた。そして議会で選出された最高委員会の内閣

は、大統領とともに統治権を行使した。つまり、内閣は議会の信任のある限り、行政

権を行使することができた。しかし、議会が内閣不信任を決議した場合、内閣は辞任

するか、議会を解散するかのどちらかの道を選ぶことになっていた。それに対して、

権力二元主義の国のアメリカでは、議会は立法権を有するが、大統領に対する不信任

を決議して辞任を要求することはできない。また、アメリカの大統領は立法権を有し

ないが、議会の制定した法律に対して拒否権を行使することはできる。従って、権力

二元主義の国家では、立法権と行政権が互いに独立し、かつ牽制し合う関係にある。

 
21 イギリス型議院内閣制は「ウェストミンスター型」とも言われ、その特徴を約 50 年前に見事に捉

え、後世に知らしめたのは次の著作である。W・バジョット『イギリス憲政論』（小林春雄訳）、中央公

論社、1970 年、73 頁。 
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このように異なる権力一元主義と権力二元主義の行政府と立法府の関係を折衷させて

新しい統治システムを作ることが困難を極めたのは、言うまでもなかろう。保守勢力

と革新勢力の幾度かの妥協を経て、ワイマール共和国においては、アメリカ型の権力

二元主義を土台にして、権力の頂点はアメリカ型とフランスの第三共和制型の議院内

閣制とを接合させる形となった、世界で初めてのワイマール的な政治制度が作り出さ

れたのであった22。 

ワイマール憲法において導入された政治制度は、次の通りである。権力二元主義が

採用されて、議会と大統領は同権的に位置付けられ、両者の間の権力均衡を保つため

に両者に各々相手を牽制する権限が与えられた。大統領は議会解散権を有し、それに

対して議会は大統領の罷免を提案し、それを国民表決にかける権限を保持する。ま

た、一方で大統領は内閣首班である首相の任命権および首相の推薦に基づく大臣任命

権を有し、他方、首相および大臣はその職務遂行において議会の信任を必要とした。

加えて、議会は首相および大臣を不信任決議によって退任させることができた。 

このように、議会と大統領とは同権的に位置づけられたが、行政府の二人の責任者

の一つである大統領は、国家元首として外国と同盟を結び、その他の条約を締結する

権限、官職任命権、軍隊統率権、憲法第 48 条に盛られた緊急命令権など、強大な権

限が与えられていた。ただし、議会との均衡を保たせるために、大統領はその権限の

行使に際しては、また大統領が発布するすべての政令及び命令については、議会に有

責な首相並びに所轄省庁の大臣の副署を必要とした。最後に、議会を構成する議員の

任期が 4 年であるのに対して、大統領の任期は 7 年であった23。 

ワイマール憲法によって新しく創設された政治制度は、後に半大統領制と称される

ようになった政治制度の原型である。それは、議院内閣制と大統領制を、一応理論的

に整合性のある形で統一することを試みたものである。 

大統領がその人格と能力によって内閣に対して大きな影響力を持つことができるな

らば、大統領は議会に有責な内閣と協力することで彼に与えられた強大な権限を行使

することができるので、半大統領制は純粋な大統領制として運用される可能性が大き

 
22 ワイマール共和国の政治制度についての憲法学的解釈の古典的著作として、C・シュミット『憲法

論』（阿部照哉・村上義弘訳）みすず書房、1974 年がある。第 27 章を参照せよ。 
23 ワイマール憲法の邦訳は、初宿正典訳「ヴァイマル憲法」、高田敏・初宿正典編訳『ドイツ憲法〔第

二版〕』（信山社、1997 年）の他に、注（22）の C・シュミット翻訳書の付録（447-472 頁）にある。  
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く開かれた制度でもある。換言するならば、政党政治を行う国で、大統領が属する政

党が議会の多数派を制し、かつ大統領がこの多数与党の党首であれば、その実際にお

いて、大統領は行政権のみならず、議会の立法権をもあわせ持つことになる。その結

果、立法権の議会と最高裁判所の司法部によってチェックされるアメリカ大統領とは

比較にならないほど強大な大統領が生まれる可能性がある制度である 24。 

ただし、大統領は議会に有責な内閣と協力しなくてはならない制約があるために、

大統領と議会と内閣の三者の関係次第で、どちらの機関も政治の主導権を掌握できる

メカニズムである。つまり、現代の政治生活の生命線は政党であると言われている

が、そうであるならば、このメカニズムを実質的に動かすのは政党であることは言う

までもない。従って、半大統領制は、競合する政党が選挙ごとに国民を代表する状況

の変化や動向に応じて流動するのがその特徴である。 

以上、ワイマール共和国の政治制度の形成過程を述べたのは、この半大統領制の成

立過程を正しく理解しておかなければ、韓国的大統領制の特徴が形成されるメカニズ

ムが理解しえないからである。韓国的大統領制もその基本の点では半大統領制である

が、この制度は、政党政治の状況ならびに議会における多数派の成立如何によって 4

つのバージョンが出現する可能性があり25、その一つのバージョンでは大統領独裁へ

と変容する可能性が開かれている。半大統領制は、最悪の場合、上述の通り、議会の

支配政党の党首が自分の所属する党を独裁的に支配し、その党首が大統領であるな

ら、大統領独裁の可能性が開かれている政治制度なのである。また、自由民主主義的

政治制度が順当に機能する余地のない権威主義体制の下では、この制度を利用すれ

ば、最高権力者が（軍事独裁者の場合が多いが）自分の命令に忠実な御用政党を創設

し、他の政党活動を抑制する場合、同じく大統領独裁となり得るのである。 

 

（3）韓国における憲法と政治体制の変化：歴史的考察 

さて、第一共和国憲法は、国民主権主義、基本的人権保障主義、権力分立主義、国

際平和主義という 4 つの基本原則を謳い、近代的な立憲主義憲法の体裁は一応整えら

 
24 半大統領制の諸国の政治動向に関する比較政治学的研究として、J・リンス、A・バレンズエラ編『大

統領制民主主義の失敗―その比較研究―』（中道寿一訳）南窓社、2003 年がある。 
25 カール・シュミットは、①狭義の議院内閣制、②首相制、③内閣制、④大統領制の 4 つのバージョン

を指摘している。阿部照哉・村上義弘訳『憲法論』、395 頁。この指摘を本稿の注（17）の金哲洙の著

作の 43 頁と 79 頁に韓国大統領制の変遷の分析において紹介して利用している。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E9%83%A8%E7%85%A7%E5%93%89
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9D%91%E4%B8%8A%E7%BE%A9%E5%BC%98_(%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E5%AD%A6%E8%80%85)&action=edit&redlink=1
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れている。この憲法における政治制度は、そのベースにフランスの第三共和制の議院

内閣制が採用されており、またアメリカの違憲立法審査制度にあたる憲法委員会制度

という新しい機関を作って、導入している点が特徴である。 

もう一つの特徴は、アメリカ大統領制の影響を受けて副大統領制を設けている点で

ある。大統領は一院制の議会によって選出されることになっていた。そして大統領は

行政府の首班であると同時に、外国に対して国家を代表するものとされた。 

大統領と副大統領に事故があり、職務遂行が不可能な場合には、首相にあたる国務

総理がその権限を代行することになっている。大統領と副大統領の任期は四年であ

り、一期のみで再選が許されていない。大統領はワイマール憲法第 48 条に類似した

緊急命令権が与えられており、さらに経済的危機に陥った場合には、大統領に緊急財

政処分権という非常大権も与えられている。内閣にあたる国務院は、大統領と国務総

理その他の国務委員で組織され、合議体として大統領の権限に属する重要政策の議決

を行うことができた。従って、合議体としての国務院が行政権の決定中枢であると規

定されている。 

この国務院の議決は多数決制により行うことになっており、議長である大統領も投

票権を持っているが、可否同数の時に限って決定権を持っていた。首相である国務総

理は、国会の承認を受けて、大統領が任命した。国務総理は大統領を補佐し、国務院

の副議長となる。大統領も国務総理も国務委員も国会に対して責任を有せず、国会は

国務総理、国務委員を国会に呼び出し質問することはできず、不信任決議を出すこと

もできない。この制度は、アメリカ大統領制の考え方が導入されている。司法権は法

院（裁判所）が行使するが、違憲立法審査権は憲法委員会が行使する。憲法委員会の

構成は、副大統領を委員長とし、大法院（最高裁判所）判事５名と国会議員５名の委

員によって構成された。以上が第一共和国の政治制度である26。 

初代大統領に選出された李承晩は、フランス第三共和制の場合のように「君臨すれ

ども統治せず」の原則を守らず、君臨し統治しようとした。従って、議会第一党の韓

民党と李承晩との間に、政権の指導権をめぐる権力闘争が展開され、それが第一共和

国の政治過程を刻印づけたと言っても過言ではない。李承晩は「国父」と名乗り、親

 
26 本稿では、9 回改正された韓国の憲法すべてについて、韓国法制処の「国家法令情報センター」編集

のものを使用した。 
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日派処罰法等を制定して、国民の多数の反日感情を巧みに操作して韓民党を揺さぶ

り、その一部を自派に抱き込むことでその弱体化に努めた。また、北から亡命してき

た「越南派」を中心に自分に絶対的な忠誠を示す自由党を創設し、同党を中心とする

議会内多数派工作をあらゆる権謀術数を用いて展開した。そして 1950 年 6 月 25 日に

朝鮮戦争が勃発した。 

朝鮮戦争の 3 年間、首都は釜山に移されていたが、李承晩は戦時中の戒厳状態を利

用し、大統領再選禁止条項をクーデター的方法で取り除く憲法改正を強行した。それ

が韓国における第 1 次改憲である。朝鮮戦争が休戦状態に入った後、李承晩は対外的

には李承晩ラインに象徴される対日強硬政策を展開し、国民の反日感情を掻き立て、

それによって野党の韓民党を押さえ込み、他方、大統領の国民による直接選挙制を導

入し、内閣制度を廃止して、政府形態を大統領制に変えるなど、自分の個人独裁体制

に都合のよいように憲法改正を行った。これが第 2 次改憲である。 

また、彼は自分を支えている勢力に対しても、 各派を対立させ、自分のみに忠誠

を捧げるように競い合わせる、独裁者の常套手段としての分裂支配のテクニックを用

いた。形の上では自由民主主義を維持するように見せかけながら、その実際は不正、

腐敗、暴力を用いて選挙操作を繰り返し、李王朝の国王さながらの家父長的権威主義

独裁体制を築き上げた。しかし、1960 年 4 月 19 日、12 年間の李承晩体制とその一部

を形成する自由党の暴力的支配に耐えかねた民衆の怒りが、学生蜂起の形で爆発し

た。その結果、ついに李承晩は米国へ亡命し、第一共和国は幕を閉じた27。 

以上の考察から分かるように、第一共和国の 12 年間の政治制度の変遷を顧みれ

ば、それは基本的にはフランス第三共和制の議院内閣制型の政治制度として出発して

いた。ところが、李承晩は、大統領の選出母体を議会とし、しかも議会が選出した首

相とともに大統領が行政権を行使する仕組みからの解放を求めて、第一に、大統領の

選出を議会から国民による直接投票制に切り替え、第二に、大統領を牽制する議会に

有責な首相制度を廃止した。そして、大統領の直接選挙に際しては、あらゆる不正な

手段を用いて、国民による下からの正当性を表面的に確保した。こうして李承晩は大

統領独裁体制を確立した。これがその後に展開された韓国的大統領制の原型となった

のである。 

 
27 兪炳勇他『韓国現代政治史』韓国政治外交史学会編、集文堂、1997 年、89-92 頁。 
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李承晩政権の朝鮮戦争以後における独裁体制確立に憲法論的に寄与したのは、ワイ

マール憲法第 48 条をモデルとして作られた国家緊急権制度である28。 

ワイマール憲法第 48 条は、内乱など国家の安寧と秩序が乱された場合、大統領は

軍事力を用いて危機を克服するために、憲法に保障された基本的人権を一時的に停止

し、法律に代わる一切の措置をとることができるということになっていた。とはい

え、大統領のこの第 48 条の行使には、議会に有責な首相および国防大臣の副署を必

要としていた。従って、この権限の行使は議会のコントロール下にあったといえよ

う。ところが、世界大恐慌が起き、1930 年以降ドイツでは左右の急進政党が躍進して

多党化が急速に進み、議会では多数派を形成する政党が存在せず、大統領は議会を無

視して、独断で首相を選ぶことになった。そして、議会とは無関係に任命された首相

の副署を得て、大統領権限を行使した。多党化し、分裂したままの議会は、立法機能

を失い、政治的危機のみならず、経済的危機に対処する立法を行うことが不可能とな

ったため、大統領は第 48 条に基づく緊急命令権に基づいて、法律に代わる経済関係

の立法を措置法という形で制定して統治することになり、大統領独裁体制が築かれて

いった。その延長線に、ヒトラーによる第三帝国が築かれている。ヒトラー第三帝国

の立法権は、大統領 48 条に基づく措置法であった29。 

このようにドイツでは、議会の立法と大統領の緊急命令権に基づく措置法という二

つの立法手段が存在することになった30。韓国でも、朝鮮戦争時代、戒厳令が布か

れ、大統領は措置法という形で法律を制定し、恣意的支配を行った。この措置法が、

後に朴正熙及び全斗煥などの軍事政権によって悪用される前例となったのである。 

 

（4）冷戦体制と国内政治 

ここで、李承晩政権時代に作り出された韓国的な政治空間について述べておきた

い。なぜなら、地域対立とともに韓国政治を理解するために重要なもう一つの補助線

だからである。そもそも韓国政治を語る場合には、強力な中央集権体制とその存続を

 
28 金哲洙、前掲書、43 頁。 
29 安章浩『憲法改正の政治過程―ドイツ近代憲法政治史から見えてくる憲法の諸相』学陽書房.2014

年、164-170 頁。 
30 二つの立法手段の研究として、E・フランケル『二重国家』（中道寿一訳）、ミネルヴァ書房、1994 年

がある。 
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可能にした強大な権力が付与された韓国大的大統領制を出現させている外部要因と、

それと連動する岩盤のような内部要因が存在することを忘れてはならないであろう。 

周知の通り、冷戦勃発とともに、韓国は、中国とソ連に対するアメリカの防衛の最

前線にある反共の砦にされた。 

この事が、韓国建国当初から運命づけられていた。これが、地政学的制約の現代的

現れの「アメリカの制約」である。この「アメリカの制約」は、韓国内においては、

共産主義イデオロギーとその実現を目指す勢力、ないしは人間、そしてそれに共感や

連帯を示す一切の政治勢力の存在の否定という冷厳なる現実を作り出した。さらに、

こうした反共体制の確立に加え、北に社会主義政権が存在することから、それに反対

し、あるいは弾圧されてきた人々が多く韓国に移動し、反共体制の一角を作った。彼

らは、日本総督府と協力した韓民党の中核分子とともに、朝鮮戦争勃発前に反政府民

主運動の中に見られた北による「間接侵略」とも言えないこともない「内部からの革

命」の動きを、済州島事件などに象徴されるように、軍・警察を動員して一掃してい

た。 

こうして、韓国政治の政治空間は、極端なほど左翼部分が切り捨てられてしまっ

た。換言するならば、社会民主主義を含む左翼的な政治イデオロギーが一切排除さ

れ、日本の政治的イデオロギーのスペクトルでは中道とされる勢力が韓国では左翼と

なり、中道右派が左派で、右派ないし極右が主流となった「新たな政治空間」が作り

出されたのである。 

この韓国的政治空間の中では、北で日常的に使われる友人を表す「ドンム（同

務）」を共産主義者がお互いに呼び合う時に使うことから、このドンムという言葉を

韓国で使用するものは共産主義者であるとの烙印を押され、ただちに「パルゲンイ

（赤）」とみなされて弾圧されるのは日常茶飯事であった31。 

これが、国民の日常生活における「アメリカの制約」である。さらに社会科学にお

いても、北朝鮮が使用する「人民」、「階級」、「労働者」、「資本家」などの概念を用い

て社会を分析することは「ペルゲイ（赤）」と見なされて不可能となった。従って、

韓国社会においてはマルクス主義的経済学の概念を用いて社会を分析研究すること自

 
31 李泳采・韓興鉄『なるほど！これが韓国か――名言・流行語・造語で知る現代史』、朝日新聞社、

2006 年、13 頁。 
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体が困難になり、あるいはそれを行うこと自体が死を意味して忌避された。そうした

西洋の社会科学の研究も、当然禁止された32。 

こうした狭隘な政治空間が李承晩政権時代において作り出され、それが異常ではな

く、普通の日常と化した故に、反共さえ唱えれば、いかなる独裁政権も許容される政

治文化が作り出されていたのである。このような韓国的政治空間と政治文化を背景に

して、朴軍事政権が登場した。この出現の幕間は、韓民党のつかの間の支配である。 

李承晩政権が去った後に、政権を掌握したのは韓民党である。権力の空白を埋めた

韓民党は憲法改正を行い、念願の議院内閣制を導入した。その導入にあたって、西ド

イツのボン基本法の影響が見られる。第一に、民主的基本秩序を守る限り、政党に国

庫助成を行う政党国家制が導入されているからである。第二に、違憲立法審査権を行

使する憲法委員会制度が廃止され、その代わりに西ドイツと同じような憲法裁判所が

導入されているからである。さらに、導入された議院内閣制の統治構造は西ドイツの

それと似ており、大統領は間接選挙制で選ばれ、形式的・儀礼的権限しか与えられて

いないからである。 

西ドイツが宰相民主主義と言われているように、韓国の第二共和国においても、首

相である国務総理が執政権を行使した。但し、西ドイツの建設的不信任制度は採用さ

れなかった。そういう意味では、日本の議院内閣制制度にかなり近い制度であったと

いえよう33。 

第二共和国で首相に就任したのは、韓民党党首の張勉である。同政権は李承晩の個

人独裁体制に反対する民衆の反乱によって生まれた政権であるが故に、民衆の多様な

要求にも関心を払うことになり、強力なリーダーシップを発揮することができなかっ

た。そればかりか、張勉政権は韓国をどのような方向へ導くかについてのビジョンを

示すこともなく、連日のように街頭を埋め尽くす多種多様な圧力団体の陳情対応に明

け暮れた34。 

12 年の間、野党に追い込まれていた韓民党は、李承晩政権時代に党名を新民党に変

えていたが、この新民党内には、学生蜂起によって突然転がり込んだ権力と利権をめ

 
32 崔章集、前掲書、131 頁。 
33 金哲洙、前掲書、44 頁。 
34 兪炳勇他、前掲書、134-142 頁。李・ジョンボク編『21 世紀韓国政治の発展方向』ソウル大学出版文

化院、2009 年、11-12 頁。 
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ぐって党内闘争が発生し、政権取得後まもなく新派と旧派に分かれての党派闘争が激

化した。同党は、国民の要求を政策化して韓国政治を憲法理念に沿って民主主義の方

向へ導く姿勢を示すことはなかった35。そして「溢れる自由」が謳歌された 1 年 1 ヶ

月後の 1961 年 5 月 16 日、朴正熙少将による軍事クーデターによってこの体制は打倒

された。 

 

  

 
35 李・ジョンボク編、前掲書、128-131 頁。 
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第 2 節 軍事政権下の韓国的大統領制の変遷 

 

（1）朴正熙による政治体制作り 

1961 年の軍事クーデターを主導したのは朴正熙少将であった。彼は慶尚北道の貧し

い農家の出身で、日本の陸軍士官学校卒業生であった。日本の敗戦時、満州国軍陸軍

少尉であった朴正熙は、帰国後米軍が創設した韓国軍に入り、朝鮮戦争を経て少将に

昇進していた。彼は日本の軍事教育を受けており、近代日本をモデルにして韓国の近

代化を図ろうとする国家構想を持っていた。彼は朝鮮戦争の休戦条約成立後において

軍内の昇進が停滞して不満を募らせていた佐官級の将校に担がれて軍事クーデターに

立ち上がり、張勉政権を打倒し、政治腐敗の一掃、祖国の近代化、貧困の追放をスロ

ーガンに掲げて軍事政権の確立へと進んだ36。 

しかし、冷戦下の自由主義陣営の最前線にある韓国に課されたアメリカの期待とい

う「アメリカの制約」に突き当たり、朴正熙は早急に選挙を通じて政権の正当性を確

保せざるを得なくなり、新しい「近代的」憲法を制定して自由民主主義の装いを新た

にまとうことになった。彼は新憲法を国民投票にかけ承認を受けた後、1963 年、この

憲法に基づいて、国民の直接投票によって大統領に当選した。第三共和国の誕生であ

る。 

第三共和国の政治制度は、第一共和国のそれと基本的に変わっていないが、李承晩

時代末期とは異なり、国務総理制を復活させ、国務総理は議会の同意を得て任命する

という形式をとっているので、第一次憲法改正後の第一共和国の政治制度に近い。と

ころが、すべての政党を解散し、朴大統領はクーデターに参加した佐官級の退役軍人

を中心とした御用政党の「民主共和党」を創設した。そして、その後新しく創設され

る他の政党はその存立条件を厳しくし、議会を完全にコントロール下に置いた。故

に、朴大統領は実質的に立法権も独占していたのである。 

朴政権を支えた組織は、野党の反政府活動のガス抜き装置であった議会を思うまま

にコントロールできる民主共和党に加えて、韓国中央情報部（KCIA）である。KCIA

は、北朝鮮に対する諜報・謀略機関として設置されていたが、その後の経過から見る

 
36 田中誠一『韓国官僚制の研究―政治発展との関連において―』大阪経済法科大学出版部、1997 年、

第 3 節。なお、本書は経済発展を推進する行政組織の近代的再編に焦点を当てた朴政権の成立と崩壊ま

での政治過程に関する研究であるが、本節の執筆において大いに参考にした。 

 

https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qsd=true&ptk=01&publisher-key=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%B3%95%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E9%83%A8
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と、実際には朴政権に反対する政治活動の弾圧機関として乱用されていた。朴政権は

この機関を使って政敵を謀略によって葬ったり、非合法な手段によって民衆の口を封

じたりするなど、恐怖政治を展開した。 

こうした統治方式は、「情報政治」として知られている。朴正熙はこの二つの組織

を、クーデターに加わった彼の姪の夫で、信頼を置いている金鍾泌に設立させた。金

鍾泌は初代 KCIA 長官として、次に与党の総裁として、70 年代に入ってからは国務総

理として朴政権を支えたナンバー2 であり、朴の後継者と目されていた。しかし、彼

が実際そうした野心を少しでも見せると、政権から退けられることが幾度かあった。

ちなみに、1965 年の日韓国交正常化の基礎になった日韓条約を推進したのは、この金

鍾泌である。 

朴正熙は、以上のように自分の権力基盤を整えた後、政府の行政組織の抜本的改革

に乗り出した。朝鮮戦争を契機に韓国軍は 60 万人にふくれ上がり、巨大な組織へと

発展していた。アメリカは世界戦略の一環として韓国軍の近代化に努め、高級将校は

全てアメリカで教育を受けさせ、軍事知識のみならず、軍隊という組織の管理・運営

についての最新の知識、つまり経営学をも学ばせていた。 

朴正熙は、人材を旧日本総督府の下級官吏からリクルートしていた従来の官僚機構

の主たる任務が治安対策の規制行政であったので、この官僚制の近代化に取り掛かっ

た。まず、トップクラスの官職には、高級将校を退役させて就任させ、近代的軍隊を

モデルとする行政組織に改編した。次に、行政運営も軍隊式にして、目標に向かって

組織の力を最大に発揮できるような実効性と効率性を重視する行政文化の育成をはか

った。また、韓国経済の近代化という目標を達成するために、最高司令部にあたる政

府の頂点の再編を行った。朴は経済企画院と言う新しい機関を設立し、その長官に副

首相の地位を与え、この新しい機関に経済テクノクラートをリクルートさせ、朴正熙

自らが統率した。つまり、大統領府に政治一般のみならず、経済計画と運営の全ての

権限を集中させ、彼の指導の下に経済近代化政策を強力に推進できる体制が整えられ

ていった37。 

こうして、朴政権は先に経済近代化、後に政治発展というスローガンの下に強権を

発動し、輸出志向の重化学工業化の政策を強行した。その成果が上がり、韓国経済は

 
37 田中誠一、前掲書、138-141 頁。 
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高度成長の軌道に乗ることにようやく成功した。ただし、この成功の影には、国民の

人権抑圧や、過酷な労働条件や低賃金を労働者に強要するというマイナスの副作用が

あったことは言うまでもない。国民の不満を代弁したのは、言うまでもなく野党であ

った。野党の新民党においては、世代交代が進行して、二人の新しいリーダーが軍事

政権反対、自由民主主義擁護を唱えて、朴政権に対する批判を展開した。 

その二人のリーダーとは、金大中と金泳三である。金大中の選挙地盤は湖南地方、

つまり全羅道であり、金泳三の選挙地盤は慶尚南道の釜山及びその西側の地方と島嶼

である。両人は朴正熙に弾圧されたが、そのことは日本のマスコミに取り上げられ、

民主主義擁護の闘志として紹介された。韓国政治の実情に疎い人々の中には、この両

人があたかも左翼系政治家であるかのような錯覚を抱いている人が多くいるが、実際

には、彼らは反共右翼政党の新民党のリーダーである。アメリカの反共陣営の砦とし

て韓国の政治が築かれたために、狭隘化した政治空間が作り出されたのである。その

点を想起しないのであれば、韓国政治を誤って理解することになろう。もっとも、両

人が軍事政権の弾圧にもめげず、自由民主主義の実現のために戦っている内に、次第

に自由民主主義者として、ある面で大きく成長を遂げていったことについては注目し

てもよかろう38。 

 

（2）第三共和国の政治的枠組 

ところで、朴正熙に開発独裁を進めることを「合法的」に可能にしたのは、「アメ

リカの制約」のポジティブな側面として自由民主主義制度の導入が強要されていたこ

とであり、その結果とられた第三共和国憲法であった。 

以下、第三共和国の大統領制が実際にどのように運用されたのか、それについて略

述しておきたい。 

第三共和国の政治制度は、すでに述べたように、議会のコントロールが極めて弱い

強力な大統領制である。その特徴として、まず大統領は行政府の首班であると同時に

国家の代表を兼ね、国民より直接選挙で 4 年の任期で任命されることになっていた。

そして国会に対して一切の責任を負わず、首相にあたる国務総理や国務委員から構成

 
38 両金の政界へのデビューについて日本語で書かれたものは、木村幹、前掲書、45-54 頁。 
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される国務会議（第一共和国時代に国務院と称されていたが、第三共和国になって国

務会議に名称が変った）は大統領を補佐する機関にすぎなかった。 

国会は、一応国務総理、国務委員の解任を大統領に建議することはできたが、この

建議は、特別な理由がある場合には応じなくてもよいようになっていた。また、議会

において、大統領を支える民主共和党が絶対多数を掌握していた。従って、議会につ

いてこのような規定があっても、議会による大統領に対するコントロールはほとんど

無いに等しかった。その他の大統領の強大な権限を示すものは、ワイマール共和国憲

法第 48 条国家緊急権の韓国版であり、またアメリカ大統領が有しているような法律

案に対する拒否権、さらに緊急財政経済命令に基づく措置法を制定する権力、国会の

同意なしに発動できる国務総理、国務委員、高級官僚、軍の高級将校の任命権であ

る。 

国会は一院制であり、国民によって選出される議員によって構成される。国会議員

は、小選挙区選出議員が 153 名、比例代表区選出議員が 51 名、合計 204 名であっ

た。国会議員の候補者は所属政党の推薦を受けなければならないという規定を憲法に

設けていて、無所属での立候補は禁止された。国会は立法権を有し、その他に財政に

関する権限、国政調査権、政府閣僚の国会出席答弁要求権及び質問権並びに弾劾訴追

権と、国務総理、国務委員に対する解任建議権を有していた。 

また、国会は大法院院長任命同意権も持っていた。しかし、大統領が法律案拒否権

を有して、国会に対して責任を負わないことや、国会において与党が多数を占めてい

る状況からみて、国会の権力はほとんど大統領のコントロール下にあった。司法制度

に関しては、以上のように、第二共和国においては、西ドイツの憲法裁判所制度が導

入されていたが、それは廃止され、違憲立法審査権は大法院に付与されていた。大法

院は憲法の解釈権、さらに政党解散権を持つ、いわゆる最高権力機関の一つの地位を

占めており、第三共和国の憲法においては、軍政時代と異なって、一応権力分立制度

が導入されていた39。 

このように、第三共和国憲法では、大統領、国会及び法院は相互に独立し牽制と均

衡を図るという権力分立制が一応導入されていたが、実際は大統領が自ら党首を務め

 
39 金哲洙、前掲書、144-147 頁。 
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る与党を通じて国会を牛耳り、司法部は違憲立法審査権を適切に行使しなかったの

で、現実には大統領独裁となったのである。 

朴正熙は、自分の統治の方法を、韓国的民主主義であると主張した40。しかし、

1960 年代末には独裁政治に反対する国民の声が日増しに高まり、それに後押しされた

野党の躍進が見られ、その結果、与野党の対決の様相が激しくなった。大統領三選が

禁止されていたので、朴正熙は、自分以外に祖国近代化を成し遂げるリーダーはいな

いという自負心から、1969 年、大統領三選を是とする憲法改正を再び強行した41。 

これに対して、野党や国民の多くは反対した。それは、1971 年の大統領選挙によっ

て証明された。金大中と金泳三は新民党の大統領候補指名において争い、勝ち抜いた

金大中は、大統領選挙において朴正熙に負けたとはいえ、その得票差はわずか 94 万

票にすぎなかった。もし公正な選挙が行われていたならば、勝利したかもしれないと

言われているほどである42。この事は、政権の危機の兆候にほかならなかった。朴正

熙は KCIA を使って当時東京に滞在中の金大中を拉致し、抹殺を図ろうとした。これ

が日本でも有名になった金大中拉致事件である。それに失敗すると、朴正熙は、1972

年 10 月に、再び上からのクーデターに打って出た。彼は米中接近という極東の国際

情勢の変化を巧みに捉え、電撃的に南北和解に関する南北共同声明を発表し、南北対

話を推進するために強力な体制づくりが必要であるという口実の下に、スペインのフ

ランコ独裁政権を真似た憲法改正案を 11 月に国民投票にかけ、あらゆる手段を用い

て強引に国民の支持を調達した。 

いわゆる維新憲法と称されているこの憲法は、大統領の選出方法を新設する官製の

統一国民主体会議による間接選挙に切り替え、その任期も 4 年から 6 年に延長させ、

重任に関する規制も撤廃した。また、国会の権限を大幅に縮小させたばかりでなく、

議員の 1/3 を統一国民主体会議によって選ぶことにした。この憲法は、合法的な大統

領独裁体制の完成そのものであった43。 

 
40 田中誠一、前掲書、163 頁。朴大統領は、「韓国的民主主義」を「行政的民主主義」と言い換えて主

張する場合もあった。『朴正熙選集の韓民族の進むべき道』鹿島研究所出版会、1970 年、213 頁。 
41 兪炳勇他、前掲書、179-183 頁。 
42 前掲書、183-184 頁。 
43 前掲書、209 頁以下。なお、維新憲法については、起草者の一人である韓泰淵は、その論文（「韓国

憲法の 30 年―戦後の廃墟から近代化国家へ―」、鈴木敬夫編訳『現代韓国の憲法理論』成文堂、1984

年）の中で「ただその危機の構造による危機克服のような積極的目標だけに局限されず、いまでは積極

的に韓国民族の飛躍を念願するため「使命の政治形態」に関する憲法を意味している」（270 頁）と持

ち上げている。 
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こうして、第三共和国は、軍事的権威主義体制のさらなる強化を目指して第四共和

国へと転進した。その間、朴政権の下で韓国は年率 10%の経済成長を遂げ、農業国か

ら工業国へと変貌した。産業構造の変化とともに人口構成も大きく変わり、韓国では

農村から都市への人口移動も加速化し、人口 400 万のソウルは人口 1 千万を超す大都

市へと急変した。都市問題や環境問題も続出した44。 

その上、急速な経済近代化政策の強行によって、労働問題が激化した。朴政権は、

経済近代化政策の実行に際しては、日本から導入した資金の他に外資を積極的に導入

し、それを活用して輸出指向型貿易立国を志向した。その際、外資を特定の資本家に

融資して、戦略的産業の育成を図った。その結果、現代、三星、大宇の大財閥を生み

出すことになった。政府から特別の優遇措置を受けて大財閥へと成長した資本家たち

は、政府から特別の優遇措置を受けた見返りとして巨額の謝礼、すなわち賄賂を贈っ

たのは言うまでもない。李氏朝鮮と同様に、こうした政治腐敗が政府のトップから末

端官僚に至るまで蔓延するようになった。1970 年代末には、韓国でも近代国家の工業

化に見られる現象、すなわち工業化の成功とともに近代的労働者が大量に生み出され

るということが起きていた。そして、巨大な企業の出現とともに、ホワイト・カラー

層の増大現象も見られた45。 

 

図表 1-1 韓国社会の階級構造変化 

 

（出典）金造鎮、『韓国政治の研究』（李健雨訳）、三一書房、1993 年、272 頁。 

 

 
44 文京洙『新・韓国現代史』岩波書店、2015 年、124 頁以下。  
45 田中誠一、前掲書、226-227 頁。 
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韓国では、いまだ李氏朝鮮時代の政治文化の影響が色濃く残っており、権力と栄華

を手に入れる手っ取り早い方法は国家の高級官僚になることであるという固定観念が

強く残存している。そのため、司法試験や国家公務員採用試験目当ての受験競争が、

日本以上に激化した。それは国民の教育ニーズの高まりを示すものであり、それに伴

う国民の高学歴化が進んでいることを意味する。1970 年代に、経済と情報のグローバ

リゼーションの波は韓国にも波及し、テレビが国民すべてに行き渡るようになってい

た。それにより、マス・メディアの大衆に与える影響が計り知れぬほど大きくなり、

それとともに、テレビ等で伝えられる政治ニュースが視聴者に与える影響も大きくな

っていったことは言うまでもない46。 

1979 年 10 月、長い間押さえ込まれていた国民の不満が爆発する兆候が見られた。

釜山の朴政権打倒デモを皮切りに、大規模な反政府運動が釜山近くの馬山等にも飛び

火し、それがテレビ等を通じて全国に知れ渡り、その結果、反政府デモが全国に波及

する兆しを示し始めた。この対策をめぐって、10 月 26 日、朴大統領と側近の KCIA 長

官との間に意見の対立が生じ、朴は暗殺され、18 年間の朴正熙独裁体制が終焉を迎え

た。 

朴正熙が暗殺された後、約 6 か月間、「ソウルの春」と言われる権力の空白時代が

あったが、それを埋めたのが、序章で述べたように、朴大統領に忠実な部下たちであ

るハナフェという秘密結社の将校団であった。 

 

（3）朴暗殺後の軍事政権のゆくえ 

ハナフェのリーダーであった全斗煥は、1980 年 5 月、全国に戒厳令を発布し、全て

の政治活動を禁止した。そして、金大中など軍事政権に反対してきた政治家の逮捕に

踏み切った。その措置に対して、全羅南道の道庁在地である光州市の人々が、金大中

の即時釈放、非常戒厳令の解除、全斗煥の退陣を要求する大々的なデモを展開した。

全斗煥は空挺部隊を投入し、デモを弾圧した。光州事件である。その後 10 月に、全

斗煥は、維新憲法に基づいて統一国民主体会議によって大統領に選出され、さらに維

 
46 田中誠一、前掲書、235 頁。 
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新憲法を改正した新しい憲法を制定し、その新しい憲法に基づいて再び大統領に就任

した47。 

こうして、韓国は第五共和国時代を迎えたのである。全斗煥軍事政権は、前の朴正

熙軍事政権との違いを示して国民の支持を獲得するために、大統領の任期を一期にし

て再選を禁止した。次に、政治腐敗の一掃を目指すと称して「正義社会の具現」とい

うスローガンを掲げ、朴政権時代の高官についても、不正蓄財を理由に逮捕し公民権

を剥奪した。その象徴が金鍾泌である。彼は 1987 年まで政界から引退を強要され

た。全斗煥は金鍾泌が作った民主共和党を解散させ、その代わりに新しい軍部の政党

である民主正義党（略称は民政党）を創立した48。 

全斗煥政権は、自由民主主義に対しては一応のリップサービスを示しながら、朴正

熙以上に権威主義的支配を強化した。全斗煥は、経済の先進化政策を続行し、それに

対する国民からの一切の反対を許さなかった。その象徴が、金大中の死刑の求刑や、

アメリカの要請でやむなく彼をアメリカへ強制的に亡命させたこと、金泳三を自宅に

軟禁させたことである。 

こうした強権的政治手法の行使が、「アメリカの制約」をはみ出ることであったこ

とは言うまでもない。アメリカ政府は、政治の民主化を要求した。それに支えられ

て、国民とその不満を代弁する野党は、大きく成長した労働運動やキリスト教徒の市

民運動、学生運動を背景に、政治活動の自由を要求した。その動きは 1984 年時点で

もはや抑え切れなくなり、全斗煥政権は政治活動の一部自由化を認めざるを得なくな

っていた。金大中も翌年帰国が許されるが、依然として政治活動は禁止されたままで

あった。金泳三と金大中は野党の再結集に取り掛かり、新韓国国民党（略称新民党）

を立ち上げた。両人は、公然と政治活動をすることは許されていなかったので、李敏

雨議員を代表者に立て、1985 年 2 月の国会選挙に臨んだ。 

野党は、国民の政治的自由の回復、大統領直接選挙制への憲法改正、金大中の赦免

等を要求し、政府との対決姿勢を強めた。全斗煥は強硬路線を主張したが、アメリカ

の強い要請もあり、与党民正党の次期大統領候補に指名されていた党代表の盧泰愚は

穏健路線を主張した。 

 
47 兪炳勇他、前掲書、249-254 頁。 
48 兪炳勇他、前掲書、256 頁以下。 



38 

こうして 1987 年 6 月 29 日、穏健路線を主張する盧泰愚の主張が入れられて、

「6.29 民主化宣言」が出され、第五共和国も終焉を迎えた。約 26 年に及んだ軍事政

権の時代が、幕を下ろすことになったのである。 

ところで、次の第 2 章で述べるが、「6.29 民主化宣言」に基づいて憲法改正が行わ

れ、第六共和国憲法が誕生するが、その憲法は全斗煥大統領独裁体制を支えた第五共

和国憲法を土台にして改正されたものであった。従って、現行憲法は第五共和国憲法

の多くの部分を継承している。ここでは、第六共和国憲法の特徴を理解するために、

第五共和国憲法の特徴と政治制度について略述しておきたいと思う。 

第五共和国憲法に基づく政治制度は、一応形式的には自由民主主義に対するリップ

サービスを示している。なぜなら、第四共和国憲法、すなわち維新憲法が、あまりに

も朴大統領一人に三権を集中させ、彼の終身大統領制を露骨に規定していることに対

する反発が国民の間に根強く、それが「光州事件」等に示されていた。このような内

乱になりかねない一触即発の状態であった 1979 年から 80 年度にかけては、国民の自

由民主主義に対する要求は、ともかくも紙の上では一応敬意を払う必要があったから

である。 

第五共和国憲法に基づく政治制度は、フランス第五共和制憲法とドイツのワイマー

ル共和国憲法の影響が顕著に見られる49。上記したように、フランス第五共和制の政

治制度は、半大統領制と言われている。それは、権力二元主義に基づく政府である。

言い換えるならば、大統領制に議院内閣制を加味した混合形態である。権力二元主義

的政府において、大統領的要素の第一は、大統領が国家の元首であると同時に行政府

での首班であること、第二は、大統領が大統領選挙人団により選出されること、第三

は、大統領任期が一期 7 年制であること、第四は、大統領が国会に対して責任を負わ

ないこと、第五は、大統領が大法院長及び大法院判事の任命権を持つこと、第六は、

大統領が法律拒否権を持つということである。 

また、権力二元主義政府における議院内閣制的要素は、第一に、国務総理を置き、

国務総理任命に対して国会の同意を必要としたこと、第二に、国務総理と国務委員に

対して国会が不信任決議を行うことができること、第三に、国務総理と国務委員の連

帯責任制が規定されていること、第四に、国会議員と国務委員の兼職が許されている

 
49 金哲洙、前掲書、49 頁。 



39 

ことである。権力二元主義政府と言われる要素は、第一に、大統領に緊急事態に対処

する非常措置権と戒厳令布告権が付与されていること、第二に、大統領は国務会議の

議長を務める一方、大統領の権限行使においては国務総理と関係国務委員の副署を必

要とするとしたこと、第三に、大統領は重要政策については国民投票に訴えることが

できるということである。 

第五共和国憲法の規範が指示する通りに政治が運営されていたならば、全斗煥大統

領の大統領独裁は不可能であっただろう。また、民衆の反乱も起きなかったことであ

ろう。全斗煥大統領は、形式的にはこのように自由民主主義的な政治制度を作り出

し、それを尊重しているかのように見せかけながら、野党の党首を死刑ないしは監禁

し、或いは亡命に追いやっている。そのことを可能にしたのは、憲法を超える特別立

法や、第三共和国から第五共和国の間に公布された大統領の緊急事態権に基づく非常

措置法である。これらの特別立法は、憲法を含めてあらゆる制約を超える韓国の「超

基本法」であった。今日の韓国でも、国家保安法はそれに当たる。 

また、国会を弱体化させるための手段として、第五共和国憲法においては国会議員

に関する新しい規定が設けられている。それは、国会議員の清廉義務の規定である

（第 46 条）。この規定によると、「①国会議員は、清廉の義務を有する。②国会議員

は、国家利益を優先し、良心にしたがいその職務を遂行する。③国会議員は、その地

位を濫用して、国家、公共団体、または企業体との契約、もしくはその処分によって

財産上の権利、利益、また職位を取得するなど、他人のためにその取得を斡旋しては

ならない」。この規定を用いれば、国会を構成する個々の議員の行動を、政府の思う

ままにコントロールすることができるのである。これは議会制に対する不信である。

国会議員の清廉義務規定が第六共和国の現行憲法にも踏襲されている点は、注目すべ

きである。 

この第五共和国憲法に対して、野党は、政府形態に関して国民による政府選択権が

確保されていないとして、大統領選挙の国民による直接選挙制を主張し、この要求を

勝ち取るべく憲法改正運動を展開したのであった。これが民主化宣言に繋がる運動の

きっかけとなった。 

ともあれ、この第五共和国憲法には、アメリカ大統領制とフランス第五共和国憲法

の影響が見られる。まず、アメリカ大統領制の影響は、第一に、大統領は国家の元首
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であるとともに行政府の首班であること、第二に、大統領任期が安定していること、

第三に、国会に対して責任を負わないこと、第四に、大統領は法律拒否権を持ってい

ること、第五に、大統領による公務員及び高級公務員及び大法院長の任命に国会の同

意を得るよう義務づけたこと、第六に、国会が予算審議権を持つこと、第七に、国政

調査権を持つこと、第八に、国会が弾劾訴追権を持つこと等である。 

アメリカの大統領制と異なる点は、副大統領が置かれていないということ、大統領

が法律提出権を持っていること、大統領が国会解散権を持っていること、大統領が非

常措置権を持っていること、大統領が憲法改正提案を提出できること、それに対し

て、国会が国務総理と国務委員に不信任決議権を持っていること、裁判所が違憲立法

審査権を持っていないこと、国会が一院制であることである。 

フランス第五共和制の韓国第五共和国憲法への影響は、大統領の任期が 7 年である

ということ、首相を任命し閣議を主催すること、重要事案を国民投票にかけること、

基本的人権の保障機関として違憲立法審査権を持つ憲法委員会が設置され、法律の違

憲審査、弾劾決定、政党解散権の決定が付与されていることである。 

第五共和国の政治制度は、アメリカ式の権力分立制度を導入しているように見える

が、変形した権力分立制度であり、実質的に大統領は国会解散権、行政府構成権、法

律拒否権、憲法委員会委員長等の国家機関の任命権等を持ち、大統領への権力集中が

憲法の規範においても見られる50。 

実際においては、大統領を支える与党の民主正義党が議会の絶対多数を支配してお

り、さらに憲法を超える非常措置法発令権が大統領に付与されていることから、全斗

煥大統領の独裁が可能となったのである。  

 
50 金哲洙、前掲書、153 頁。 
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第 3 節 韓国的大統領制における決定中枢の特徴 

 

（1）憲法の規定から見る特質 

韓国的大統領制の原型は、第一共和国憲法においてすでに定められていた大統領の

地位と権限にある。それによると、大統領は、まず行政府の首班であり、外国に対し

て国家を代表する。その他に、公務員の任命権を持ち、国軍の総司令官であり、恩赦

権を持つ。外国との条約締結権、宣戦布告権も有している。とりわけ、注目すべきこ

とは、ワイマール憲法第 48 条の影響が見られる非常大権が憲法第 57 条に導入されて

いる点である。同条の規定は次の通りである。「内憂・外患・天災・地変又は重大な

財政·経済上の危機に際し、公共の安寧秩序を維持するため緊急の措置を行う必要が

ある時は大統領は国会の集会を待つ余裕がない場合に限り、法律の効力を有する命令

を発するか、また、財務上の必要な処分を行うことができる。上記の命令又は処分

は、遅滞なく国会に報告し、承認を得なければならない。もし国会の承認を得られな

かったときには、その時から効力を喪失し、大統領は、遅滞なく、その事を公布しな

ければならない」。 

また、大統領は、憲法第 58 条により、法律で一定の範囲を定めて委任を受けた事

項及び法律を実施するために必要な事項についての命令を発することができる。つま

り、委任立法権も与えられていた。また、憲法第 64 条は、大統領に戒厳令の発布権

も与えている。 

憲法に明記された大統領権限を見る限り、もしこの強大な権限を持つ大統領をチェ

ックする制度がなかったならば、かつて絶対的君主が有していた権限に等しいものを

韓国の大統領は有することになるのである。 

もっとも、第一共和国憲法においては、大統領は国会によって選出され、憲法第 66

条には、大統領の国務に関する行為は文書でなければならず、すべての文書には国務

総理と関係閣僚の副署が必要であると定められている。軍事に関することもまた同じ

であるという規定（憲法第 66 条）があり、チェック機能は存在する。 

李承晩は、こうした議会による大統領をチェックする様々な制度を、2 回の憲法改

正によって取り除くだけではなく、自分が権力を用いて作り出した自由党によって議
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会の多数派を形成することで、実質的に大統領個人独裁を実現することに成功したの

である。 

第一共和国憲法において定められた大統領の権限は、第六共和国の今日に至るまで

ほとんど変わっていない。 

第五共和国憲法において、韓国的大統領制における決定中枢の特性は、憲法第 64

条の規定にみられる。同条では、国務会議は、大統領と国務総理その他の国務委員で

組織される合議体として大統領の権限に属する重要な政策を審議するということにな

っている。このことを前提として、憲法第 62 条によると、国務総理は国会の承認を

得て大統領が任命することになっており、大統領がもし少数党に属している場合にお

いては、議会の多数派の代表である国務総理と大統領との関係において、合議体とし

ての大統領権限を行使する国務会議、すなわち内閣がどのように運営されるかが問題

となってくる。ところが、韓国においては、大統領が国務会議の議長であり、国務総

理が副議長として合議体としての内閣を運営することになっており、さらに国務会議

を構成する国務委員は大統領が任命することになっている。従って、国務会議の構成

員は、大統領の意にかなった人によって構成されていることになっている。また、憲

法上の規定から見ても、大統領は行政府の首班であり、国務会議の協力を得さえすれ

ば、その権限を実質的に一人で行使することができることになっている。 

上述したように、12 年間の李承晩大統領時代の後期においては、議会のコントロー

ルがすべて取り除かれ、国務総理制も廃止され、大統領が国家権力を全て独占し、個

人独裁体制が出来上がっており、実質的に李王朝時代のような家父長制的な宮廷政治

が展開されたのであった。国王の地位にある大統領のお気に入りの人々が、実質的に

政策決定に携わることになったのである。 

議院内閣制を採用した第二共和国が軍事クーデターによって廃止された後、1963 年

に発足した第三共和国憲法に基づく大統領制は、この第一共和国憲法の大統領権限を

そのまま継承している。 

第三共和国憲法では、国務院は国務会議にその名称が変更され、それについては、

次のような規定になっている。 
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第三共和国憲法第 68 条は、国務会議、すなわち内閣は、政府の権限に属する重要

な政策を審議すると規定しており、この国務会議の議長は大統領であり、国務総理は

大統領を補佐して国務会議の副議長となる。 

以上ように、憲法上の内閣の態容について述べてきたのは、韓国においても日本の

内閣と同様に首相が存在し、各省大臣がいて、首相の政治指導を支える内閣を構成す

る各省庁に当たる官庁も存在するのであるが、日本の内閣のイメージで韓国の内閣を

捉えようとすると大変な誤解を招く恐れが大いにあるので、憲法の規定を縷々述べた

次第である。 

 

（2）意思決定の中枢機関 

第一共和国において、憲法の規定の上では、内閣は議決機関であった。しかし、朴

大統領が創設した第三共和国の内閣は、憲法の規定においては議決機関ではなく、審

議機関に改められている。では、国家政策のすべてを議決する機関はどこにあるのだ

ろうか。実際、憲法に明記されていないが、大統領の国政に関する重要な政策決定を

支える機構が別に存在するのである。それは大統領秘書室という機構である。機構の

内容は大統領が変わると多少変更されるが、たとえば第五共和国時代の大統領秘書室

の構成は図表 1-3 の通りである。 

大統領官邸は韓国では青瓦台というが、大統領官邸には大統領秘書室（大統領官房

庁）の他に、大統領警護室、国家保安室と、三つの大統領を支える部局が存在する。

秘書室長（官房長官）の下に、内閣の各省に対応するそれぞれの首席秘書官室（部

署）が存在し、多くの公務員を擁している51。 

また、大統領を補佐するもう一つの機関である警護室と国家保安室にも、それぞれ

別の官僚機構が存在する。 

第三共和国、第四共和国、第五共和国は軍事政権であり、この時代における韓国的

大統領制においては、政策決定機構は内閣ではなく、大統領の権力行使を支える大統

領秘書室、大統領警護室、国家保安室の三つの室であり、この三つの室長の大統領と

の関係次第で、重要な政策決定では、秘書室長ではなく、警護室長ないしは国家保安

 
51 咸成得『大統領学』NANAM 出版、2003 年、184-185 頁。 
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室長の影響力がより大きく作用する場合もあった。この三室と内閣との関係に関して

は、大統領府の青瓦台が優位にあり、一種の上下関係にあったと言えよう52。 

この時代の韓国の決定中枢は、言うまでもなく、大統領個人である。従って、この

時期は、政策決定が大統領一個人の直感に基づいて行なわれる場合もあれば、あるい

は大統領に影響を与えている側近によって重要な政策が決定される場合もあった。こ

ういう状態は、「側近政治」や「一人制独裁」、ないしは「大統領独裁」と称されてい

たのである53。あらゆる権力が大統領に集中し、政策決定権も当然大統領に帰属して

いる。しかし、大統領は万能ではないので、国家にとって最も重要な政策を決定する

場合、この秘書室が重要な関係情報を収集し、それを整理して、大統領に幾つかの政

策を選定して報告する。ついで大統領の方針が固められ、その後、大統領の基本的な

方針が示されるのである。それに沿って、公的な政策決定過程が始まる。また、国家

全体に関わる問題についての重要な政策決定に関しては、別に諮問委員会が設けられ

ており、そこで大統領が専門家と共に政策立案に携わったのである。 

朴大統領は、大統領秘書室を立ち上げ、制度化したが、彼は大統領秘書室を軍隊の

参謀本部に擬して作った。彼は政策の主要な目標を経済発展に置いていたので、経済

専門家の大学教授や経済の専門知識を持つ官僚を多く諮問委員会に登用した。ところ

が、全斗煥大統領は、その出身が第一線の司令官であることもあり、政策決定におい

て秘書室にあまり重きを置かず、自分一人で行う場合があった。このように、大統領

の統治スタイルの違いによって、大統領と秘書室の関係も異なっていた 54。 

 

  

 
52 咸成得、前掲書、179 頁。 
53 前掲書、178 頁以下。 
54 金錫俊『韓国大統領研究 1』図書出版大栄文化社、2002 年、301-303 頁。 
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図表 1-2 第五共和国政府機構図（1985 年） 

 

（出典）徐泰潤『韓国政府組織』、博英社（ソウル）、1985 年、292 頁。 
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図表 1-3 第五共和国の大統領秘書室 

（出典）大統領記録館（http://www.pa.go.kr/）を基に、筆者作成。 

 

第三共和国は開発独裁であるが故に、朴大統領は、すでに第 1 節、第 2 節で述べた

ように、経済企画院という官庁を設け、その長を副首相に任命し、経済開発に関する

あらゆる政策作成権を与えており、この経済企画院の提案する政策を大統領が受け

て、それを承認し執行するという形で、開発独裁を推進する体制が出来上がっていた

55。ところが、現実においては、大統領秘書室長、大統領警護室長、国家保安室長の

三人は大統領の親しい側近であったため、この 3 人の間には大統領の寵愛を競い合う

関係があり、重要な政策決定が大統領と警護室長の間で秘密に行われて具体化されて

いく場合もあった56。 

上述のように、韓国における国務総理を中心として各省長官から構成される内閣

は、憲法上は審議機関となっているので、実際に国務会議には参加するのだが、実質

的には、大統領秘書室においてすでに決定された内容を知らされるだけの立場に置か

れている。政策の企画・選定・決定は大統領秘書室で行われ、それが実質的に一種の

 
55 朴一『韓国：NIES 化の苦悩―経済開発と民主化のジレンマ―』（増補二版）同文館出版、2002 年、

165-166 頁。 
56 咸成得、前掲書、99 頁。 

http://www.pa.go.kr/
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「不内閣」57の地位を占めていたとみてもよかろう。つまり、議院内閣制における内

閣の役割は、大統領秘書室が行っていた。従って、内閣と大統領秘書室は、全体的な

政策決定は事前にこの大統領秘書室が行い、決定された政策の執行とその執行の責任

を首相はじめ各長官が負わされるというような関係にあったとみられるのである。青

瓦台の秘書室の各部分の首席で構成される大統領の秘書室、各部分の秘書室は、関連

内閣の各省の上に君臨しながら、それらの各省庁の利益を代弁するという構成になっ

ていた。各省間の縄張り争いは、韓国でも、各省においてのみならず、大統領の秘書

室の間でも行われていた58。換言するならば、韓国の決定中枢は青瓦台にあり、内閣

は有名無実である。そして青瓦台は、大統領個人の独断を支える官僚機構であった。

つまり、日本から見れば、大統領の参謀機関と思われるものが、実質的に内閣の役割

を果たしていたと見た方がよかろう。第三共和国から第五共和国まで、内閣及び国務

総理と大統領との関係は、それほど根本的な変化はなかったとみられる。 

国務総理は、憲法上は大統領を長とする政権のナンバー2 として行政を統括する権

限が与えられ、さらに国務会議の副議長として、国務委員の任命提案権と解任建議権

などが付与されていた。しかし、歴代政府のほとんどの国務総理は、国の主要な政策

決定過程や調整の過程における役割が憲法に明記されているにもかかわらず、その与

えられた役割を果たせなかった。国務総理の重要な権限の一つである閣僚任命提案権

と解任建議権を実質的に行使できた国務総理は非常に珍しく、行政統括権も適切に行

使されていなかった。むしろ、多くの首相は、実質的な権限もなく、大統領の代わり

に政治的責任を負わされ、または大統領の失政の責任を負わされるなど、局面転換ま

たは世論の収拾のために利用されることが大いにあった。従って、首相は大統領の装

飾品と言われた59。政権与党との関係でも、韓国歴代首相は、内閣と党を接続する役

割を適切に果たすことができず、国会との関係でも、主に政権の行為について、責任

を負う役割だけを担わされた。このため、「雇われマダム」や「政権の盾」60と揶揄さ

れたのである。 

 
57 咸成得、前掲書、185 頁。 
58 前掲書、185 頁。 
59 前掲書、181 頁。 
60 前掲書、183 頁、187 頁。 
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このように、国務総理は政策決定において曖昧な地位に置かれ、それ故に政策決定

過程において重要な役割を果たすことがなかったのである。こうしたことから、その

補佐機関が大きく発展しなかったことも、ごく当然の結果であったといえよう。行政

調整室など国務総理の補佐機関は、第一共和国時期には、組織自体がなかった。この

組織は、第三共和国以降に設置されたが、実際の機能は非常に不十分で、国務総理の

補佐機関としての機能を正常に果たすことができなかったとされている。 

それは当然の成り行きであり、国務総理の職に就いた人物の問題ではなく、韓国的

大統領制には、国務会議や国務総理が大統領に従属する立場に置かれているというこ

とが埋めこまれているからである。つまり、前述したように、韓国の憲法は大統領制

を中心とするが、内閣責任制の要素を加味して、大統領の権限を制限するという意図

を有してはいる。しかし、第三共和国から第五共和国までの大統領は、憲法の規定に

反して、大統領をチェックする議会および議会とつながる国務総理と国務会議を、あ

らゆる手段を使って実質的に無力化させていたので、大統領は「帝王的大統領」と呼

ばれる程の強い権限を行使できたのであった。この大統領への権限と権力の集中は、

当然、大統領の側近、つまり大統領秘書中心の国政運営システムの形成へと導き、国

家の主要政策決定が青瓦台秘書陣によって行われた。国務総理や国務委員は、大統領

を中心とする閉鎖された政策決定空間の中で決定された政策の、法制化の第一段階と

して国務会議の議を経るという儀式の一端に、単に参加するだけの役割が与えられて

いたのである。従って、実際の政策過程からは疎外されているのが実情であった61。 

さて、第六共和国憲法第 88 条には、第五共和国憲法第 64 条の国務会議の規定がそ

のまま引き継がれている。つまり、国務会議は議決機関ではなく、審議機関となって

いる。しかし、条文の内容は同一でも、第六共和国憲法下においては、大統領と議会

の関係がそれ以前とは全く異なり、従ってその意義も異なることになる。なぜなら、

政策決定において、議会が重要な政策アクターとして位置づけられているからであ

る。第六共和国憲法下の政策決定過程では、決定権が大統領とその直属の官僚達に置

かれているのではなく、まず議会の支持に依拠する国務会議において政策の立案が行

われ、政策決定は議会との協議の下に進行するようになった。それまで密閉されてい

た政策過程が開かれ、オープンになった空間に多様な政策アクターが参加し、政策決

 
61 咸成得、前掲書、179 頁。 
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定をめぐる政治力学もそれ以前とは全く異なる様相を示すようになったのである。民

主化された現在の第六共和国憲法において、政策決定の中枢は大統領個人ではなく議

会の多数派の支持を得た内閣首班の国務総理へ移行するのか、あるいは、大統領と国

務総理の「共同統治」へと変化するのか、それとも、軍事政権時代と同様に大統領個

人であり続けるのか、次章で見て行くことにしたい。 
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第 2 章 転機となる憲法改正――第 6 共和国憲法の誕生へ 

 

第 1 節 全斗煥軍事政権に反対する民主化運動 

 

国民に対して暴力行使をいとわない全斗煥率いる新軍事政権の成立からその崩壊ま

での経過を、第 1 章第 2 節の第五共和国における韓国的大統領制についての記述の中

で、望遠レンズを通して見る形で簡単に述べた。本節では、重複するところもある

が、全斗煥政権の暴力支配とそれに反対する民衆の抵抗運動との緊張関係が民主化宣

言の形で解けていき、今日の韓国において花開く自由民主主義への転換の礎となった

第六共和国憲法誕生までの政策過程を追うことにしたい。 

全斗煥・慮泰愚・鄭鏑溶などが中心となった新軍部勢力は、1979 年の「12・12 事

件」62で軍隊を動員し、戒厳司令官鄭昇和を連行することによって軍部の実権を掌握

した。1979 年 12 月 21 日、全斗煥らによって招集された統一主体国民会議で、国務総

理であった崔圭夏が第 10 代大統領に選任されたが、実権は全らの新軍部勢力にあっ

た。 

しかし、崔圭夏大統領及び憲法に基づく政治制度が存在する以上、それらを一挙に

廃止することはできず、彼らの意向に沿った新しい憲法を制定し、形式的にも権力の

正当性を調達するための時間が必要であった。 

1980 年 4 月中旬、韓国の江原道にある舎北炭鉱労動者や学生の反政府的デモが勃発

した。また、長い間、抑圧されていた労働者大衆も立ち上がり始め、労働争議が全国

的に拡大する様相を示した。「12・12 事件」で政権を掌握した全斗煥を指導者とする

新軍部は、1980 年 5 月 17 日、非常戒厳令を全国に発動し、「政治風土刷新のための特

別措置法」を公布してすべての政党と政治活動を禁止し、金大中を含む野党の指導者

達や朴政権のナンバー2 であった金鍾泌まで含めたすべての政治リーダーたちを逮捕

した。そうすることで、表面的には国民の民主化に対する期待と欲求に一定の理解を

示す姿勢を示した。だが、全斗煥を指導者とする新軍部は、1980 年 5 月 17 日、非常

 
62 1979 年 12 月 12 日に大韓民国で起きた軍内部の反乱事件である。後の韓国大統領の全斗煥・盧泰愚

などが起こしたクーデターである。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E9%8D%BE%E6%B3%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/1979%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98_(%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%96%97%E7%85%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A7%E6%B3%B0%E6%84%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A7%E6%B3%B0%E6%84%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%BF%E3%83%BC
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戒厳令拡大措置に反対する「5・18 光州民主化運動（光州事件）」に対しては、上述の

通り、軍を投入し鎮圧した。 

このように、一切の反政府勢力の抑圧をはかる一方で、1980 年 8 月 16 日、崔圭夏

大統領を退陣させた全斗煥は、同年 9 月 11 日、維新憲法に基づく統一主体国民会議

を通じて大統領に就任した。その後、全は戒厳令下で新しい憲法を成立させた。   

全斗煥は、この新しい憲法に基づいて設置された大統領選挙人団によって再び大統

領に選出されると、1981 年 3 月に就任し、第五共和国が誕生したのであった。 

こうして出現した全斗煥政権は、朴政権の「亜流」として、朴政権が敷いた軌道を

さらに進めた。その結果、経済発展は進んだが、発展した経済と政治的後進性の落差

は一層拡大していくのみであった。それは、次の 2 点において明確に現れた。第一

に、全政権に見られた政・官・財癒着体制のマイナス面、すなわち政治腐敗である。

とりわけ大統領とその一族やその他の政治家・高級官僚による権力乱用、不正蓄財

は、その規模の点において想像を絶するほど大きく、維新体制の改悪版の寿命もそう

長くないことを示した。第二点目は、全斗煥政権が、こうした不正に憤る国民の声を

聞く耳を塞いでいるだけでなく、国民の民主化への要求に対して徹底した拒否の姿勢

を強めていた点である。極端な暴力が極端な暴力を招くことは歴史の教えるところで

あるが、全政権の下では、下からの民衆の不満が表出し、それを解決する制度が機能

せず、民衆の不満がある時点で体制を崩壊させる恐れがあった。それにも関わらず、

全政権は、そのような不満にただ蓋をしていればよいというような姿勢を示したのみ

であった。こうした民衆の不満は、学生や労働者、キリスト教者の一部によって時折

表出されたが、それはすぐに軍隊と警察機動隊によって強権で抑圧されるというシー

ソー・ゲームが展開された。 

李承晩政権を打倒した 1960 年代から 20 数年が経過し、韓国社会は朴政権の進めた

経済開発による急速な工業化、都市化によって一変していた。上記のように、経済開

発に伴って国民の生活水準もある程度高まり、それと共にテレビなどのコミュニケー

ション手段も飛躍的に普及した。全斗煥が、経済と情報の国際化によって、韓国を先

進国入りさせるために先頭に立って頑張っているのだという自画自賛の演説をするニ

ュースが毎日放映された。その一方、警察がデモ中の学生を棍棒で殴ったり蹴ったり

する場面も、テレビで映し出された。一般国民はこうした落差に驚き、全大統領に対
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して自然に怒りを感じるようになり、静かに民主化を求めるエネルギーを蓄積してい

た。他方、学生や労働者の抗議行動を暴力で抑制する場面が、テレビを通じて国内ば

かりでなく国外にも生々しく映し出されることになり、それは輸出重点工業で経済発

展を推し進めてきた韓国のイメージダウンにもつながったので、強権支配は早晩限界

に近づいていたとみられよう63。 

全政権の 8 年間の強権支配体制において、国民の反政府の声の高まりにどう対処す

るかをめぐって、政府内部では対立が続いていた。穏健派を代表したのは、ナンバー

2 の盧泰愚であった。 

盧泰愚は、全とともにクーデターを敢行し、政権掌握後は全の右腕として政権を支

え、1985 年時点では、内相を経て与党民正党の代表委員、つまり党首であった。彼は

与党党首として国会で野党のリーダーと渡り合っており、かつ彼らと会う機会が多か

ったために、全大統領よりも国民の意識の変化をより直接的に知り得る立場にあっ

た。彼は、従来のような方法ではこれ以上政権を維持することができないと察し、穏

健路線への転換を主張した。その後、政権内部では意見の対立が続き、ある時は穏健

派が、ある時は強硬派が指導権を握り、政策において硬軟が入れ替わる形でジクザク

コースを示しながら、全大統領の退場まで続くことになったのである64。 

1984 年に穏健派の勢力が強くなり、ついに、全斗煥政権は反政府活動に対して柔和

的な姿勢を示すようになり、御用労働組合や学生団体の活動も許し始めた。1985 年に

入ると、全政権は政治風土刷新のための特別措置法を停止し、野党の政治活動の制約

を解いた。それによって、朴正熙政権と全斗煥政権という軍事独裁との不屈の戦いを

続けてきた金泳三、金大中の二人の野党指導者が政治活動を再開する可能性が生まれ

た65。 

金泳三、金大中をリーダーとする野党は、党名を新韓民主党（以下新民党と略す

る）に改めて政治活動を開始した。2 月 12 日に行われた第 12 代国会選挙では、政府

による選挙干渉が成功し、与党民政党が得票率 35.2%で 148 議席を獲得した。野党の

新民党も、政府の選挙妨害にもかかわらず善戦し、得票率 29.3%で 67 議席を獲得して

野党第一党に躍り出た。2 月には金大中も亡命先のアメリカから強行帰国したが、政

 
63 田中誠一、前掲書、230-233 頁。 
64 田中誠一、前掲書、131 頁以下。 
65 前掲書、236 頁。 
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治活動は禁止されたままであった。公正な選挙が行われたならば新民党が議会第一党

になるはずであった新民党は直ちに下からの反政府運動に助けられて、韓国政治の民

主化のための改革の第一歩として大統領直選制の実施を主張した。新民党は、1985

年、通常国会で「改憲のための特別委員会」の設置を提案し、改憲問題を政治的争点

にした66。  

1986 年 5 月 27 日、与野党は、「国会憲法改正特別委員会」設置に合意した。しか

し、大統領直選制を主張する新民党と責任内閣制を模索する民正党の立場は互いに拮

抗し、国会での改憲議論が進展しない状況の中、1986 年 9 月末、新民党は国会憲法改

正特別委員会から脱退した。この過程で、公的に政治活動が許されていない金大中と

金泳三の代理として、党創立時から総裁に李敏雨が暫定的に就いていた。新民党李敏

雨総裁は、民主化を先に進めるならば、与党の主張する責任内閣制を肯定的に検討し

てもよいという、いわゆる「李敏雨構想」67を 12 月 24 日に発表した。 

こうして、新民党は、大統領直選制を主張する勢力と与党との妥協を盛り込んだ李

敏雨構想を受け入れようとする勢力の二つに分裂し、しばらくの間混乱が続いた。新

民党内部の混乱は、1987 年 4 月、金大中と金泳三が 74 人の国会議員と一緒に新民党

を離党し、新党(統一民主党)を創党する形で決着がついた。これに伴い、「李敏雨構

想」は挫折した。両金の離党と新党創党は、大統領直選制への改憲を除いたいかなる

妥協も拒否するという立場を明確にし、全斗煥政権の選択肢の幅を制限した。 

野党は言うまでもなく、財界も、間接選挙制で選出された第五共和国大統領全斗煥

の道義性と正当性の欠如と非民主性を批判し、大統領直接選挙制への改憲を主張し始

めた。そこで全斗煥は、1987 年 4 月 13 日、一切の改憲論議を禁止する護憲措置を発

表した。それはのちに「4.13 護憲措置」と称されるようになる。このような状況の

中、ソウル大学の学生朴鐘哲が警察の拷問によって死亡した事が知られ、政局は対決

局面に突入した。 

1987 年 5 月 27 日、在野勢力は統一民主党と連帯して「護憲反対民主憲法争奪国民

運動本部」(国民運動本部)を結成した68。国民運動本部は、在野と宗教勢力のみなら

 
66 池秉文他、前掲書、364 頁。 
67 李敏雨構想の骨子は 7 項目の民主化措置(言論の自由保障、拘束者釈放、赦免復権、公務員の政治中

立保障、国会議員選挙法交渉、地方自治制の導入など)である。 
68 池秉文他、前掲書、367 頁。  
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ず、民主化推進協議会（民推協）などの政治団体までを総網羅し、広範囲にわたる連

合体として、大衆的信頼と権威を基に全国的な闘争の中心になった。これにより、民

主化運動は加速度的に活性化した。同年 6 月 10 日、全国 18 都市で民主憲法国民運動

本部が主催する大規模街頭集会が開かれ、学生と市民たちのデモが連日続いた。26 日

には、全国 37 都市で人数としては史上最大の 100 万人余りが夜遅くまで激しいデモ

を繰り広げた。警察力の不足で政府は軍隊の投入を検討したが、与党内では、それに

反対する穏健派が優勢となり、政府側は国民の大統領直接選挙制への改憲要求を受け

入れることにし、「6.29 民主化宣言」が発表されたのである。 

1987 年 6 月 29 日に、与党民正党の代表慮泰愚が国民の民主化と大統領直接選挙制

導入のための改憲要求を受け入れると発表した特別宣言の主要内容は、次の通りであ

る69。 

 

①大統領直接選挙制を導入し、1988 年 2 月に平和的な政権交替を行う。 

②大統領選拳法改正を通じ、公正な競争を保障する。 

③金大中の赦免復権と政治犯たちを釈放する。 

④人間の尊厳性を尊重するため改憲案に基本権強化条項を補完する。 

⑤言論の自由を最大限に保障する。 

⑥社会のあらゆる部門の自治と自立を最大限に保障し、大学の自律性と教育の自

治を早急に実現し、その自律性を保障する。 

⑦ 健全な政党の活動を保障し、対話と妥協の政治風土を育成する。 

⑧果敢な社会浄化措置を断行する。 

 

 この「6.29 民主化宣言」は、韓国国民が求めてきた民主化の要求を全面的に受け入

れたものであった。これによって、韓国では権威主義体制から民主主義体制へ移行す

る基盤が作り出された。 

  

 
69 尹昶重著・平井久志訳『金泳三大統領と育瓦台の人々』中央公論社、1995 年、10－11 頁。 
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第 2 節 憲法改正と大統領選挙法改正の政策過程 

 

1.与野党 8 人政治会談 

 

与野党の妥協の産物として「6.29 民主化宣言」が出されると、それをもって下から

燃え上がった反政府運動は沈静化し、宣言の内容を具体的に実現するための憲法改

正、大統領選挙法の改正、国会議員選挙法の改正など、韓国政治の民主化のための制

度改革のイニシアティブが与野党のリーダーたちの手に委ねられることになった。 

改憲交渉の全過程は、全斗煥・盧泰愚側の与党民政党代表国会議員 4 人と、野党新

民党の代表国会議員 4 人（金泳三側 2 名と金大中側 2 名）によって行われた。その

「8 人政治会談」の重要な論点は、大統領の任期であった。 

民正党改憲案実務を担当した玄敬大議員は、「当時、民正党は１期 6 年制再任禁止

案を、新民党は任期 4 年の再選可案を主張したが、まず人を変える訓練から始める意

味で任期１期案を選んだ。任期は両側の主張を折衝し、5 年と決めた」と説明してい

る70。 

任期１期の 5 年制で合意したのは、次の大統領を狙う人が、年齢的に例えば 2 期 8

年という長い時間を待つことに耐えられないという事情によるものであった。国民が

民主化運動で権力に対抗して勝ち取った憲法改正であったが、そもそも国民の生命・

財産・人権などの基本的人権を保障するために政府を拘束するはずの憲法が、権力者

の取り引きによって決められる格好となった。権力欲の旺盛な全斗煥、盧泰愚、金泳

三、金大中の 4 人によって、まったく新しい憲法を制定するのではなく、第五共和国

憲法を土台にして、それに野党の要求を盛り組む形で恣意的に憲法が改正されていく

ことになったのである。  

「8 人政治会談」の民正党代表李漢東議員は、次のように述べている71。 

 

金泳三、金大中、わが党の盧泰愚代表も交渉案件に関して詳細なことを問い詰め

なかったよ。早く、早く終わらせろと、大統領になりたくて、そうしたのか、些

 
70 ジョ・サンジン「大統領単任制の改憲過程に関する立憲論的考察」（博士論文）、京畿大学校政治専門

大学院、2013 年、41 頁。 
71 SBS スペシャル「憲法の誕生」のインタビュー、チャン・スルギ記者、2017 年 07 月 17 日。 
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細なことで争うなって、盧泰愚代表は非常に大統領直選制を敬遠していた。しか

し私たちは大統領直選制には自信があった。なぜなら、6・29 宣言中に金大中を

赦免復権するというのが入っていて、 神の一手、それこそ。 

 

また、「8 人政治会談」で野党の金大中側を代表した李龍煕議員は、次のように述べ

ている72。 

 

話は改憲交渉であり、政治交渉であるから、その時は、とにかく初めに大統領直

選制を採用し、その次に二人が互いに一回ずつ大統領になることしか考えなかっ

たから。 

 

1987 年、民正党世論調査担当金鍾仁は、次のように述べている73。 

 

盧泰愚党代表に直選制になっても、大統領になれるから、あまり心配はしないで

ください、という話を私が何度も繰り返しましたよ。私がその時、世論調査を担

当していたので、1 盧（盧泰愚）で 3 金（金泳三、金大中、金鍾泌）に対抗でき

るので盧泰愚さんが 38%内で当選することになっていましたよ。 

 

ある論者によると、1987 年の現行憲法の成立に全く問題がないわけではなかったと

いう。現行憲法は、建国時の憲法制定以来、初めて外的制約がない状況の中で、利害

関係が対立する政治集団間の相互の「合意」に基づいて成立したという点で確かに意

義がある74。つまり、軍事独裁政権下では不可能であった韓国憲政史上初めての与党

と野党の合意による「8 人政治会談」により憲法改正が行なわれた事は評価できる。

しかしながら、政策過程においては、権力者同士の利権が最重要視された。人権を保

障する近代憲法の本来の意味の国の最高規範としての憲法が、密室において権力掌握

 
72 同上 
73 同上 
74 ユン・デキュ『韓国政治と憲政史―民主化と憲法の役割―』ハンウルアカデミー、2001 年、339

頁。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E9%8D%BE%E6%B3%8C
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を目指す「大統領病」患者間の取り引きで決められた点は、民主化の道程でみられた

韓国特有の現象であったといえよう。 

 

2.野党・国会 

 

政権を掌握している盧泰愚と野党の指導者との密室における取り引きによって、大

統領直選制を中核内容として第五共和国憲法を改正する方向で改憲が決められた。そ

の次に、政治決定の法文化のプロセスとして、舞台は国会に移った。 

国会の審議は、以下のように進行した。 

1987 年 9 月 18 日の国会本会議で、憲法改正特別委員会により憲法改正案の起草に

関する経過報告があった75。憲法改正特別委員長代理で民正党改憲案実務を担当した

玄敬大議員による報告の概要は、次の通りである。 

憲法改正特別委員会は、9 月 17 日、大統領直接選挙制を骨子とする、前文と本文

10 章 130 条と付則 6 条で構成された改憲案を国会に提出した。 

①大統領直接選挙制にし、任期を１期 5 年制再任禁止とする。 

②大統領の国会解散権をなくし、憲法裁判所を常設し、独立機関とする。 

③国民の自由と権利を最大限に保障する。 

④経済分野においては、自由市場、経済原理を根幹とし、均衡ある国民経済の成長

と適切な所得配分になるようにする。 

これに対し、野党新民党の代表最高委員であった李哲承議員は、改憲発議案に署名

を拒否した理由を次のように述べた。 

①これまで議院内閣制を主張した者から見ると、大統領制の改憲案に反対した、理

論的、現実的な理由がみられない。 

②改憲案の協議過程において、少数党の意見が排除された事は、民主主義の精神に

反し、多数の横暴がまかり通っている。 

しかし、法制司法委員会会議録第 7 号によれば、1987 年 9 月 24 日第 137 回国会第

2 次内務委員会において構成された選挙関係法審査小委員会で、民正党、統一民主

 
75 第 136 回国会、国会本会議会議録第 1 号、大韓民国国会事務處。 
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党、新韓民主党、韓国国民党の大統領選挙法試案と 8 人政治会談の合意結果に基づ

き、小委員会案を作成して党委員会案として採択した。 

第 137 回第 11 次内務委員会では、歴代選挙で不正の疑いがあった、「約 70 万(国軍

将兵)の不在者投票の開票方式」に反対意見があったが、出席者人員 20 人中賛成 17

人、反対 3 人で可決された。 

第 137 回第 11 次国会本会議では、仮称（金大中を指導者とする）平和民主党所属

の安東善議員が、次のように反対討論をした。 

①大統領選挙には十分な時間の余裕を設けるべきであるのに、その期間が短かすぎ

る点について憂慮した。 

②名簿確定日を選挙 7 日前とすることは、事務能力が弱体である少数野党には期間

が短かすぎる。 

③70 万に達する軍人など不在者の混合開票。 

④期日前投票・不在者投票所設置は、選挙法に明示することを要望。 

これに対して、内務委員会具龍相議員が「8 人政治会談」の改正案を土台に賛成討

論を行い、その後票決に入った。出席者 151 人中賛成 148 人、反対 3 人で、大統領選

挙法が可決された。 

 「6.29 民主化宣言」の実現に向けて、与野党間の交渉が進展し、1987 年 10 月 12

日、次の節で詳しく紹介するが、任期 5 年制で重任禁止の大統領直接選挙制、大統領

の一切の国務行為には国会の信任を得た国務会議（内閣）の構成員の副署を必要とす

ること、国会に国政調査権を認めること、等を骨子とする新しい憲法案が国会で可決

された。新憲法案は、10 月 27 日に国民投票にかけられ、承認された。また選挙法も

改正され、総議席 299 の中 250 議席を小選挙区制で選び、残りの 49 議席は比例代表

制で選ぶ方式に改められた。その他、三権のチェック・アンド・バランスが取れるよ

うな制度も確定され、政治制度面では、韓国は民主主義体制へ向かって大きく第一歩

を踏み出すことになったのである76。 

  

 
76 田中誠一、前掲書、241 頁。 
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第 3 節 第六共和国憲法の特徴と韓国的大統領制の変容 

 

前節で述べたように、第六共和国憲法は、1987 年 10 月 12 日に、第五共和国憲法を

土台にし、与野党の合意に基づいて制定された。大統領独裁を可能にする制度的条件

を多く含む第五共和国憲法を全て清算して、全く新しい真の意味での近代的憲法が何

故制定されなかったのだろうか。   

また、何故第六共和国憲法は、議会の「８人政治会談」によって、極めて短い時間

の間に作り出されたのか。その答えは、その後の韓国における民主化の実現が、制度

的レベルにおいては進められるが、社会構造の民主化を含めた韓国全体の民主化には

進まなかった鍵を明らかにするものであると考えられる。金大中、金泳三などの野党

のリーダーが、その反政府活動において、大統領の選挙制度改革のみを取り上げて、

直接選挙制度を主張している点に注目すべきである。 

1970 年代後半から 1980 年代にかけて台頭してきた反政府的な大衆運動の主要な構

成団体は、連帯を名乗る労働者集団、急進的学生団体、カトリック教会を中心とする

キリスト教信者であった。彼らの反政府運動が、全斗煥の暴政に反対する大衆運動の

盛り上がりとともに、都市の新中間層も巻き込んで大きなエネルギーを示すようにな

った。この力を野党の指導者が利用して、盧泰愚から譲歩を引出した成果が「6.29 民

主化宣言」であった。ソウル大学法学部憲法学教授の金哲洙は、この「6.29 民主化宣

言」は「降伏宣言」であり、その成果として制定された第六共和国憲法は「名誉革

命」である、と述べている77。 確かに新軍部を中心とする既得権益側から見るなら、

「6.29 民主化宣言」は大衆運動への降伏であったかもしれない。しかし、その既得権

が守られたという点では、「名誉革命」であったとみても大筋において間違いではな

かろう。なぜなら、ひたすら大統領になる事のみを夢見て政治活動を続けてきた金大

中、金泳三といった「大統領病」患者は、自分が大統領になる手段として、彼らに利

用可能な方向へ向けた改革を主張するが、将来自分が大統領になった場合に行使でき

る強力な大統領制はそのまま残したいとの意図からも、大統領選挙制を間接選挙から

直接選挙に変えることだけを求めたからである。それは、下から盛り上がる大衆運動

が要求する民主化には背を向ける方向であったといえよう。野党リーダーは、大衆運

 
77 金哲洙、前掲書、34 頁、50 頁。 
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動の期待に応える形をとりながら、その実体は、彼らの権力獲得を容易にする大統領

選挙法の改革のみを急いで行う選択を行ったのである。ここにこそ、「8 人政治会談」

で憲法改正が性急に行われた真の理由があった。とはいえ、大衆の要求に沿って近代

憲法が実質的に機能できるようにした点においては、一応成功であったといえよう。

つまり、それまでの韓国憲法では、近代憲法の規範は文言だけは並べているが、その

文言の後にそれを抑圧する但し書きの条件をつけ、「法律の留保」78を付けていた。第

六共和国憲法は、後述するように、その条件を取り外して近代憲法と同様のものとな

っている。これは大衆の要求に一応応えるものであり、個人の基本的人権の保障と発

展の制度的基盤となった点では評価できる。 

第六共和国憲法の特徴は、次の通りである。 

まず、現行憲法は、上で指摘した通り、韓国史上初めて与野党の合意の下で成立し

ている。それ故に、その憲法に基づいて政治が運営される場合、両者がその合意を守

るということになるので、憲法が持つ権力闘争のゲームのルールとしての性格が韓国

において初めて、この第六共和国憲法の制定をもって確立されたと見てよかろう79。 

憲法の構成を見ると、それは第 10 章第 130 条からなり、附則が 6 条ある。章立て

は、第 1 章：総綱（総則）、第 2 章：国民の権利および義務、第 3 章：国会、第 4

章：政府、第 5 章：法院、第 6 章：憲法裁判所、第 7 章：選挙管理、第 8 章：地方自

 
78 この語には、二つの意味がある。第 1 の意味では、ドイツ語の Vorbehalt des Gesetzes の訳とし

て、行政権の発動は法律の根拠に基づかなければならないという原則をさす。第 2 の意味では、ドイツ

語の Gesetzesvorbehalt の訳として、権利を保障する憲法において、その権利が法律によれば制限・侵

害されるとの定めがなされる場合において、権利保障が法律上のものでしかないことを意味する。 
79 近代憲法は、それを有する先進自由民主主義諸国が世界政治を支配すようになるにつれて、後発国

もその導入を進めた。その過程で、憲法は次第に次の四つの性格を持つようになった。第一は、人間の

基本的人権を保障する権力構造、つまり、主権者の国民を代表する政治機関による法の制定、そしてそ

の「法の支配」体制の確立、および三権の間のチェック・アンド・バランスが作用する権力分立制を構

成要素とする近代憲法の基本的性格である。第二は、この権力構造の設計図である成文憲法が近代民主

主義国家においては国の最高規範であり、国家統治の基本法の性格を持つようになった。第三は、近代

憲法が定着するにつれて、憲法は近代国家の運営を担当する政府、つまり統治権力の獲得・維持・配分

をめぐる、政党を含めた各政治集団間の権力闘争の「ゲームのルール」としての性格を帯びるようにな

った。第四は、近代憲法は、国家権力の正統性の政治原理としての民主主義と表裏の関係にあることか

ら、民主主義の拡大とともに、その実体が君主専制や一党独裁あるいは軍事独裁などの反民主的権力の

国であっても、その権力の正統化の手段として近代憲法の形式的側面のみが取り入れられた。それをも

って、それぞれの非民主的な権力を正当化する手段として用いられるようになった。こうして、憲法は

あらゆる国家権力の正統化の手段の性格を持つようになったのである。言うまでもなく、韓国の場合

は、1987 年の民主化宣言まで何度も繰り返し改正された憲法は、憲法が有する第四の性格、つまり既

存の国家権力の正統化の手段としての側面が、時の権力を掌握した者によって利用されてきたと言えよ

う。ところが、1987 年民主化の成果として現行の韓国憲法は、近代成文憲法として国民の間に定着し

始めることになった。それと共に、韓国でも現行憲法は、次第に近代憲法の第三の性格である各政治集

団間の権力闘争の「ゲームのルール」の役割をも果たすようになってきたと言えよう。  

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E7%AB%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E7%AB%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC7%E7%AB%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC8%E7%AB%A0
https://kotobank.jp/word/%E7%99%BA%E5%8B%95-602869
https://kotobank.jp/word/%E6%A0%B9%E6%8B%A0-505886
https://kotobank.jp/word/%E5%8E%9F%E5%89%87-492592
https://kotobank.jp/word/%E6%A8%A9%E5%88%A9-61129
https://kotobank.jp/word/%E6%86%B2%E6%B3%95-61073
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治、第 9 章：経済、第 10 章：憲法改正、附則となっている80。日本国憲法と比べて特

徴的な点は、憲法裁判所が設置されていること、選挙が公正に行われるように司る官

庁としての選挙管理委員会に関する規定があること、さらに経済の章があるという点

であり、この三点が日本国憲法と大いに異なるところである81。 

第一から第五までの共和国憲法と比較すると、「6.29 民主化宣言」の④「人間の尊

厳性を尊重するため改憲案に基本権強化条項を補完」、⑤「言論の自由の最大限の保

障」、⑥「社会のあらゆる分野の自治と自立の最大限の保障」、⑦「 健全な政党の活

動の保障」の項目が、第六共和国憲法の中で最高規範として位置づけられている点は

評価できる。すなわち、国民の権利が無条件に保障されており、基本的人権は不可侵

であると宣言され、憲法第 10 条において「すべて国民は人間として尊厳と価値を有

し、幸福を追求する権利を有する。国家は個人の有する不可侵の基本的人権を確認す

るとともにこれを保障する義務を負う」とされている。それまでの憲法では、基本的

人権の保障は「法律の留保」の下に置かれ、憲法の規定の上だけで、実質的には「不

正な法」によって蹂躙されていたが、その規定が削除されている。さらに、個人の身

体の自由を含めた基本的人権を保証する刑法上の手続きが他の近代国家と同様に保障

されている点が、韓国政治においては画期的である82。 

また、軍事政権時代は軍事裁判が国民を拘束していたが、第六共和国憲法はこの軍

事裁判を禁止している。つまり、基本的人権が完全に保証されている点がここに示さ

れている。さらに、「6.29 民主化宣言」の⑦「 健全な政党の活動の保障」の憲法条文

への導入は、ドイツ憲法の影響が見られる。すなわち、国家によって複数政党制が保

証され、政党国庫扶助制度も憲法第 8 条に導入されている。加えて、過去のような軍

事政権の再来が起きないように、憲法第 5 条に「軍隊の政治的中立性」の原則が導入

されており、軍の政治への介入が起こり得ないようにしている点は特筆すべきであろ

う83。 

 
80 第六共和国憲法の邦訳は、金哲洙の著作の資料Ⅱ大韓民国憲法および本稿の注（83）の崔龍基「大韓

民国憲法〔解説〕」、樋口陽一・吉田善明編『解説世界憲法集〔第 4 版〕』がある。 
81 田中誠一、前掲書、251 頁以下。 
82 金哲洙、前掲書、127-192 頁。全・カンソク『韓国憲法論』法文社、2004 年、45-46 頁。 
83 崔龍基「大韓民国憲法〔解説〕」、樋口陽一・吉田善明編『解説世界憲法集〔第 4 版〕』三省堂、2002

年、319 頁。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC8%E7%AB%A0
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E7%AB%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC10%E7%AB%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E9%99%84%E5%89%87&action=edit&redlink=1
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後で再び取り上げるが、第六共和国憲法では、政治制度は権力二元主義を取ってお

り、主権者である国民が行政府の首班である大統領を直接選挙で選ぶことになってい

る。そして、国会議員は小選挙区比例代表並立制に基づいて選出されることになって

いる。第五共和国憲法と比較して、まず議会の権限が強化され、それに対応して大統

領の国会を無視、あるいは牽制する権限が削除され、それが韓国的大統領制を変容さ

せる可能性を示している。 

その典型が、第五共和国憲法にある大統領の国会解散権を削除し、内閣連帯責任制

度を取り入れて、政府の構成は大統領中心ではなく、大統領と首相からなる国務会議

に政府の中心が移されている点である。憲法第 4 章：政府の中の第 2 節：行政府、憲

法第 86 条から憲法第 100 条までの規定を見ると、政府の権限に属する重要な政策を

審議できるのは国務会議である。国務会議は大統領が議長であり、国務総理を副議

長、そして 15 人以上 30 人の国務委員で構成されることになっている。 

そして、第 89 条における国務会議の審議は、大統領の権限に属するすべての権限

が網羅されている。任期 4 年の国会議員から構成される国会は立法権を有するが、国

務総理、国務委員は国会の同意を得て大統領が任命し、国会は国務総理および国務委

員の解任建議案を大統領に建議することができる。1/3 以上で建議できることになっ

ている。その点は、不信任案決議より弱い。 

そういう点で言うならば、議院内閣制的要素は、フランスと比べると縮小されてい

るとみてもよい。とはいえ、議会は、大統領、国務総理、国務委員、行政各部の長、

大法院長、憲法裁判所長官、中央選挙管理委員会委員、監査委員長その他法律で定め

られた公務員がその職務の執行において憲法又は法律に違反した場合、弾劾訴追を議

決することができる。その点では、議会に大統領を牽制する権限が与えられている。

また、憲法 77 条では非常事態権が大統領に与えられているが、第五共和国のような

非常事態非常措置法の制定権は付与されていない。 

そして大統領の行為に首相及び関係する国務委員の副署を必要としているという点

では、議会による大統領に対するコントロールの制度が、それまでの韓国の諸政治制

度と比べても一段と強まっている。記憶すべきことは、基本的人権を保障するために
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ドイツでは三権をコントロールする憲法裁判所が存在するが84、このドイツと同類の

憲法裁判所が韓国においても第六共和憲法において導入されている点である。また、

基本権保障において、基本権の本質的内容の侵害がドイツ憲法においては禁止されて

いるが、第六共和国憲法はそれも受け継いでいる85。さらに、ワイマール憲法に明記

されていた社会的基本権も第六共和国憲法に導入されており、社会福祉的経済条項も

ワイマール憲法を下敷きにしたものである86。 

そういう点では、第一共和国憲法に導入されていたワイマール憲法の影響は、その

間、全く空文化されていたわけであるが、第六共和国憲法において復活し、それが韓

国において実質的に活かされて行くことが、韓国の社会分野における民主化の実現に

つながることになろう。それが社会福祉制度の確立に寄与した点は、この第六共和国

憲法にその根拠があるとみてもよかろう。 

ここでは、第六共和国憲法において、第五共和国の大統領制がどのように変容した

のかを見ることにしたい。軍事政権下の第三共和国、第四共和国、第五共和国時代の

政治制度は、憲法の規定によると、その基本においては半大統領制的な側面がある

が、実質的には議会の権限を極めて弱体化させている点から見て強力な大統領制であ

った。ところが、上記の通り、第五共和国憲法を改正した現行憲法においては、政治

制度の中の大統領の権限を弱め、議会の権力を格段に強化しており、その結果、近代

的政党政治が行われるならば、実質的に半大統領制が機能する可能性も開かれている

87。 

第１章第１節で述べたように、半大統領制とは権力二元主義である。主権者である

国民は、直接選挙によって選出した大統領に行政権を与える一方、全国を選挙区に分

けて、それぞれの選挙区を代表する代議士から構成される議会に立法権を与えてい

る。 

行政権と立法権を融合させるのは内閣である。そして、内閣は国政の指導機関とさ

れている。内閣首班の国務総理は、大統領が国会の同意を得て任命する。大統領は行

 
84 西ドイツ・統一ドイツの立憲主義の実現における憲法裁判所の役割りにつての研究として、安章浩

「西ドイツにおける近代立憲主義確立の政治過程―三権の立憲主義的統制機関としての連邦憲法裁判所

の活動を中心として―」『尚美学院大学総合政策論集』第 22 号、2016 年、57～94 頁がある。 
85 金哲洙、前掲書、50 頁。 
86 全・カンソク『韓国憲法論』法文社、2004 年、45-46 頁。 
87 金哲洙、前掲書、385～406 頁。 
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政府の長であるが、議会の多数の支持を得た首相と共に国政を担当する。このシステ

ムが半大統領制である。従って、大統領選挙と国会議員選挙の時期がずれた場合、あ

るいは同時であっても、大統領を選出した政党と議会の多数派を形成した政党が異な

る場合には、内閣が構成されないか、あるいは内閣が構成されても、機能しない場合

が生じる可能性が大きい。 

こうした事態が、現実に第五共和制のフランスで生じた。そこで、その解決策とし

て、フランスではコアビタシオン（フランス語: Cohabitation）、つまり、「保革共

存」政府という形式の政府形態を創出することになった。それは、政府の権限を分け

て、大統領は主に外政に関する権限を有し、内政に関する権限を議会の多数の支持を

得た首相に与えるという形で、一種の政府権限の分業が行われている政府形態であ

る。それがフランス第五共和制の半大統領制である 88。韓国の現行第六共和国の政治

制度は、これをモデルにしている89。 

しかし、韓国は、フランスとは政党の性格と政党政治の様相が異なるために、「保

革共存」政府へと発展するのかどうかは今後の政党政治の展開を待つことになる。 

最後になるが、第六共和国憲法では、政策決定に関して、大統領権限は上記の通り

すべて国務会議で審議されることになっている。それに伴い、憲法では、国政の重要

事項に関しては、政策決定前に大統領は次の四つの諮問会議の意見を聞くように定め

られている。第 90 条の国家元老諮問会議、第 91 条の国家安全保障会議、第 92 条の

民主平和統一諮問会議、 第 93 条の国民経済諮問会議である。但し、第 93 条の国民

経済諮問会議は憲法上設置が義務付けられているが、その他は大統領にその設置を要

請しているのみである。図表 2-1 における最近の「韓国の政府組織図」では、憲法の

規定通り四つの諮問会議が見られるが、国家元老諮問会議が示されていない。この理

由は、この会議のメンバーは事実上元大統領であり、彼らはほとんど犯罪人かその家

族などが犯罪に関わっていることから会議が構成されないためであろう。 

以上のような諮問会議の設置によって、第六共和国においては、大統領を中心とす

る国務会議は、国政の重要事項に関する政策の審議において、それらの諮問を徴する

 
88 ワイマール共和国の大統領制に関する憲法規定のフランス第 5 共和国憲法への継承・展開に関する研

究として次のものがある。Cindy Skach, Borrowing Constitutional Designs. Constitutional Law in 

Weimar Germany and the French Fifth Republic,2005. 
89 金哲洙、前掲書、385－470 頁。 
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ことになっている点が現行憲法の特徴でもある。第六共和国では、政府の政策決定に

関わる機関は大統領とその秘書室、国務会議、国会、各省庁、諮問会議などがあり、

政策アクターは多元化している。参考のために、その関係図を図表 2-2 に示しておい

た。 

 

図表 2-1 韓国の政府組織図（2018 年） 

 

（出典） 行政安全部（http://www.mois.go.kr/）の資料を基に、筆者作成。 

 

http://www.mois.go.kr/
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図表 2-2 行政府を中心とする韓国における政策決定過程 

 

（出典）鄭正佶『政策学原論』大明出版社、2017 年、112 頁を基に、筆者作成。 
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第 3 章 事例研究 I：政治改革に関する事例  

 

第 1 節 実質的立憲主義への転換の動き 

 

第三共和国以後の韓国政治の展開は、多くの発展途上国のそれと同様に、三つの段

階（第一段階 1961～1987 年、第 2 段階 1987～1997 年、第 3 段階 1997 年～）の政治

発展を経ており、今日の韓国政治の様相はその結果であると考えられる。 

上述の通り、韓国は 1948 年 8 月 15 日に自由主義陣営の一国として建国された。建

国から 1963 年の朴正煕政権確立までの約 15 年間は、1950 年 6 月 25 日に勃発した朝

鮮戦争の影響もあったが、混乱・混沌・停滞の時代であった90。 

1961 年 5 月 16 日に軍事クーデターによって樹立された朴正熙政権は、野党によっ

て屈辱であると批判されたにも関わらず、1965 年、「日韓基本条約」の締結を強行し

て、日本から有償無償の約 5 億ドルの資金を得た。さらに日本の大企業の協力を受

け、基本的インフラの整備、基幹産業の育成・保護を行い、経済の近代化に成功し

た。しかし、その際、経済が優先され、国民の自由と福祉は顧みられなかった。 

従って、1961 年から 1987 年まで約四半世紀の間の新旧軍事政権時代は、政治発展

の第一段階としての経済の近代化時代であったと表現しても間違いなかろう。その

間、一人当たりの国民所得も、朝鮮戦争（1953 年）時の 67 ドルから 1987 年には

3,467 ドルまで引き上げられていた91。こうした国民所得の飛躍的な増加は、経済の

近代化の成果として見られるであろう。 

韓国政治の第二の発展段階は、国民の自由が制度的のみならず実際においても国家

権力によって保障される実質的な立憲主義の時代、つまり国民の自由を保障する民主

主義へと突き進むことになる時代である。その象徴が、現在の第六共和国憲法と、そ

の憲法を実体的にも国民の間に定着させる政治的民主化の第一歩である大統領選挙法

及び国会議員選挙法改正であった。この国民の自由の実現を主導したのは、1993 年に

 
90 この時代について、朴政権に近い立場をとる憲法学者の葛奉根は次のように表現している。「封建的

な農耕的経済構造を引き継いでいるために、経済的貧困が平均化し、民主主義の経験が欠如しており、

教養と財産をもつ市民階級があまりにも少なく、国民の政治的意識が未熟である」。葛奉根「韓国憲政

に与えたカール・シュミットの影響」、H・クヴァーリチュ編『カール・シュミットの遺産』所収（初宿

正典他編訳）、風行社、1993 年、358 頁。 
91 https://mardream.tistory.com/。 
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発足した金泳三政権である。金泳三大統領は、上記の二つの選挙法と地方自治体法、

その長と議員の選挙を一つにした「統合選挙法」を制定することによって、「きれい

な政治」の制度的基盤の整備に努めながら、「歴史の立て直し（ヨクサバロセウ

ギ）」政策を強力に打ち出した92。 

さらに、金泳三政権は、新旧軍事政権が確立した経済の近代化路線をグローバル経

済時代に対応できるようにする政策として「韓国の世界化」政策を打ち出した93。こ

の「韓国の世界化」というのは、韓国内部を国際化するだけでなく、韓国を世界に知

らしめ、その存在感をアピールする狙いを含めていた。これは、21 世紀に展開された

韓国ブランドによる世界戦略の初期版ということができる 94。 

金泳三政権の任期が切れる 1997 年末、アジア初の金融経済危機が韓国をも襲い、

韓国経済は深刻な危機に直面した。これを韓国では「通貨危機」という。 

国家全体が混乱に陥った中、金泳三大統領は任期が切れ、その後を継いだのが金大

中であった。金大中政権は、先進国並みに国民の自由が実現され保障される民主化の

総仕上げとして、それまでの政権が消極的であった国民の福祉を、世界的な経済危機

の中で実現させることに取り組むことになった。 

こうして、韓国の政治発展はその第三段階へと進められ、福祉国家を確立するとい

う問題の解決が迫られることになる。 

このように、韓国は、その近代国家確立の途上において三つの課題の解決を迫られ

ることになった。つまり、国民の自由を保障する政策、国民の福祉を保障する政策、

そして経済のグローバル化とともに押し寄せる新自由主義イデオロギーへの対処であ

る。この三つの事例に関する韓国特有の政策過程について、これから第 3 章、第 4 章

において論究することにしたい。 

まず、第 3 章では、国民の政治への参加の自由を具現化する制度作りのうち、国会

議員選挙法の改正と公職選挙および選挙不正防止法の制定をめぐる政策過程を取りあ

げることにする。 

 
92 日本植民地時代の象徴であるソウルにある朝鮮総督府の建物を完全に解体撤去させた。 
93 金浩鎮『韓国歴代と大統領とリーダーシップ』（小針進・羅京洙訳）、つげ書房新社、2007 年、274－

275 頁。 
94 小倉紀蔵『朝鮮思想全史』（ちくま新書）、筑摩書房、2017 年、389 頁。 
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国会議員選挙法の改正は、過渡期である盧泰愚大統領政権時代に行われた。従っ

て、この国会議員選挙法改正の政策過程の解明に入る前に、次節では、盧泰愚大統領

政権の誕生とその後の 5 年間における与野党間の政党政治を先に述べることにした。

なぜなら、民主化の急速な流れの中で、国会議員選挙法改正に際して、それを行うア

クター間における権力関係の移動がスムーズには進まず、一進一退を繰り返したから

である。  
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第 2 節 過渡期の盧泰愚政権による国会議員選挙法の改正 

 

1. 野党の分裂により登場した盧泰愚大統領 

 

1987 年 10 月 27 日、第六共和国憲法案の国民投票が行われた。国民投票では有権者

の過半数が投票し、投票者の過半数が賛成して憲法改正案が可決された。総投票数

2,002 万 8,672 票のうち 1,864 万 625 票が賛成票となり、賛成率は憲法に規定された

投票数比過半数をはるかに超える 93.1％であった。このように、新憲法は国民の高い

支持を得て承認された。しかし、同時に野党の二人のリーダーである金泳三と金大中

の葛藤が表面化し始めたのである95。 

1987 年 9 月 7 日、金泳三と金大中は候補者一本化のための会合を持ったが、ここで

は相互の立場の違いが明白になった。候補者一本化の時期と方法について、意見の対

立を解くことができなかった両金は、各自大統領に立候補することになった。それと

共に、政党の組織原理として、政治イデオロギーや利益ではなく、地縁という前近代

的な地域主義の力が強く作用し始めた。すなわち、金泳三の支持基盤の嶺南地方と、

金大中支持基盤の湖南地方の対立が、表面化することになったのである96。 

一方、1987 年 9 月 28 日、金鍾泌前民主共和党総裁も政界復帰を宣言し、新党結成

に動き出した。同年 10 月 5 日、金鍾泌は民主共和党時代の閣僚、国会議員を中心

に、結党作業に入った。そして 10 月 30 日、新民主共和党が結成され、金鍾泌を総裁

および大統領候補に決定した。金鍾泌はその出身地が忠清道であったので、彼も忠清

北道と南道を自分の地盤として固め、地域主義を利用することになった。 

与党の民正党は、1987 年 6 月 2 日の最高幹部会議の推薦と中央執行委員会の推薦を

経て、6 月 10 日、第 4 次全党大会および大統領候補指名大会の投票を通じて盧泰愚を

大統領候補として決定した。形式的には代議員投票を通じての候補決定であったが、

事実上全斗煥大統領の指名によるものであった。 

こうして第 13 代大統領選挙は、１盧 3 金（金泳三・金大中・金鍾泌）の四者構図

となった。選挙運動は、「12.12 事態」、軍政終息、「6.29 民主化宣言」、光州民主化抗

 
95 金知濯、前掲論文、86 頁。 
96 本稿序章第 3 節を参照。 
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争など、政治的な課題の是非をめぐって争われた。同年 11 月 29 日、大韓航空機爆破

事件が発生した。この「北からの贈り物」で、北の脅威に対抗するための必要性が宣

伝された。それは与党に有利に作用した。 

その結果、89.2%の投票率を記録した第 13 代大統領選挙では、与党民正党の盧泰愚

候補が 36.6%を獲得して大統領に当選した。もっとも、盧泰愚の当選には、上記の通

り野党が分裂し、候補者の一本化に失敗しことが決定的要因として作用したことは言

うまでもない97。 

金泳三と金大中は、この分裂状況を解消するために、1988 年 2 月 10 日、野党単一

化(統合)推進委員会を結成し、野党大統合原則と国会議員小選挙区制導入を含む 4 項

目の原則に合意した。しかし、両党の統合大会は、両金の誰をリーダーにするかとい

う指導体制問題で難航し、開催されなかった98。 

これにより、両人はそれぞれの道を選択し、第 13 代国会議員選挙法改正の政策論

争に入ることになったのである。 

 

2.国会における与野党の対立 

 

この時期の政治状況は、「1 盧 3 金」という構図が、大統領選挙後における与野党間

の第２次対決の構図となったといえる99。 

1987 年 8 月と 9 月に行われた第五共和国憲法を改正するための改憲交渉会談におい

て、次の国会議員選挙時期をめぐって与野党間の意見の対立が続いた。民正党は、第

13 代国会議員選挙を 1988 年 12 月に実施することを主張した。それに対して、第一野

党の統一民主党は、1988 年 4 月に実施することを主張した。 

 
97 1987 年 6 月 29 日に政府をして妥協せざるを得ないように仕向け、かつ自由な大統領選挙が行われる

上で重要な役割を果たした金寿煥枢機卿は、（選挙の結果について）失望した民衆の気持ちを次のよう

に表現している。「この選挙は我々が勝者であるけれども、勝利の喜びを誰一人も味わえることができ

なかったことは、恥辱である。夜はまだ長い。そして、祝賀行事を行える夜明けはまだ遠いように思わ

れる」。Nam Koon Woo, South Korean Politics :The Search for Political Consensus and 
Stability,Lanham：University Press of America.1989, p.318 。なお、本書は第一共和国から民主化

宣言までの韓国における政治的合意と安定を模索した努力を辿っており、英語で書かれた通史として有

益である。 
98 金知濯、前掲論文、86 頁。 
99 中央選挙管理委員会『選挙管理委員会 50 年史』、2013 年、20 頁。 
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このような意見の違いがあったが、大統領選挙は、第六共和国憲法の附則第 2 条に

「大統領選挙は憲法施行日の 40 日前まで実施する」とした。国会議員選挙について

は、「新しい憲法の公布日から 6 ヶ月以内に実施する」という内容を憲法付則第 3 条

に示す案で双方は妥協した。これによって、第 13 回大統領選挙が終わると同時に、

国会議員の選挙時期に関する論争が再び始まることになった100。 

改正された第六共和国憲法の公布日は、1987 年 10 月 29 日である。従って 1988 年

4 月 29 日までに国会議員選挙を実施すれば、法的には何の問題もないことになる。し

かし、この国会議員選挙時期をめぐって、与野党の間に大きな利害の対立が表出する

ことになった。 

大統領選挙で勝利した民正党は、勝利の勢いに乗って、国会議員選挙をできるだけ

早く実施しようとした。敗北した金泳三率いる統一民主党と金大中率いる平和民主党

は、敗北の後遺症の克服と党員たちの士気を高揚させるために多少時間が必要であっ

た。そこで彼らは可能な限り選挙を遅らせようとした。民正党は、第 13 代大統領選

挙が終わった 3 日後の 1987 年 12 月 19 日、政局の雰囲気を一新するために、国会議

員選挙を 1988 年 2 月 10 日の前後で実施する方針であることを明らかにした。 

1987 年 12 月 30 日には、盧泰愚大統領当選者が、主催した民政党地区党委員長会議

で、「1988 年 2 月、大統領離任・就任式の前に国会議員選挙を実施して新しい政府を

スタートさせると共に、国会も新しく出発しなければならない」 101と主張して、2 月

に国会議員選挙の実施方針を再度明らかにした。  

これに対して、統一民主党の金泳三総裁は、1987 年 12 月 22 日記者会見で、第 13

代国会議員選挙は 1988 年 4 月に実施されなければならない、と主張した。平和民主

党も、1988 年 4 月末以前に実施すれば良いという立場を明らかにした。しかし、野党

のもう一人の指導者の金鍾泌新民主共和党総裁は、12 月 23 日の記者会見を通じて、

新しい政府のスタート以前の 1988 年 2 月までに行うことが望ましく、むしろ早いほ

ど良いという立場を取った。 

このような選挙時期をめぐる論議は、1988 年 1 月中旬から、次第に与野党の関心が

選挙区制に移り始めたことで薄れていった。選挙区改正は簡単に結論が出せる案件で

 
100 中央選挙管理委員会、前掲書、37 頁。 
101 『東亜日報』1997 年 12 月 30 日、朝刊、1 面。 
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はないため、民正党は、国会議員選挙が 2 月実施では改正の準備に時間が十分ではな

いので、改正交渉では選挙を 3 月に実施することを提案した。統一民主党と平和民主

党もこれに同意し、選挙の 3 月実施で話はまとまった。しかし、選挙法改正案を処理

するために招集された第 138 回臨時国会(1988 年 1 月 18 日～1 月 29 日)と第 139 回臨

時国会(1998 年 2 月 10 日～2 月 23 日)は、選挙区改正に関する意見の対立が生まれ、

選挙法改正案を処理できなくなり、閉会となった。それにより、3 月に国会議員選挙

を実施することは困難となった。 

1988 年 3 月 2 日、第 140 回臨時国会が招集され、3 月 8 日、民正党は野党の反対を

押し切って国会で選挙法改正案を通過させた。それに基づいて、民正党は国会議員選

挙を 4 月下旬に実施することを提案し、野党もこれ以上異議を提起することはできな

かった。これに伴い、1988 年 3 月 10 日、民正党は国会議員選挙日時を 4 月 26 日に暫

定的に決めた。4 月 8 日、盧泰愚大統領が第 13 代国会議員選挙を 1988 年 4 月 26 日に

実施すると発表することによって、選挙時期に関する論議はひとまず一段落したこと

になった102。 

第 13 代国会議員選挙が行われる前の 1988 年 1 月中旬から、各政党は国会議員選挙

法改正のための交渉に本格的に入ったが、選挙区制と全国区議席配分方式などで鋭く

対立し、合意には至らなかった。選挙区制と全国区議席配分方式は議席確保と直接的

に繋がっているので、各政党が鋭く対立したことは言うまでもない103。 

選挙区制については、各政党は混合選挙区制、中選挙区制、そして小選挙区制方式

をめぐって対立した。全国区議席配分方式でも、各政党は激しく対立した。全斗煥政

権時代に施行された全国区全体議席の 3 分の 2 を第 1 党に配分するという「全国区議

席配分制度」についても、それが第 1 党を多数党にするという批判が当然提起され

た。野党からは、民主化が進展した状況において、この制度を改革しなければならな

いという声が高まったが、民正党は国会議員選挙法を電撃的に強行採決した104。 

第六共和国憲法の付則第 3 条には、憲法公布日から 6 ヶ月以内に第 13 代国会議員

選挙を実施することが規定されていた。従って、第 13 代国会議員選挙法の改正は急

 
102 中央選挙管理委員会、前掲書、37 頁。 
103 沈之淵他、『韓国政治制度の進化経路―選挙・政党・政治資金制度―』、白山書堂、2007 年、133

頁。 
104 前掲論文、134 頁。 
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ぐ必要があった。こうして与党民正党は、国会議員選挙日時は 4 月 26 日、選挙区制

は小選挙区制、全国区議席配分方式は全国区全体議席の 2 分の 1 を第 1 党に配分する

という方向で、国会議員選挙法を一方的に単独で改正した。この改正された選挙法に

基づいて、第 13 代国会議員選挙が実施されることになったのである。 

 

図表 3-1 各政党の国会議員選挙法改正案 

 民主正義党 統一民主党 平和民主党 

選挙区制 混合選挙区制→小選挙区制 小選挙区制→中選挙区

制 

小選挙区制 

選出人数 1 名～4 名→1 名 2 名～4 名 1 名 

全国区議席配

分 

・地域区で選出された議員定

数の 2 分の 1 から 5 分の 1 に

大幅に減らす。 

・配分方式も第 1 党に 3 分の

2 を配分したのを 2 分の 1 に

下げる→地域区で 5 席以上を

獲得した政党に配分する。第

1 党の議席比率が 100 分の 50

未満である時にだけ全国区議

席の 2 分の 1 を第 1 党に配分

し、残余議席は第 2 党以下政

党に地域区議席比率により配

分する。 

・地域区で選出された

議員定数の 3 分の 1 に

する。 

・配分方式は、地域区

で 10 議席以上を獲得

した政党に配分する。

また、総得票比率によ

り配分する。 

 

・地域区議員定数を 1

にして、地域区で 5 席

以上、または有効投票

総数の 5％以上を獲得

した政党に配分する。 

・配分方式は、第 1 党

に既得権を与える代わ

りに、獲得した趣旨を

生かして各政党の総得

票比率により配分す

る。 

（出典）本文を基に、筆者作成。 

 

 

 

 

 



75 

3.与野党間の妥協内容 ―国会議員選挙法改正後の選挙と政治状況― 

 

第 13 代国会議員選挙は、民正党、平和民主党、統一民主党、新民主共和党の 4 つ

の政党の接戦となった。各政党は、上記の通り、選挙戦を有利に展開するために選挙

法改正をめぐって激しく対立した105。 

選挙法改正の最大の争点である選挙区制に関しては、民正党は初めに 1～3 名を選

出する小・中選挙区制を主張した。この主張通りに選挙が行われるならば、野党の主

要支持基盤である都市選挙区では 2 名以上の議員が選出され、与党の強い地域である

農村地域では 1 名が選出されるということになる。 

当時、第一野党の統一民主党は 1 区 2～3 名中選挙区制を主張したが、平和民主党

はライバルである統一民主党を抑えることができる方法は 1 区 1 人制、つまり小選挙

区制だと信じていた。新民主共和党は 1 区 2～4 名制を主張した。結局、民正党は党

内で 1 区 1 人制について合意に達し、これを国会で強行採決した。改正された選挙法

の主な内容は次の通りである。 

①選挙区は中選挙区制から小選挙区制にして 1 区 1 人制にする。 

②地域区の議席数は 40 議席増やし、224 議席とする。全国区は 75 議席とする。総

議席数は、第 12 代総選挙時より 23 議席増やし、合計 299 議席にする。 

③選挙運動ができる人を、選挙事務長、選挙連絡所責任者、政党または候補者、選

挙事務員などに制限する 

④選挙運動方法も、宣伝張り紙、選挙公報、合同演説会、小型印刷物、垂れ幕など

にするように規制する。 

⑤候補者の供託金は、政党推薦候補者 1,000 万ウォン、無所候補者 2,000 万ウォン

にする。 

以上のように、国会議員選挙法は中選挙区制から小選挙区制に改正され、地域区の

議席数は 224 議席、全国区は 75 議席とした。これにより、総議席数は第 12 代総選挙

より 23 議席増え、合計 299 名になった。それが、民主化以後に改正された初の国会

議員選挙法の内容である。 

 
105 崔漢秀、前掲書、373 頁。 
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第 13 代国会議員選挙は、第 13 代大統領選挙が終わって約 4 ヶ月後の 1988 年 4 月

26 日に実施された。そのため、直前に実施された大統領選挙時の過熱した雰囲気がそ

のまま引き継がれた形となった106。もっとも、この選挙は 1987 年 10 月 29 日に公布

された憲法付則により、第 12 代国会議員任期を 1 年ほど短縮して新しい国会を構成

するために行われたのであった。 

1971 年第 8 代国会議員選挙以後 17 年ぶりに中選挙区制が廃止され、小選挙区制が

再び導入されて戦われた選挙戦は、かつてなく激しいものであった。また、統一民主

党と平和民主党の間の第一野党の座をかけた競争も、選挙を過熱させた。 

第 13 代国会議員選挙の投票率は 75.8%で、第 12 代国会議員選挙投票率 84.6%より

低い。これは、民主化過程で国民の主要な関心事であった軍政の終息および全斗煥政

権の不正問題などが、1987 年大統領選挙過程である程度解消され、選挙に対する関心

が相対的に薄れたためである107。 

第 13 代国会議員選挙の結果は、1987 年大統領選挙に続き、地域主義が有権者の投

票に強く作用する現象が顕著になった。第 13 代国会議員選挙結果の最も大きい特徴

は、与党である民正党が、その支持基盤である嶺南地方では圧倒的な支持を得て 125

議席を獲得し院内第 1 党になったが、過半数の議席確保に失敗し、それによって、

1954 年の第 3 代国会以後初めて、与党少数野党多数の「与小野大」という、いわゆる

「分割された政府」(divided government)が出現したという点である108。 

以上のように、第六共和国憲法において実施された第 13 代国会議員選挙では、第 3

代国会議員選挙以降初めて、国会において野党が多数派を形成した。国民の意志があ

る程度公正に反映される選挙の結果、国会での民主化が始まったと捉えられる。 

また、この選挙結果は、大統領選挙で地域主義投票が表面化し、その後、地域主義

が韓国政治を大きく規定することになったことを示している。なお、第六共和国憲法

によって変容した大統領と国会との関係において「与小野大」の出現により、盧泰愚

政権では政策決定が以前と同様に大統領主導で行われることで混乱を招く可能性が高

まり、議会における与党を中心とする多数派工作が選挙以降の主要な政治過程とな

る。 

 
106 金知濯、前掲論文、88 頁。 
107 前掲論文、88 頁。 
108 金知濯、前掲論文、89 頁。 
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4.国会議員選挙法改正の政策過程 

 

国会議員選挙法改正の政策過程には、すでに述べたように、以下の 2 つが大きく影

響したといえる。1 つは、第 9 次憲法改正によって定められた第 13 代国会議員選挙の

実施日である。もう一つは、1987 年 12 月 16 日に行われた第 13 代大統領選挙の結果

がもたらした余波である。 

まず、国会議員選挙法改正の政策過程において、第六共和国憲法改正の政策課題の

形成ステージでは、選挙法改正自体は民主化運動の成果が大いに活かされている。つ

まり、これは第 9 次憲法改正の第 6 共和国憲法付則第 3 条第 1 項に定められたもので

ある。 

そして、政策作成（立案）のステージでは、第 13 代大統領選挙の結果による、各

政党の妥協案だといえる。しかしながら、政策決定のステージでは、与党が単独で改

正の主導権を握ったといえる。 

次に、民主化運動の成果として第 9 次憲法改正が行われ、この第六共和国憲法の政

策決定のステージでは、盧泰愚大統領と各政党間の政策決定のイニシアティブをめぐ

る権力闘争が展開された。その結果、野党の分裂で盧泰愚が大統領に当選し、その帰

結として与党単独による国会議員選挙法案の強行採決となった。 

もっとも、与党単独での強行採決が可能となったのは、野党の分裂もさることなが

ら、盧泰愚政権が韓国政治の民主化への移行に向けての過渡期の政権であったので、

軍事独裁政権下で行われていた強行採決という政策過程の枠組みが根強く残っていた

ことによる、と筆者は分析している。 
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第 3 節 「文民政府」金泳三大統領による公職選挙および不正防止

法の制定 

 

1.実質的立憲主義の定着を目指す法制化の試み 

 

（1）閉鎖的政策過程空間からオープンな政策過程空間への転換 

民主化の成果として、第五共和国時代までの大統領に強大な権限を集中させていた

韓国的大統領制が変容し、それが半大統領制へと傾斜する可能性を秘めた新しい政治

制度が出現することになった。この制度は、大統領が国民によって選出され、行政府

の長となっても、同じく国民によって選出された国会議員の多数の支持を確保しない

限り、国政を一歩も前へ進めることができないシステムである。 

軍事政権の基本的性格は開発独裁であった。それは、経済の近代化を最優先課題と

し、その実現に向けて国力のすべてを傾けることを志向する政権であり、経済面で近

代化推進の担い手となった新興資本家層とそれらに連なる近代化の恩恵を被った人々

にとっては好ましい政権であった。 

しかし、軍事政権は基本的に国民の自由と福祉には関心がなく、その政策決定と執

行の方法はまさしく軍事的であった。それまでの官僚組織は、日本の植民地支配期の

総督府の執行体制を、第 2 次大戦後そのままアメリカ軍が引き継ぎ、占領行政の手段

として使ったものであった。日本人の幹部・中堅官僚が帰国した後、その職をそれま

で下級官僚として働いていた韓国人官官僚が昇進して埋め、あるいは、英語の通訳が

幹部・中堅官僚に登用された。 

従って、それは朴正熙政権登場までは、近代的行政組織といえるものではなかっ

た。もっとも、李氏朝鮮時代と植民地支配時代を通して、政府の主要な機能は国民の

行動を反政府の方向へ向かわせないようにコントロールすること、つまりローウィの

言う「規制政策」と「抽出政策」の実施であり、その任務を担当するのは警察、検

事、裁判官などの司法権力であった109。 

すでに第 1 章第 2 節で紹介したように、朴正熙政権は、こうした「規制政策」を担

当する行政組織を、退役将校を上級官僚に任用することで軍隊式に再編強化した。次

 
109 權祈憲『改訂版 政策学講義』博英社、2014 年、102 頁-105 頁。 
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に、経済の近代化を主要任務とする新しい行政組織を設立し、その人員はアメリカで

新しい行政管理学を学んできた将校を大量に退役させて任命し、軍隊式の新しい行政

執行組織を構築した110。こうして、独裁者が政策を決定し、上から命令を下すと、そ

の命令を絶対視して執行する軍隊式の行政機構ができ上り、朴政権はそれを用いて経

済近代化へと進んでいったのである。 

第 1 章第 3 節で述べたように、第三共和国から第五共和国までの開発独裁を推進し

た体制の韓国的大統領制では強大な権力が大統領個人に集中しており、それに伴い、

政策決定も大統領とその側近を中心に行われた。政策過程は閉鎖的であり、かつ政策

アクターも大統領などの少数者に限定されていた。ところが、民主化が進み始めた第

六共和国の初期段階において、大統領権限が弱められ、それに反比例して議会の権力

が相対的に増大した。それと共に政策過程の空間が拡大され、さらに市民社会を代表

する各種団体やマス・メディアも政策過程に参加することが可能となり、政策アクタ

ーの多元化という現象が生まれた。こうした政策決定過程の民主化プロセスが徐々に

形成される初期段階は、盧泰愚の過渡期政権を引き継いだ金泳三政権時代からようや

く始まることになるが、その様相も政策過程の分野では一進一退を繰り返している。

次に、この動きに目を向けたいと思う。 

 

（2）民主化に向けた動き―盧泰愚過渡期政権から金泳三政権へ向けての政党

政治― 

1988 年 2 月に発足した盧泰愚大統領時代の議会は、三大野党が多数派を形成してい

た。この 3 党の 3 人のリーダーは、5 年後の 1993 年に誰が先に大統領になるかを競い

合う関係にあった。韓国を民主化の方向へ向けてさらに前進させようと望んでいる政

党は、野党の平和民主党と統一民主党の 2 党のみであった。新民主共和党は旧軍事政

権、つまり朴正熙政権時代を支えた政治勢力であり、与党の民正党も全斗煥をリーダ

ーとする新軍事政権を支持する政党であるので、この両党は、民主化に対しては消極

的な姿勢を示していた。このように、野党 3 党の政治的志向は、まさに同床異夢の状

況にあったといえよう。 

 
110 田中誠一、前掲書、131 頁以下。 
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盧泰愚大統領は、政治的志向の違いはあるにせよ、同じ支持基盤をある程度競い合

う統一民主党に政策において妥協の姿勢を必要に応じて示すならば、議会で過半数を

確保する可能性も開かれていた。 

朴正煕および全斗煥の二つの軍事政権が野党、つまり議会をほとんど無視して政策

展開をしてきたのに対し、この後を継いだ盧泰愚大統領は、民主化途上の移行期にあ

り、さらに第六共和国憲法の規定による制約もあるため、二つの軍事政権のように行

政府を中心に政策展開を強行することはもはや不可能となっていた。こうした理由に

より、盧泰愚大統領は、野党の協力を得やすい課題の処理から政策展開を始めなくて

はならなかった。 

盧泰愚大統領は、まず 1988 年のソウルオリンピックを成功させ、翌年の 1989 年に

はソ連が崩壊し冷戦が終結した国際情勢を素早く捉え、外交の中心を広げる政策転換

をはかった。具体的には、体制競争関係にある北朝鮮にすでに経済面でははるかに先

行する地位を確保していたので、外交面で北朝鮮を国際的に孤立させるため、ロシア

（1990 年）・東欧諸国（1989 年～1995 年）・中国（1992 年）との国交樹立を目指す

「北方外交」を展開し、成功した。 

しかしながら、内政面においては民主化へのウォーミングアップの状態にあり、そ

のリーダーシップは、野党の両金（金泳三と金大中）の双肩にかかっていた。しか

し、どちらが先に大統領になるかをめぐり、彼らの対立が続いていた。従って、盧泰

愚大統領の任期が切れる 1992 年末の大統領選挙に向かって、二人の争いが水面下で

展開されていたのである。 

このような状況の下、統一民主党の金泳三は、プラグマティストの本領を発揮し、

1990 年に北と南に分かれているが同じ慶尚道を支持基盤とする与党民正党などとの合

同という「政治的冒険」111と呼ばれる奇策に打って出た。それは、新軍事政権の流れ

を汲む与党民正党と、今は野党であるが旧軍事政権の流れを汲む新民主共和党と、自

らの統一民主党との 3 党を合同させて新党を設立し、自分をその次期大統領候補に推

薦してもらう「ウルトラ C」の奇策である112。 

 
111 李・ナムクッ他『大韓民国歴代政府主要政策と国政運営―第 5 巻金泳三政府―』「韓国行政研究院」

大栄文化社、2014 年、43 頁。 
112 木村幹、前掲書。 



81 

この金泳三の「ウルトラ C」が功を奏し、新しい政党として民主自由党が誕生し

た。そして 1992 年の大統領選挙において、金泳三は次期大統領に当選することにな

った。この民主自由党は、1992 年 3 月 24 日に実施された第 14 代総選挙において、議

席の多数を獲得した。1993 年初めに大統領に就任した金泳三大統領は、この勢いに乗

じて新旧軍事政権時代の遺制を一掃し、現行憲法の基本的理念を国民の間に定着させ

る政治的な民主化の最後の仕上げという政治課題の解決に乗り出したのであった。 

金泳三大統領は、まず新韓国創造のための四大目標を国民に示した。第一に「きれ

いな政治」の樹立、第二に経済基盤の強化、第三に健全な社会、第四に統一された祖

国である。四つの中の第一である「きれいな政治」の樹立という政策目標において、

政治的な民主化の総仕上げとして一連の不正防止のための選挙法改正の方策を取り上

げた113。 

この政治課題は、李氏朝鮮時代以降、軍事政権に至るまでの間に国民の間に根強く

埋め込まれてきた、政治的行動様式を強く規定している権威主義を清算し、市民一人

ひとりが主権者として現行憲法の人権重視の理念に基づいて自由民主主義を運営でき

る、そうした制度と文化を作り出すことであった。それは「きれいな政治」の実現で

あると一言で表現できよう。それまで、政治とは「軽蔑される人々の軽蔑される仕

事」114であるとされ、国民の不信と嘲笑の的にされていた。その理由は、経済が停滞

したまま 500 年続いた李朝、そして日本の植民地時代を経て、韓国の 1980 年代まで

の間に、配分する価値の生産の拡大が少ない状態の中で、政治とは政権を取った一部

の政治家が恣意的に希少価値の配分を行うという歴史的遺制が色濃く残っていたため

である。また、歴史的遺制の一つである政・経・官の癒着体制が韓国にも再生され、

それが、政治は言うまでもなく社会と経済の面でも、不正・腐敗の風土を作り出して

いたのであった。 

この風土を刷新し、民主的市民社会にふさわしい政治文化を創出するために、教

育・啓蒙は言うまでもなく、処罰を伴う上からの強制力なしに国民の心の中に埋め込

まれている権威主義的心性を取り除くことは不可能であった。 

 
113 前掲書、43 頁。 
114 金明圭「選挙制度に関する研究」『檀國法学』檀國大學校、1995 年、45 頁。 
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顧みると、これまで韓国の民主化を阻害してきた最大の要因は、大統領や国会議員

が権力を用い、選挙をあらゆる不正な手段によって自己に有利に運用してきた点にあ

る。しかし、こうした不正を支えた国民の権威主義的心性がもう一つの要因であった

点は、忘れてはならないであろう。つまり、選挙の際、権力掌握を目指す者は、金品

や利権を有権者に提供し、それをまた有権者が喜んで受け取るという権威主義的文化

が根強く残っていたのである。 

以上の考察から理解できるように、それまで常態化していた不正な選挙を「きれい

に」する制度への改革なしには、実質的な立憲主義を定着させる事は不可能であっ

た。そこで、金泳三大統領は、「きれいな政治」を実現する方策の主要な柱として、

選挙制度改革を目指したのである。 

韓国では、有権者が住むその地方自治体の首長には、有力者あるいはその他の公職

者を動員させて、中央政府を代表する政治家が選出されてきた。このため、「地方自

治は民主主義の学校」と J・ブライス（Bryce）が言うように、まず地方に民主主義を

定着させない限り、「きれいな政治」を実現することはできないと考えられた。 

金泳三大統領は、まず軍事政権によって廃止されていた地方自治制を復活させ、地

方自治体を担う人々の選挙を「きれいな」ものにする地方自治体の選挙制度改革を行

った。1991 年、地方議会の議員選挙が実施された。ついで中央の公職者の選挙、つま

り大統領選挙、国会議員選挙、この二つを合わせた公職選挙法を制定することで、

「きれいな政治」の実現を図ろうとした。 

つまり、地方自治制の民主的改革を土台に、地方自治体の首長や議員の選挙法、す

でに制定し終わった大統領選挙法・国会議員選挙法の四つを一本化した選挙法改正

を、大統領主導、つまり大統領が主要なアクターになって政策提起したのが、1994 年

に成案になった「公職選挙および不正選挙防止法」（または統合選挙法とも言う）で

ある。 

以下、同法制定の政策過程を追うことにしたい。 
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2.金泳三政権と政治改革 

 

（1）軍人の排除と「きれいな政治」の実現 

金泳三は、1992 年 12 月 18 日に実施された大統領選挙において、新韓国を創造する

ための四大目標の一つとして、「きれいな政治」を実現する選挙制度改革を掲げた。

政治の不正・腐敗防止と金がかからない選挙のため、国会と政府内に「選挙制度改革

特別委員会」を設置して、各種選挙法と政治資金法の大幅な改正を公約に掲げた 115。 

1993 年 2 月にスタートした金泳三政権は、軍部による権威主義的支配の残滓の清算

をはかるため、全斗煥政権の中枢を占める 「ハナフェ（一つ）会」という団体を解

散させるなど、政治的軍人に対する粛軍作業などを推進した。さらに、国家安全企画

部、国軍機動部隊司令室など国民の自由を規制してきた権力機構を縮小させた。加え

て、憲法第 5 条「軍隊の政治的中立性」の理念を実現するために、軍部と政治を分離

させるなど、民主的秩序を定着させるための制度改革を目指した116。 

要約すれば、金泳三政府は、盧泰愚大統領時代まで存続してきた国家社会全般にわ

たる権威主義の残滓を清算し、文民優位の原則を確立し、それを土台にして正しい民

主政治と「きれいな政治」の枠組の構築を最優先課題にしたのである 117。 

金泳三政権のスタートによって、議会と政党などが活発に活動する政治体系が成立

し、NGO、利益集団、そして言論の政策入力機能が活性化するなど、市民社会の活動

領域が拡大した。それと連関して、政治体制が民主化されるということにより開かれ

た政策過程において、大統領直属の官僚集団の役割も従来と違い、相対的に縮小され

ていったのである118。 

とはいえ、権威主義体制の下で成長してきた官僚集団は、相対的に民主化された政

治権力の統制に対して抵抗を試みる様相も示したのであった119。 

 
115 『京郷新聞』1992 年 12 月 21 日、朝刊、5 面。 
116 李・ジョンスウ「韓国の歴代行政府の政策体制の特徴における考察」『韓国行政私学集』韓成大学

校、2008 年、92 頁。 
117 李・ナムクッ他『大韓民国歴代政府主要政策と国政運営―第 5 巻金泳三政府―』韓国行政研究院、

大栄文化社、2014 年、43 頁。 
118 李・ジョンスウ、前掲論文、92 頁。 
119 前掲論文、93 頁。 
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金泳三政府は、こうした官僚の抵抗を抑えるために、議会が政治の中心となるよう

に国会制度を改善した。このため、1993 年 12 月、国会議長の諮問機関として「国会

制度改善委員会」が設置された。  

金泳三大統領による権威主義を清算し「きれいな政治」を実現するための改革は、

公職者の財産公開にまで拡大した。これを契機に、公職者倫理法改正案が臨時国会で

通過し、施行された。また、1994 年 3 月、与野党合意を通じて「統合選挙法」、政治

資金法を改正し、「きれいな政治」のための制度的枠組を作った。「きれいな政治」を

実現するため、「公職選挙および選挙不正防止法」(別名統合選挙法)の制定により、

選挙運動の自由化をはかろうとした。不法選挙運動に対する規制および制裁の強化も

試みた。また、政治資金法改正を通じて後援会制度の設置を大幅に容認し、政党に対

する国家補助金支給も拡大した120。 

また、中央選挙管理委員会は、1992 年 12 月 18 日に実施された第 14 代大統領選挙

が前例のない公明な選挙であったと評価したが、有権者の目に写った選挙風土は、以

前とそれほど大きく変わるものではなかった。 

 

（2）民主化の焦点は選挙法改正へ 

与党民主自由党と金大中率いる野党民主党は、大統領選挙が終わるとすぐに、現行

選挙法に問題が多いと主張し、これを補完するために、法の改正意思を明らかにし

た。現行の大統領選挙法と国会議員選挙法は、過渡期政権の盧泰愚大統領により与党

にとって都合の良い方向へ改正されていた。すでに見てきたように、それは選挙を直

前にして改正または制定され、現実と合わない問題点が多くみられた。結局、選挙を

実施した後に再び選挙法を改正する悪循環が繰り返されてきたのだった。 

第 13 代・第 14 代大統領選挙の場合、選挙公示日の 9 日前に改正選挙法が公布さ

れ、候補者が選挙法の趣旨をまともに理解出来ない状態で選挙運動を行わなければな

らなかった。従って、選挙に先立ち十分な時間的余裕を持って選挙法を検討改正する

ことが何よりも重要であると指摘された121。 

 
120 李・ナムクッ他、前掲論文、43-44 頁。 
121 『東亜日報』1993 年 1 月 5 日、朝刊、3 面。 



85 

中央選挙管理委員会と政治学者・法学者の間には、大統領選挙法、国会議員選挙

法、地方議会選挙法、地方自治団体長選挙法など、公職選挙法に関する法を一本化

し、統合選挙法を制定した方がよいのではないかという意見が広範囲に広がってい

た。  

このような状況の中、1993 年 1 月 19 日、野党の民主党は「麻浦党本部」122で「非

民主法律改正・廃止特別委員会」の第 1 回目の会議を開き、政治資金法等に関する現

行の政治・経済及び社会・文化などに関連する 29 件の法律を第 1 次改正・廃止の対

象に定め、審議した123。 

それを受けて 1993 年 3 月 19 日、民主自由党は、選挙関係法・国家保安法等各種政

治関係法の改正案を論議するため、党内で「政治関係法審議特別委員会」を議員 22

名で構成し、この内 8 名が国会内において「国会政治関係法審議特別委員会」委員を

兼務するようにしたのである124。 

1993 年 5 月の国会で、「国会政治関係法審議特別委員会」において新しい選挙法を

制定するための議論が始まった。この「国会政治関係法審議特別委員会」は、国家安

全企画部法と国家保安法をはじめ、地方自治法、政治資金法、政党法と共に、各種選

挙法に対する改正・廃止作業に着手した。 

1993 年 6 月 14 日午後、「汝矣島党本部」125において、民主自由党の「政治関係法審

議特別委員会」(委員長申相式)は第 1 審議班会議を開き、大統領及び国会議員等各種

選挙法改正問題と関連して、選挙運動及び候補者登録期間の短縮、包括的な選挙運動

規制の撤廃、政治資金の規制と選挙運動の活性化を検討した。また、地方議会および

地方自治団体長、国会議員選挙、大統領選挙を包括するための「統合選挙法」制定を

検討し、現在任期満了期間が異なる基礎自治体および広域自治体の議会議員の任期を

統一することとした。1995 年上半期に選出される地方議員および地方自治体の長の任

期は 3 年に短縮し、選挙実施時期を調整する特例規定を検討した。  

 
122 党本部が麻浦区にあったので、このような表現が韓国では使われている。 
123 『ハンギョウレ新聞』1993 年 1 月 20 日、朝刊、3 面。 
124 同上、3 面。 
125 民主自由党の党本部が国会議事堂のある汝矣島にあったので、そのような表現が韓国では使われて

いた。 
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与党の民主自由党内においては、最大争点である選挙区制問題に対し、小選挙区制

の維持と中・大選挙区制の導入の両論が拮抗し、これについては、6 月 15 日に始まる

国会特別委主管公聴会で世論を取りまとめた後、議論することにした126。 

政治関係法と命名された政党法、政治資金法および統合選挙法に対する改正・廃止

作業が進められ、各種セミナーと公聴会等を通して国民世論が取りまとめられていっ

た127。 

また、与野党間交渉委員会を設置し、本格的な政治交渉に入ることになった。 

1993 年 8 月 30 日には中央選挙管理委員会が「選挙法制定（に関する）意見」を作

成し、国会に提出した。次に 1993 年 11 月 15 日、与党の民主自由党が「公職者選挙

および選挙不正防止法案」を提出した。最後に、野党の民主党が「公職選挙法案」を

1993 年 11 月 25 日に提出した。こうして、政治関係法審議特別委員会は、中央選挙管

理委員会と各政党が提出した案を基に協議を継続する一方、先進諸国の選挙制度を幅

広く比較・分析し、韓国の政治実情に合う制度の構築に積極的に取り組んだ128。 

与野党の合意が成立し、「政治関係法審議特別委員会」名義の「公職選挙および選

挙不正防止法（案)」が作成された。1994 年 3 月 4 日、同案は第 166 回臨時国会第 11

次本会議で議決された後政府に送付され、同年 3 月 16 日、法律第 4739 号「公職選挙

および選挙不正防止法」という名称で公布・施行された。この「公職選挙および選挙

不正防止法」は、それまであった 4 つの各種選挙法を統合したことに由来して「統合

選挙法」という名称とされた。 

 

3. 中央選挙管理委員会と各党の選挙制度改革案 

 

（1）中央選挙管理委員会 

韓国の選挙管理業務の沿革を見ると、第一共和国では個別選挙法で選挙管理機関が

設置され、第二共和国では初めて選挙管理の公正性を保障する目的で選挙委員会が憲

法機関となり、1960 年に個別の法律として選挙委員会法が制定・公布された。1962

 
126 『毎日経済新聞』1993 年 6 月 15 日、朝刊、3 面。 
127 李・ハンスウ「公職選挙法上の地方選挙制度改善に関する研究―選挙運動から現れる問題点とその

改善方案を中心に―」（修士論文）、高麗大学校法務大学院、2005 年、36 頁。 
128 李・ハンスウ、前掲論文、36 頁。 



87 

年 12 月 26 日、第三共和国の第 5 次憲法改正時に選挙管理委員会が憲法機関と規定さ

れ、1963 年 1 月 16 日に選挙管理委員会法が制定・公布され、1963 年 1 月 21 日に中

央選挙管理委員会が創設された。9 人(大統領任命 3 人、国会選出 3 人、大法院長指名

3 人)で選挙管理委員会は構成され、委員の任期は 6 年であった。委員長と常任委員は

委員の中で互選し、慣例上最高裁判事が委員長に選出されることになっていた。 

選挙管理委員は、政党に加入したり、政治に関与したりすることはできない。もし

委員が政党に加入、あるいは政治に関与した場合、弾劾決定で罷免されることになる

が、禁固以上の刑の宣告を受けた場合でない限り解任・解職・罷免されない。行政機

関として、事務局には国務委員級の事務総長と次官級の事務次長、そして 2 室 1 局 12

課がある。主要職務は、法令が定めるところにより選挙、国民投票および政党に関す

る事務を統括・管理し、ソウル特別市・広域市および各市・道選挙管理委員会、区・

市・郡選挙管理委員会および邑・面・洞選挙管理委員会などの下級選挙管理委員会を

指揮・監督した。 

選挙管理委員会は、主要な権限として、①規則制定権、②選挙犯罪調査権、③選挙

費用調査権、④選挙法違反行為に対する措置権、⑤不法施設などに対する措置および

代執行権、⑥不法宣伝物郵送中止法、⑦選挙法違反行為予防および取り締まり権、⑧

政治関係法の制定・改正に関する意見提出権、⑨選挙事務に関する指示または協力要

求権などを行使することができる。 

1993 年 1 月 21 日、中央選挙管理委員会委員長の尹錧は以下のように述べた129。 

 

そもそも、創設 30 年を迎えることになった中央選挙管理委員会は、1960 年の李

承晩大統領時代の「3.15 不正選挙」の余波で公明選挙制度確立への要求が高まっ

た事を受け、1963 年 1 月 21 日、立法・司法・行政部とは別に憲法上の独立した

機関として誕生した130。このように、選挙管理機関を憲法上の独立機関にしてい

る国は、世界でも韓国だけである。 

 
129 『東亜日報』1993 年 1 月 21 日、朝刊、9 面。 
130 1960 年 3 月 15 日、李承晩大統領の自由党政権によって大々的に不正行為が強行された正・副大統

領選挙をいう。当時自由党政権は李承晩と李起鵬を正・副大統領候補にし、野党である民主党は趙炳玉

と張勉を正・副大統領候補にした。しかし、選挙結果をあらかじめ分析した自由党政権は、正当な選挙

を通じては全く勝算がないということを知ると、持っている権限を利用して大々的な不正選挙計画をた

てることにした。1960 年 2 月 15 日、民主党大統領候補であった趙炳玉が、病気治療中にアメリカで突
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中央選挙管理委員会の地位を憲法で独立機関として規定したのは、1963 年当時、中

立的機関でなければ選挙管理を全うすることができなかったほど、行政府の不正行為

が激しかったことに起因していた。中央選挙管理委員会は、1994 年までの間、大統領

選挙 5 回、国会議員選挙 9 回、統一主体国民会議代議員選挙 2 回、国民投票 5 回、地

方議会選挙 2 回、選挙人選挙 1 回など、24 回の選挙を管理した。 

ただし、中央選挙管理委員会は、憲法上独立の地位を保障されていたとはいえ、憲

法が時の権力者の統治の手段とされていたこともあり、その地位は形式に過ぎなかっ

た。こうした過去を踏まえて、中央選挙管理委員会は、「統合選挙法」の制定と地方

自治団体の首長の選挙法改正を推進し、さらに投票・開票事務の電算化案と地方公共

団体選挙の管理案を推進するなど意欲的であった。  

1993 年 2 月 10 日、中央選挙管理委員会の尹錧委員長主宰で選挙管理諮問会議が開

かれ、選挙制度および政治意識の改革を 1993 年の主要な事業として推進することを

目標にした、金裕泳事務次長を団長とする「制度改善研究団」が設置された。 

中央選挙管理委員会は、特に選挙管理のために各種公職者選挙に関する法律を一つ

にまとめる案を講じることにした131。 

「制度改善研究団」は、20 名余りで構成された中央選挙管理委員会選挙制度研究班

である。「制度改善研究団」は、1993 年 2 月から 8 月までの間、30 余ヶ国の選挙法と

韓国選挙関連論文 500 余編などを検討し、『統合選挙法制定（に関する）意見書』を

作成した。『統合選挙法制定（に関する）意見書』は、17 章 273 条、付則 9 条からな

っている。 

『統合選挙法制定（に関する）意見書』の主な内容132は、次の通りである。 

①公職者の資産公開 

 

然死亡したことにより、李承晩の大統領当選が確実になった。その後、選挙の焦点は、当時老齢(85

才)だった李承晩の有事時に継承権を持つ副大統領選挙に移されることになった。選挙遊説が本格化

し、政府と与党の選挙運動妨害事件が連日続いた。当時指示された不正選挙計画の内容によれば、40%

事前投票、3 人組または 5 人組による反公開投票、幽霊有権者操作と棄権強要、棄権者の代理投票、内

通式記票所設置、投票箱すり替え、開票時の混ぜ票と替え票、得票数操作発表など、途方もない不正行

為が行われた。このような不正行為により、1960 年 3 月 15 日に行われた選挙では、李承晩・李起鵬候

補がそれぞれ 88.7%と 79%の得票率で正・副大統領に当選した。特に、開票過程で副大統領李起鵬の票

が 100%に肉迫する結果が出て、これを 79%に下方調整することもあったのである。 
131 『ハンギョレ新聞』1993 年 2 月 11 日、朝刊、1 面。 
132 『京郷新聞』1993 年 8 月 21 日、朝刊、7 面。 
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金融機関への実名取引を通し、収入・支出明細を選挙管理委員会に報告させる。一

般人の閲覧および異議申し立てを可能にし、超過支出事実が明らかになる場合、当選

無効とする。 

②選挙公営制 

宣伝ポスター、選挙公報、小型印刷物、放送演説、合同演説会、投票・開票立会人

手当てなどの費用を国家と地方自治体が負担するようにし、分担額を増やして選挙公

営制を拡大する。 

③投票日の法定化 

大統領選挙と国会議員選挙は、任期満了日前、それぞれ 70 日と 60 日前の金曜日と

し、投票日が祝祭日に重なる時は、その翌日実施するように法定化する。 

なお、これに伴い、第 15 代大統領選挙は 1997 年 12 月 19 日、国会議員選挙は 1996

年 4 月 6 日に実施することになり、地方選挙は 1995 年 5 月 12 日実施することが付則

で決められ、任期を 1998 年 6 月 30 日として、任期を 1 年間短縮させ、国会議員選挙

と隔年で実施すると改正した。 

選挙日程の場合、選挙運動期間を大統領選挙では現行の 29 日から 21 日に、国会議

員選挙では 18 日から 15 日に短縮し、大統領選挙、国会議員選挙、基礎自治体および

広域地方自治体の議会とそれぞれの長の選挙の、6 つの選挙の投票日を法定化した。

地方自治体の議会およびその長の選挙の 4 つは、できるだけ同時に実施することにし

た。 

④選挙運動の自由化 

選挙運動対象と範囲も大幅に拡大し、公務員などを除き、誰でも特定候補のために

選挙運動をすることができるようにする。選挙法に規定された選挙運動の範囲を超え

る選挙運動を不可とする現行包括的禁止規定を削除し、個別的に禁止・制限されない

選挙運動を全部許可するなど、選挙運動を大幅に自由化した。 

⑤選挙法違反者に対する罰則強化 

選挙法違反者に対しては、政党・法人・団体などが違法行為の主体である場合、そ

の違反行為を犯した者と共に処罰する。 

選挙管理委員会が告発した事件に対しては、選挙管理委員会に裁判所への提訴権を

付与し、買収および利害関与罪などに対しては未遂犯も処罰する。 
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⑥連座制の導入 

大統領選挙を除いた他の選挙では、連座制を拡大し、選挙費用制限額を超過支出し

た選挙事務長などが懲役または禁固刑以上の宣告を受けると、候補者の当選を無効と

する。また、選挙費用の虚偽記載や超過支出があった時は当選を無効にし、選挙法違

反で有罪判決を受けた者は、10 年間被選挙権および公職就任権を剥奪するという前例

のない強力な処罰条項を設けた。 

⑦選挙区の調整 

国会議員選挙区の場合、国会内に中立的な人で構成された選挙区画定委員会を設置

し、議員任期開始後 2 年以内に人口偏差が 4 対 1 を越えないように選挙区を調整し、

選挙区調整に関する意見を国会議長に提出する。また、地方区議員候補者を全国区議

員候補者で同時に推薦できるようにする。 

⑧投票・開票方式の改正 

投票・開票方式では、機械式記票と電算式集計方式を導入し、郵便による不在者投

票方式をすべての選挙に適用する。 

以上のような『統合選挙法制定（に関する）意見書』を、中央選挙管理委員会委員

長は、1993 年 8 月 30 日、国会に提出した。 

これに伴い、「国会政治関係法審議特別委員会」は、中央選挙管理委員会の『統合

選挙法制定（に関する）意見書』に基づいて、通常国会で統合選挙法制定に関して本

格的に審議を行うことになった。  

中央選挙管理委員会の『統合選挙法制定（に関する）意見書』に対する各党の反応

は、次の通りである133。 

①民主自由党の反応 

与党の民主自由党は、全国区得票比率配分と国会議員選挙費用上限額(現行 1 億 3

千万ウォンから 1 億 5 千万ウォンの半分程度である 6 千 9 百万ウォンまでとする)

は、現実を無視した意見であると主張した。さらに、選挙費用は公営制の大幅な拡大

と反比例することになるので、具体的な公営制の範囲と国庫補助金増額規模が先に決

定されるのであれば上限額を定めることができる。即ち、現在の有権者 1 人当り 6 百

ウォンとなっている国庫補助金の増額の問題である。しかし、選挙公営制を拡大して

 
133 『東亜日報』1993 年 12 月 11 日、朝刊、5 面。 
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政治費用の国庫負担を増やすことに関しては、選挙管理委員会の『統合選挙法制定

（に関する）意見書』の基本原則に異論はない、との反応を示した。    

②野党民主党の反応 

野党の民主党を代表して、朴智元スポークスマンは、『意見書』は選挙公営制を拡

大させ、金権・違反選挙の防止に努めており、包括的禁止規定も削除することによっ

てより自由な選挙運動を許容しているので、原則的に歓迎する、と公式論評をした。 

特に、投票日が法定化されることによって、投票日に関して与野党間の無益な論争

の余地もなくなったと高く評価した。しかし、選挙年齢に関して明確な案を出さなか

ったという点で物足りなさを表明した。選挙年齢については、民主党は以前から 18

歳への引き下げを主張していた。金泳三大統領も過去野党時代から選挙年齢を 18 歳

に引き下げるべきであると主張しており、選挙管理委員会がもう少し年齢を引き下げ

ることに積極的に動く必要があったとしている。 

 

（2）各党の選挙制度改革案 

1993 年 8 月 30 日、中央選挙管理委員会は『統合選挙法制定（に関する）意見書』

を国会議長に提出した。これを受け、与党の民主自由党は、1993 年 10 月 6 日、試案

を作成した。 

民主党は、1993 年 9 月 27 日、政治改革委員会主催の統合選挙法案のための討論会

を開催し、党論を集約し、民主自由党より一足早く改正案を作成した。両党は、国政

監査までに選挙法改正試案を作成した後、国会の政治関係法審議特別委員会を通じて

交渉に入り、年内の処理を目指した。 

両党は、過熱・違反選挙と金権選挙排除という原則では意見が一致していた。両党

共に、選挙運動の拡大・選挙公営制の拡大・選挙費用支出要因除去・選挙法違反時の

制裁強化等で方向性を同じくしていた。従って、どの党案を採択しても、既存の選挙

風土や政治文化を変えなければならないという認識では一致していた。しかし、具体

的な条項をみると、選挙キャンペーンが自分の党に少しでも有利になるように努力し

た痕跡がみられる。 
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与野党間の見解の違いが大きい部分は、投票制度と議席の全国区配分方式で、民主

自由党は、現行小選挙区制は維持するが、全国区制を変更して、その議席比率を得票

比率に変えようとした。 

これに対し、民主党は、小選挙区制実施にともなう死票の防止のため、地域代表と

比例代表を同時に選ぶ(1 人 2 投票制)方式の導入を主張した。これはドイツ式制度で

あり、有権者に２票が与えられ、候補者と政党にそれぞれ一票ずつ投票し、地域候補

と政党得票率による比例代表を選出する方式である134。 

また、民主自由党が比例代表で現行通りの全国区配分を主張したのに対し、民主党

は市・道別配分案を提示した。 

選挙権年齢に関しても、民主自由党が現行 20 歳の維持を主張したのに対し、民主

党は 18 歳に引き下げる案を持ち出して対抗した。 

選挙運動方式については、民主自由党は無報酬ボランティア制導入、垂れ幕廃止、

宣伝用のパンフレットの枚数の制限、合同演説会廃止と個人演説会の無制限許可を主

張した。これに対し、民主党はボランティア制導入、個人演説会の無制限許可には賛

成しながらも、合同演説会、垂れ幕などは存続を守る立場であった。 

開票立会人費用のみ国庫負担になっている条項を投票開票立会人まで拡大すること

には、与野党が同じ意見であった。また、選挙ごとに金品のばらまきについての是非

が問題となる党員団結大会については、民主党が選挙期間中の全面禁止を主張し、そ

れを公開座談会に変えようという意見を提示した。民主自由党は、座談会を許可する

ものの、党員団結大会は選挙管理委員会に事前に申告し、回数を最小限に制限しよう

という立場をとった。 

「きれいな選挙」のために、主要な検討対象であった選挙費用についても、両党は

規制と処罰を大幅に強化しようとしたという点で一致した。 

民主自由党は、選挙終了後 1 ヶ月以内に支出明細と領収書などの証拠書類を選挙管

理委員会に報告し、選挙管理委員会はこの内容を、マスコミを通じて一般に公開する

ように提案した。また、選挙費用の虚偽記載や超過支出があった時は当選無効にし、

選挙法違反で有罪判決を受けた者は 10 年間被選挙権および公職就任権を剥奪すると

いう、前例のない強力な処罰条項を設けた。 

 
134 『京郷新聞』1993 年 9 月 28 日、朝刊、5 面。 
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民主党も、選挙管理委員会が報告された選挙費用に対して実態調査権を持ち、選挙

事務長、会計責任者、候補者家族が買収や寄付行為制限違反等で懲役刑を宣告された

場合、候補者の当選を無効にすることについて賛成した。 

ただし、民主党は、新しく選挙犯罪に関して裁判所への提訴制度の導入を主張して

いる。このような主張が出されてきた背景は、それまでは、選挙法が制定されていて

も、それが守られなかったことにある。その理由の一つが、政府の圧力の下にある

か、あるいは自らの意思で検事が法律を無視し、不公正な不起訴処分が行なわれ、選

挙法違反がほとんど放置されてきたことである。 

つまり、検事の公訴権行使の公正性に問題があった。わかりやすく言えば、選挙法

違反が告発されても、検事によって実質的に無視されてきたのである。その対策とし

て、民主党は、買収および利益誘導の罪および公務員の選挙犯罪に関して、告発した

候補者および政党の中央執行部は、検事が公訴を提起しないという通知を受けた後 10

日以内に、その検事が所属する検察庁に対応する裁判所に対して提訴することができ

る権利を主張した135。 

以上の内容をまとめたのが図表 3-2 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 金明圭「選挙制度に関する研究」『檀國法学』檀國大學校、1995 年、247 頁。 
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図表 3-2 民主自由党と民主党の試案 

 民主自由党 民主党 

名称 公職者選挙および不正選挙防止法 統合選挙法 

選挙区制 小選挙区制 小選挙区制 

選挙人年齢 20 歳 18 歳 

投票方式 1 人 1 投票制 1 人 2 投票制 

比例選挙 得票比率による全国配分 政党得票比率による市・道配分 

選挙日法定化 留保 

国選/地方選挙任期満了日前 60 日以後最初

の水曜日 

選挙区画定委員会設置 留保 留保 

 

選 

挙 

運 

動 

選挙運動員 有給運動員全面廃止 有給運動員少数許容 

垂れ幕 廃止 存続 

演説会 合同演説会廃止、個人演説会許容 合同・個人演説会並行 

党員団結大会 選挙期間中最小化、座談会許容 公開座談会のみ許容 

街頭演説 不許可 許容 

もてなし提供 不許可 不許可 

 

選 

挙 

公 

営 

制 

投票監視人費

用 

国庫負担 

国庫負担 

選挙預託金 

現行通り 

大統領(政党候補 5 千万ウォン、無所属候

補 3 億ウォン)、国会議員 1 千万ウォン、

市・道知事 3 千万ウォン 

大統領 3 億ウォン、国会議員 1 千万ウォ

ン、市・道知事 5 千万ウォン 

広報物 選挙管理委員会に製作費寄託後一括製作 広報物１種のみ国庫製作後国庫発送 

選挙

法違

反者

対応  

裁定申請制度 反対 賛成 

連座制導入 賛成 賛成 

未遂犯処罰 反対 賛成 

控訴時効 6 ヶ月 1 年 

（出典）『京郷新聞』1993 年 9 月 28 日、朝刊、5 面を基に、筆者作成。 
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4.改定案の国会審議 

 

1994 年 1 月 19 日、与党民主自由党と野党民主党の院内総務は総務会談を開き、

1994 年 2 月 15 日から 3 月 4 日まで 18 日間の臨時国会を開き、同年 6 月 30 日までに

成案を出すことにして「国会政治関係法審議特別委員会」を再設置することに合意し

た。 

また、与野党は、「国会政治関係法審議特別委員会」を再設置する前まで各 3 名の

議員で「法案交渉代表チーム」を設置し、1993 年 12 月 31 日に中断された統合選挙

法、政治資金法、地方自治法の法案の審議を継続し、さらにこれらの議員を必ず「国

会政治関係法審議特別委員会」に含めることにも合意した136。 

1994 年 1 月 24 日、与野党「法案交渉代表チーム」6 人の代表は国会で初会議を開

き、統合選挙法、政治資金法、地方自治法の法案の本格的な審議に入った。与野党

は、2 月 15 日に招集される臨時国会前まで統合選挙法などの懸案に対して一次交渉を

終えた後、臨時国会で再設置される「国会政治関係法審議特別委員会」において継続

審議を通じて処理する計画を立てた137。 

与野党「法案交渉代表チーム」6 人の代表は、1994 年 3 月 2 日、深夜 1 時まで交渉

したが、選挙違反者に対する裁判所提訴制度の新設等について妥協点を見出せなかっ

た。民主党は、選挙違反者の被害当事者である告訴人（候補者、政党）両方に裁判所

提訴権を与えることとした。これに対し、民主自由党は、裁判所提訴権乱発の可能性

があるため、選挙管理委員会にのみ付与することを主張した。 

また、民主自由党は、地域区議員に対し得票比率で比例代表議員を選出するのは、

憲法上の直接選挙条項に違反するという理由により、比例代表議員に対しては政党投

票制を導入することを要求した138。 

1994 年 3 月 3 日、深夜まで審議が継続し、民主自由党は裁判所提訴主体について、

民主党は対象犯罪部分について、各党妥協することになった。 

1994 年 3 月 4 日午前、統合選挙日に関して、野党民主党は 4 月あるいは 5 月中旬

を、与党民主自由党は 6 月を主張した。両党の総務会談によって、民主党は、統合選

 
136 『ハンギョウレ新聞』1994 年 1 月 20 日、朝刊、1 面。 
137 『東亜日報』1993 年 1 月 24 日、朝刊、1 面。 
138 『東亜日報』1993 年 3 月 2 日、朝刊、3 面。 
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挙日を民主自由党案の 6 月 27 日に譲り、代わりに国家保安法を審議することを担保

に了承した。これによって 1994 年 3 月 4 日、国会本会議を通過した。 

 

5.「公職選挙法および不正防止法」制定の政策過程の特徴 

 

 国会議員選挙法改正に関して、政策決定が盧泰愚大統領の主導で行われたのは、第

五共和国時代までの韓国大統領制特有の閉鎖的な政策空間を彷彿させる。ところが、

政策空間が開かれた第六共和国において、何故金泳三大統領主導で「公職選挙法およ

び不正防止法」制定に関する政策決定が可能であったのか。その答えは半大統領制に

ある。第 2 章第 3 節で指摘したように、大統領が所属する政党が議会の多数派である

場合、半大統領制は大統領主導の体制に変化する。金泳三は、上記の通り「ウルトラ

C」の奇策を弄し、新軍事政権の与党民政党と旧軍事政権の与党新民主共和国と自党

とを合同させ、巨大な与党を作り出した。従って、金泳三大統領制は議会で多数派の

与党を擁しているが故に、総合選挙法改正の政策過程では主導的役割を果たすことが

できたのである。とはいえ、決定された内容の法制化の段階において、国会では、野

党という政策アクターの存在を無視できない。その結果、妥協の政治という民主政治

の一面がようやく韓国でも政治的民主化として現われ、政策過程もオープンになり、

世論の注視の中で多元的政策アフターの参加も可能になるシステムの変容が始まっ

た。こうした金泳三政権の登場と共に、ようやく韓国でも政策過程の民主化への扉が

開かれ、政治的民主化の制度づくりの基盤の最後の総仕上げである統合選挙法改正が

可能となったのである。 

こうした政策過程が展開される新しい局面での政策過程を考察するならば、1994 年

の「公職選挙法および不正防止法」の政策過程の特徴は、政策課題の形成段階、政策

立案段階、政策決定段階の全てにおいて、金泳三大統領の主導で行われた点である。 

政策課題の形成段階では、金泳三大統領は選挙公約に選挙制度改革を掲げた。金泳

三大統領は、果敢な政治改革で政治の道義性を高め、地に落ちた政治に対する国民の

信頼を回復し、国会が真に民意を反映する殿堂に新たに生まれ変わらなければならな

い、と強調した。 
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政策立案段階では、1993 年 1 月 19 日、野党民主党は、党本部で「非民主法律改

正・廃止特別委員会」を設置し、論議を始めた。 

1993 年 2 月 10 日、中央選挙管理委員会は、尹錧委員長主宰で選挙管理諮問会議を

開き、選挙制度および意識改革を 1993 年の主要事業として推進することとし、金裕

泳事務次長を団長とする「制度改善研究団」を設置した。 

与党民主自由党も、金泳三大統領の政治改革に対する強い意思に従い、1993 年 3 月

19 日、選挙関係法・国家保安法等各種政治関係法の改正案を論議するため、党内で

「政治関係法審議特別委員会」を設置し、論議を始めた。 

1993 年 8 月 30 日には、中央選挙管理委員会が「選挙法制定（に関する）意見書」

を作成し、国会に提出した。1993 年 11 月 15 日、与党の民主自由党が「公職者選挙お

よび選挙不正防止法案」を、1993 年 11 月 25 日、野党の民主党が「公職選挙法案」を

提出した。 

政策決定段階においても、金泳三大統領は、1994 年度予算案の提出に際しての施政

演説を通じ、統合選挙法、政党法、政治資金法などの政治改革関連法案が今国会会期

内に処理されなければならない、と再度主張した。金泳三大統領は、選挙革命、政経

癒着関係断絶、政治資金の透明化などを当面の課題とし、第 14 代国会で解決しなけ

ればならない重要かつ早急に解決すべき政策であると指摘した。金泳三は、今国会会

期内に与野党が知恵を集めて政治改革関連法の改正がなされることを期待すると強く

主張した139。 

「政治関係法審議特別委員会」は、中央選挙管理委員会と各政党が提出した案を基

に協議を継続する一方、先進諸国の選挙制度を幅広く比較・分析し、韓国の政治実情

に合う制度を積極的に取りまとめた140。 

これにより、法制化の段階では舞台は議会へ移り、与野党の合意で「政治関係法審

議特別委員会」名義の「公職選挙および選挙不正防止法（案)」を準備した。その

後、1994 年 3 月 4 日第 166 回臨時国会第 11 次本会議で法案は可決され、政府に送付

 
139 『ハンギョレ新聞』1993 年 11 月 13 日、朝刊、3 面。 
140 李・ハンスウ、前掲論文、36 頁。 
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された。同年 3 月 16 日、法律第 4739 号「公職選挙および選挙不正防止法」という名

称で公布・施行された141。 

金泳三政権の政策過程の特徴は、政治体制が全般的に民主化されたにもかかわら

ず、大統領が主導して政策課題の形成・政策作成・政策決定まで行ったことである。

そのやり方は、表面的には過去の権威主義的政策決定方式を大きく抜け出すものでは

なかったかのように見られるが、その実体は、半大統領制が大統領制へと傾斜させて

しまう議会における政党政治の影響によるものであるという点を忘れてはならないで

あろう。 

  

 
141 現行憲法に基づく統治システム及び「公職選挙および選挙不正防止法」の実施状況について紹介し

た文献として次のものがある。大林啓吾・白水隆編『世界の選挙制度』三省堂、2018 年、「韓国」（執

筆者：水島玲央）、190-210 頁。また、選挙管理の「韓国モデル」を紹介したものとして、大西裕『選

挙管理の政治学 ―日本の選挙管理と「韓国モデル」の比較研究―』有斐閣、2013 年、第三部「韓国モ

デル」の実証分析、153-250 頁を参照。 
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第 4 章 事例研究Ⅱ：社会・経済改革に関する事例 

 

第 1 節 「国民の政府」金大中政権成立前後の政治過程 

 

韓国政治の理解を助ける補助線として、地域主義について序章第 3 節で紹介した

が、韓国の政党の性格もこの地域主義と深い関係がある。 

そもそも、近代国家においては、自由民主主義体制を運営するのは政党である。従

って、政党の性格の違いによって、各々の国の自由民主主義体制における政党政治の

バリエーションも生じる。西欧先進諸国の政党は、第一に、市民社会の多様な要求や

利害の表出を行う機能を担う。次に、政党は、これらの表出された要求や利害を全体

としての市民社会の存続と発展にとって望ましい最適な方向において充足・調整する

ための行動指針として政治的イデオロギーを打ち出し、その実現のための政治活動を

展開する。その際、各党は各々の政治的イデオロギーに沿って市民社会の要求と利害

の集約に努める作業で他党と競合するが、その過程で国民の支持をより多く得た政党

が国家権力を獲得することになる。政権をとった政党は、公約した政治的イデオロギ

ーの実現に努め、失敗した場合は競合政党に政権を譲る。このように、西欧の自由民

主主義諸国は、政党を中心に国政が運営されている。従って、政党という集団を作り

出し存続させている組織原理は、市民社会を構成する個人や集団の要求や利害と、そ

れらを国家権力に結びつける政治的イデオロギーである。以上が政党についてアメリ

カ現代政治学から学んだ筆者の理解である。もし、この理解が正しいとして、こうし

た近代国家の政党概念を持って韓国の政党なるものを考察したとしても、それによっ

て捉えられる側面はほとんどないと言っても過言ではなかろう。つまり、韓国の政党

の性格は近代政党のそれではなく、韓国的特色を持つ徒党集団と規定しても間違いな

いのである。 

李氏朝鮮時代において、体制護教原理としての儒学の解釈をめぐって徒党集団が結

成され、それらが王の寵愛をめぐって相争い、党争を繰り広げてきた悪しき遺産が韓

国にはある。この李氏朝鮮時代の徒党集団の組織原理は、第一に血縁・地縁であり、

儒教はこの徒党集団結成を正当化するイデオロギーとして利用されてきたに過ぎなか



100 

った142。こうした悪しき遺産が清算されず色濃く残っている韓国では、国家権力を掌

握した権力者側、つまり大統領になった最高権力者は、自由民主主義的憲法の規定に

一応リップサービスをする必要があるので、大統領の権力を抑制する議会を骨抜きに

するために官製の「政党」を上から作り、あらゆる不正な手段を用いて与党候補の多

数が当選できるように選挙操作を繰り返してきた。その代表的な官製与党の例が、李

承晩の自由党、朴正熙の民主共和党、全斗煥の民正党である。こうした官製与党は、

各選挙区において、それぞれの事情に応じて血縁や地縁その他の前近代的な紐帯で結

ばれている多くの集団を、利権と御上と関われるという「名誉」の配分を餌に結合さ

せた徒党集団の性格を有していたと言っても過言ではない。そういう点では、官製与

党は前近代的な原理に基づいて組織されている。従って、李、朴、全の三代の官製与

党の構成員はほとんど同一であった。つまり、彼らは大勢順応主義者の塊であったと

言っても過言ではなかろう。 

野党の場合も、その組織原理は与党とほとんど変わらない。但し、政府に反対する

野党のリーダーは政権を掌握している政治的エリートとは出身地を異にしているの

で、野党の組織原理は地縁に関しては当然与党と異なる。ところが、その存続を保障

する「権力亡者」吸引機の使用が政府によって公認されている点に注目してもよい。

朴正煕政権は、議会の権力を弱体化させる手段として官製与党を上から創出する方法

と並行して、自由民主主義を要請するアメリカの要求に一応応えるように装う必要が

あり、コントロール可能な野党も体制存続の「あそび」としてある程度の活動を認め

た。 

朴正煕政権は、与野党を問わず国会議員をコントロールするために、憲法に国会議

員に立候補できるのは政党所属者のみであるという規定を盛り込んだ。実は、この規

定こそが、野党指導者にとっては政党の結成・存続のために必要不可欠な予期せぬ一

種の「打ち出の小槌」の役割を果たしたのである。韓国では、何らかの分野で成功

し、国民の価値序列の最高の価値である権力、その象徴である国会議員になりたいと

願う者が多くいる。国会議員になるためには、党の公認を受けなければ立候補できな

くなったため、政党が地縁に基づいて組織されている以上、全羅道で国会議員を希望

 
142 田中誠一、前掲書、29-31 頁。高崙宗『韓国史入門』図書刊行会、1981 年、366-368 頁。小倉紀

蔵、前掲書、172 頁。 



101 

する者は金大中に巨額の献金をし、彼の政党の公認を受けなければ国会議員になれな

い状況が生まれたのである。 

こうして野党は大統領になると期待されているリーダーを中心に離合集散を繰り返

すことになり、党名が数年おきに変わるのはこれに起因していた。以上のような野党

の有様を見るならば、韓国の野党も近代政党とは言えず、政党とは大統領就任を希望

する者が権力を獲得するための手段であり、従って、権力獲得の都合でいつでも解党

や結党を繰り返すのが常態となった。 

本節の冒頭で、このような韓国の政党の性格について述べたのは、第一に第六共和

国は基本的には半大統領制であるため、議会の多数を占める政党の行方によっては大

統領の政策決定が大きく影響を受けることになるからであり、第二にこうした韓国的

な政党の特色を一身に背負っている象徴的な政治家の金大中が大統領になるまでの政

治過程をこれから述べるにあたり、この政治過程を動かす力学を説明するために韓国

の政党の性格を明らかにしておく必要であったからである。 

さて、金泳三が大統領になるために自ら率いる統一民主党とそれまで戦ってきた新

旧軍事政権の与党であった二つの政党とを野合し、巨大な民自党を誕生させ、その民

自党の大統領候補となり、大統領になった事については前節ですでに紹介した。こう

した金泳三のとった行動は政治倫理にもとる行為であり、従って、統一民主党の中で

も彼の行動に批判的な者は三党合同には従わず、残留した者もいた。その残留した者

たちの代表が、後に大統領となる戦後生まれの廬武鉉である。 

合同に参加しなかった者たちは、ミニ政党の民主党を 1990 年 6 月に創立した。廬

武鉉は釜山で労働問題も取り扱う人権派弁護士として活躍しており、彼の周辺には、

西欧先進国の近代政党と同様に韓国の政党も地域主義に基づいて組織され、運営され

るべきではないと考える、いわゆる「386 世代」という者たちが集まっていた。彼ら

は、韓国においても市民社会が出現しつつあるので、政党も前近代的な組織原理では

なく、社会・経済的な利益を中心に組織運営されるべきであると考えていた。そうし

た考え方の代表者である廬武鉉は、韓国において古い政党の組織原理の改革を目指し

た最初の近代主義者であったとみられよう143。 

 
143 廬武鉉編著・青柳純一編訳『韓国の希望・廬武鉉の夢』現代書館、2003 年、5-6 頁、70-72 頁。 
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一方、大統領になる権力闘争において、金大中は、自ら率いる平和民主党の名称を

新民主連合に変更した。そして 1991 年 9 月に、廬武鉉の民主党と合流した。党名は

廬武鉉のミニ政党の民主党の党名をそのまま利用することにした。地域主義者から見

ると、廬武鉉のとった金大中の政党との合同は裏切り行為に映ったことは言うまでも

ない。廬武鉉は 1992 年の総選挙で地元釜山の選挙区で立候補したが、落選した。そ

して、1995 年の釜山市長選挙においても落選した144。それは、政党の組織原理を近代

的なものに変えようとする廬武鉉の時代に先んじた行動に対する根深い地域主義の逆

襲とも解釈される。 

すでに述べたように、1992 年末の大統領選挙では、金泳三が対立候補の金大中に対

して 190 万票の差をつけて大統領に当選した。金大中は心理的にも政治的にも追い込

まれ、政界引退を表明した。彼はイギリスへ渡り、ケンブリッジ大学で客員研究員と

して過ごすことになった。金大中引退後、廬武鉉は民主党内の古い地域主義的性格を

一掃するために努めた。ところが、1994 年 1 月、金大中は帰国して「アジア太平洋平

和財団」を設立し、再び政治活動を開始した。金大中は民主党内の自分に忠実な部下

の議員たちを離党させ、新政治国民会議という新しい政党を 1995 年 9 月に立ち上げ

た。民主党議員の大半が新政治国民会議に移り、この新党は他の議員たちも取り込

み、野党第一党となった。金大中派の離党後、廬武鉉ら民主党の残留派は、1995 年

12 月に「統合民主党」と党名を改めた。 

この 1995 年という年は、金泳三大統領の任期 5 年の後半部分にあたり、家族のス

キャンダルのみならず、経済政策の失敗もあり、金泳三大統領政権に対する国民の不

満が高まり始めていた。与党内においても金泳三大統領の政権運営に対する不満が噴

出し、与党の分裂の兆しが見られ、金泳三政権はレイムダック化し始めた。その表れ

として、金大中が新党を立ち上げる前の 1995 年 2 月、金鍾泌が与党から離党し、彼

の出身地の忠清道を地盤とする自由民主連合を立ち上げていた。 

こうして、三金の内大統領にならなかった金大中と金鍾泌が結びつく状況が生まれ

たのである。なお、与党の民自党は、金鍾泌派が分離した後 1995 年 12 月に党名を新

韓国党に改めた。1995 年 4 月の総選挙では、新政治国民会議が思ったよりも伸びず、

金大中自身も落選し、苦境に立たされていた。ところが、この苦境から金大中を救っ

 
144 廬武鉉編著・青柳純一編訳『韓国の希望・廬武鉉の夢』現代書館、2003 年、5-6 頁、70-72 頁。 
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たのが、他ならぬ 1997 年 2 月に韓宝財閥倒産を契機として始まった韓国の経済危機

であった。この経済危機はまもなく信用危機へと転化し、韓国経済は破綻の淵に立つ

ことになった。それと共に、与党の経済危機への対応における不適切な政策への批判

が高まり、政権交代の声も高まった。このようにして、韓国を襲った前代未聞の経済

危機が、金大中を大統領へと押し上げることになったのである。 

1997 年末の大統領選挙で、金大中は四度の挑戦でようやく大統領の座を手に入れ

た。対立候補は、李曾昌と李仁済の二人であった。ここで、第六共和国憲法制定によ

って大統領の任期が 5 年再任禁止となったことで、現職大統領とその所属政党との関

係に大きな変化が生じていた点について指摘しておきたい。上述の通り、野党の場

合、政党は大統領になることができる可能性のある政治家にとって大統領への道の最

適な手段と考えられており、その政治家の都合で創党や解党又は他の政党との連合が

繰り返されてきた。一方、与党の場合、現職の大統領はその職に留まる限り、与党を

自分の支配下に置くことが可能であった。ところが、再任不可となったために、現職

大統領が任期後半になると、次の大統領選挙を目指して与党候補に名乗りを上げる者

は、現職大統領の失政の烙印を押された与党の化粧直しを願い、現職大統領の離党を

求めたり、党名の変更を企てたりするのである。こうした現象が、1997 年末の大統領

選挙直前に与党において起こったのである。 

1997 年 11 月、新韓国党の大統領候補を目指す李曾昌は、「統合民主党」との合同を

はかり、それに反対する廬武鉉派を除く同党との合同を成し遂げ、党名を「ハンナラ

党」とした。そして、李曾昌は同党の大統領候補となることに成功したのである。こ

の動きに反発した京畿道知事の李仁済は、脱党して「国民新党」を立ち上げ、大統領

選に参加した。こうして、大統領選挙は三人が争い、三人の得票率は、ハンナラ党の

李曾昌が 38.2％、金大中が 39.7％、李仁済が 18.9％であった。金大中は李曾昌に対

し僅差で勝利することになった。 

こうして、1998 年 2 月に発足した金大中政権は、まず金融危機克服のために IMF の

要求を受け入れ、金融制度の抜本的改革を行い、次にワン・セットの産業を抱えてい

る幾つかの巨大財閥を解体させ、業種別に国際競争力のあるものに再編・統合を図る

経済構造調整を断行した。国民一般の痛みを伴う政策実施であったが、金大中大統領
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は国民の愛国心に訴え、経済危機を克服し、2000 年に入ると韓国の経済危機は一応回

復の方向にあると言われるまでの成功を収めた145。 

次に、経済改革は労働者のリストラを伴うため、労働者の理解と協力なしには実

現できないので、金大中政権は企業家を説得し、労働運動の合法化に踏み切り、それ

まで存在した御用組合の他に、自主的な労働組合の結成とその政治活動を承認し、よ

うやく産業関係においても先進国並みの民主化が実現された 146。 

他方、外政面においては、北朝鮮に対する対決姿勢を捨て、話し合いと妥協によ

る南北共存を主張する「太陽政策」（または包容政策）を展開した。こうした政策

は、多くの政治的困難の末にようやく実現された。なぜなら、国会において、与党は

新政治国民会議と自民連の二つの党の連合でも議会の多数を占めることができなかっ

たからである。 

 まず、最初の障害は、金鍾泌を首相とする連合政党の内閣が議会で信任を受けるこ

とが出来なかったことである。そこで、金大中政権は、暫定首相という形で出発せざ

るをえなかった。打開策は、大統領が議会解散権を持たない以上、議会多数党の野

党、つまりハンナラ党を分裂させるか、あるいはその一部を自分の側につかせること

以外になかった。こうして金大中政権の 1 年目は野党議員の取り込みに終始し、よう

やく連合政党が議会の多数を制することになった。 

 しかし、その前途は多難であった。地域主義に立脚する与野党の主要な 3 政党は、

全国政党へと発展する条件をもっていなかった。その上、3 政党は、上記の通り、政

策の一致に基づく政治家の結合体ではなく、国家権力の掌握を目指す権力追求者とし

ての政治家が、その都度自分の権力闘争の都合で政党を作り、かつ捨てるような私党

のごとき存在であった。このため、2000 年 4 月に行われた国会議員選挙では、各党が

この選挙に勝ち抜くために政略合戦を繰り広げることになったのである。 

1999 年末、金大中大統領は、自民連との約束であった議院内閣制の導入を、国会

議員選挙後に再検討するということで、その問題を一時棚上げし、両政党を合体させ

た。金大中は、それを土台に全国的な大政党の結成を提案したが、自民連は飲み込ま

れることを危倶してその提案には乗らず、金鍾泌は自民連の選挙対策の陣頭指揮をと

 
145 朴一『変貌する韓国経済』世界思想社、2004 年、12-20 頁。 
146 田中誠一「韓国政治の構造とその課題に関する一考察一権威主義体制から民主主義体制への移行と

それに伴う諸問題を中心として－」『大阪法科大学法学論集』第 47 号、2000 年、269 頁。 
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るために国務総理を辞任し、国務総理は自民連の朴泰俊が引き継いだ。こうして、連

合政党間の葛藤は、強まりこそすれ弱まることはなく継続した。 

金大中は、労働運動の合法化を進めたこともあり、5 年前に別れた廬武鉉の統合民

主党と自党の新政治国民会議を再結合させ、2000 年 1 月 18 日、新党は新千年民主党

（略称民主党）を名乗ることになった。 

韓国でも、自由民主主義体制の定着と共に、多様な市民団体が出現しており、さら

に政府による情報・通信技術産業の育成が進められていた関係もあり、情報・通信技

術が整備され、サイバー通信網を使って各種市民団体などによる世論形成も可能とな

った。2000 年 4 月の総選挙では、各種 200 以上の市民団体が、3 党が公認する立候補

者について過去の経歴をチェックし、政治腐敗に汚れ、かつ無能で反民主的な人物を

公表し、各党に公認しないように要請して、もし公認するのであれば、その選挙区に

乗り込んで落選運動を展開すると主張し、行動を開始した。 

それらの市民団体は、1 月末に第一次名簿を公表した。その中に、金鍾泌をはじめ

自民連の立候補予定者が多く、自民連の打撃は図り知れぬものであった。この市民運

動は連日テレビで紹介され、全国的に賛成する署名運動も繰り広げられており、よう

やく韓国にも、市民社会の出現と共に、下からの市民による民主政治が根をおろしつ

つあることが示された。ともあれ、この運動に金大中大統領が条件付きで支持を表明

したため、これを新千年民主党による自民連つぶしの陰謀であると自民連の一部は受

けとめ、それによって与党の政党連合は解消されることになった。 

金大中大統領は、廬武鉉の政党との合同において地域主義を打破すると主張してお

きながら、政権の中枢には全羅道出身の腹心を据え、人事において従来の政権同様に

偏頗性を示した。さらに、腹心の収賄事件や野党支持の新聞に対する間接的方法によ

る弾圧も取り沙汰され、金大中政権への国民の支持が急速に落ち始めた147。とはい

え、金大中大統領は、外政面において、その「太陽政策」の一環として、2000 年 4

月、平壌で南北首脳会談の開催に成功し、その後、南北離散家族再会事業や金剛山観

光事業などの南北の共同経営、京義線連結など、南北の交流活性化と民間統一運動活

性化の道筋をつけた。その功績が買われ、2000 年 10 月 13 日、金大中にノーベル平和

賞が授与されることになり、国際的にその南北和解政策が評価された。そして、ノー

 
147 田中誠一、前掲書、269 頁。 
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ベル平和賞が授与されることで、国内政治にもその影響力が作用し、政治運営におい

てもある程度のリーダーシップを発揮できるようになった。 

 しかし、経済不況のために、2001 年から翌年にかけて民心は金大中政権から離れて

いった。 

その上、2001 年、アメリカで政権交代があり、共和党のブッシュ大統領は北朝鮮を

「ならず者国家」（rogue states）の一つだと批判し、クリントン前政権とは打って

代って北朝鮮に対し厳しい態度をとるようになった。それとともに、金大中大統領の

「太陽政策」（または包容政策）についても、アメリカの支持が消極化していき、国

際的に金大中大統領にノーベル平和賞受賞者という高い威信を与えた「太陽政策」

は、その神通力を失った。それと連動して、政治資金の不正受領スキャンダルが暴露

され、それに金大中の三人の息子が関わったことが判明することになった。これによ

って、金大中の人気は一気に崩れた。それに拍車をかけるように、南北首脳会談が事

前に金正日総書記に巨額のドルをプレゼントした見返りだったことが暴露された148。 

  2002 年末、第 16 代大統領選挙が迫り、金大中の与党新千年民主党内で、金大中派

と廬武鉉をリーダーとする若手改革派との対立が表面化した。与党内で初めて、アメ

リカ大統領選挙において候補者選びの方法の一つとして制度化されている予備選挙

（Primary（プライマリ）、韓国では「国民競選」と訳されている）が導入された。新

千年民主党の党員のみならず、新千年民主党を支持する有権者も参加する「国民競

選」において、地域主義克服を主張する非主流派の廬武鉉弁護士が、党主流派が押す

李仁済を破って民主党候補に選出された。そして、大統領選挙では、4 年前、金大中

と接戦で負けたハンナラ党の李曾昌候補も再び登場した149。 

2002 年 12 月 19 日、歴代の韓国大統領選挙の中で国民の関心が最も集まる中、国

民の 70％が参加した大統領選挙の投票結果が各放送社によってリアルタイムで報道さ

れた。明け方、各放送社は、非主流のため当選が難しいと予測されていた廬武鉉候補

の当選確定を報道した。 

 
148 『東亜年鑑』2003 年、39-40 頁。 
149 浅羽祐樹「韓国総選挙における候補者選出方法の変化と大統領による政党統制」新潟県立大学、

2016 年、181-183 頁。山本健太郎「韓国における政治改革立法と政党の動向」『レファレンス』641

号、（2004 年 6 月）、47-48 頁。 
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廬武鉉候補と 2 位の李曾昌候補との差は 2.3％で、約 60 万票のわずかな差で廬武鉉

候補は大統領に当選したのであった150。 

 

 

  

 
150 前掲書、51-54 頁。 
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第 2 節 国民健康保険法の制定をめぐる動き 

 

1. 金大中政権による民主化と福祉国家の道 

 

韓国の民主化が定着したことを象徴する出来事は、1997 年末に野党の大統領候補金

大中が大統領選挙で当選したことであろう。 

金泳三大統領が民主化実現のための政治制度改革をすでに成し遂げており、金大中

大統領は、国民の自由が保障された後に登場することになった。このため金大中の政

治課題は、残された民主化の総仕上げとして「国民の生活の質の向上」、つまり国民

の福祉を図ることであった。 

ところが、彼が当選する直前の 1997 年後半期に、いわゆる「IMF 危機」に韓国は直

面し、金大中政権の最初の課題は、何よりも先に、この通貨危機に陥った韓国経済の

危機を克服することであった。そこで彼は、民主主義と市場経済を並行・発展させる

改革のみが生き残ることができる道であるとの方針を打ち出した。つまり、グローバ

ル経済時代に生き残ることができるように、韓国の市場経済の立て直しのための経済

構造改革を、国民生活の質の向上と並行して行う政策を打ち出さざるをえなかったの

である。 

すなわち、新大統領は、日本の失業保険に当たる雇用保険、国民健康保険、国民年

金保険、日本の労災保険に該当する産災補償保険の 4 つの保険制度を改善し、韓国に

おける福祉国家確立への基盤の整備に取りかかったのである。 

本節では、韓国の社会福祉制度であるこの四大保険制度の中核部分を構成し、全国

民を加入者とする国民健康保険制度について、その改善をめぐる政策決定過程を取り

上げ、その考察を通じて韓国政治の民主化後の新たな段階における政策過程の特徴を

明らかにしたい。 
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2. 金大中政権と政策ネットワークの登場 

 

（1）医療保健制度の問題点 

国民健康保険法制定以前において、1963 年には国民医療法が制定され、この国民医

療法により公的医療保険が韓国で初めて導入されていた。そして、国民医療法の下

で、1989 年には国民皆保険がほぼ達成されていたのである。問題は、別々の組織原理

で設立されていた各種医療保険組合の財政格差が発生するなか、これを解消すること

であった。1980 年以来繰り返されてきた各種医療保険の統合論争に関して、金泳三政

権初期の 1994 年には、1980 年代後半に始まった民主化の定着の進展に伴い、問題の

捉え方や、政策アクターなどに変化の兆しが見られるようになった 151。それまで幾つ

かの独立した医療保険組合が存在しており、そうした状態の存続を主張することを、

韓国では「組合主義」と称されていた。この組合主義に対し、すべての医療保険組合

を一つにまとめて国民皆保険制度の確立を求める普遍主義を主張する、いわゆる「統

合主義」があり、この二つの組織原理の対立が続いていた。 

1977 年に、日本の医療保険制度を模範とする公務員・私立学校教員・会社員（300

人以上の雇用者）などを加入者とする各種職域別医療保険制度が順次確立されていっ

た152。これらの医療保険は、負担の比率は医療保険組合によって異なるが、運営費を

使用者と被使用者が各々負担し合うことで賄われてきた。 

しかし、日本を初め、北欧や英独仏などの先進近代福祉国家では国民皆保険制が原

則となっていた。韓国でも、こうした職域別医療保険の対象者ではない自営業者、つ

まり、農民や漁民、さらに都市の零細企業に雇われている貧困層や商工業者などを対

象に、地域医療保険制度が民主化後の 1988 年に導入された153。 

 
151 李洪允「社会福祉政策決定過程参加者の役割に関する研究―金泳三政府と金大中政府の比較を中心

に―」（博士論文）、成均館大学大学院行政学科、2000 年、73 頁。 
152 李永燦「韓国社会福祉政策決定に関する研究―医療保険統合政策決定過程を中心に―」（博士論

文）、慶南大学校行政大学院、2003 年、48 頁。 
153 韓国では、1997 年に 500 人以上の事業所に医療保険が初めて投入されて以来、適用対象を次第に拡

大し、1988 年 1 月に農業村地域、1989 年 7 月に都市地域自営業者まで、医療保険が適用されることに

よって、12 年という短い期間内に全国医療保険時代に入ることになった。これは、世界的にも類がな

いほどの量的な成長であり、これに伴い、国民すべてに病院の門の敷居が低くなり、経済的に混乱がな

く基本的に診療を受けられるようになったという面で、大きい成果と評価される。（国民医療保険管理

公団編、『国民医療保険管理公団』1999 年）。 
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ただし、新しく導入される地域医療保険はその加入者の所得や収入が低いものが多

く、加入者の保険料をその収入の範囲内で支払い可能な額に定めた場合、運営費が巨

額の赤字に陥ることは必至であった。 

地域医療保険制度を主張する勢力は、政党を動かし、既に 1988 年に農・漁村医療

保険を実施させ、次いで 1989 年に都市地域医療保険を実施させた。それを主導した

のは、全国農民会連盟、全国都市貧民連合会、人道主義実践医師協議会などであっ

た。さらに 1994 年には市民・社会団体も加わり、医療保険統合運動を導く「医療保

険連帯会議」が成立した154。 

それらの団体は、医療保険統合、つまり各種制度の一本化、医療保険運営への労働

者参加、CT・MRA などの高額医療器具を利用した検査への保険適用、療養給付期間制

限の撤廃など、保険給付の大幅な拡大を要求した155。 

医療保険政策過程におけるこのような様々な非公式的参加者の明確な意思表明と積

極的な活動に対し、金泳三政権も、その前半期には、大統領選挙の対国民公約として

医療保険制度の統合一本化を主張したが、結果的には現状維持政策を選ぶことになっ

た。なぜなら、実際に公約を履行する場合の財政的負担を憂慮した経済企画院と、保

険財政の悪化、保険料引き上げの困難などを憂慮する保健福祉部が、従来の政策の継

続、つまり組合主義に固執し、医療保険の統合の有無に関する限り一種の議題化の抑

制を決定し、その立場を維持し続けていたため、大統領も、それを黙認するほかなか

ったのである。 

しかし、1998 年 10 月に公務員と私立学校教職員医療保険と地域医療保険が統合さ

れる前の韓国の医療保険は、各職場別・地域別組合方式で管理運営されていたことか

ら、次のような多くの問題点が現れていた。保険料賦課の基準差による階層間・地域

間の負担の公平性の欠如、組合間の構造的な財政不均衡の増大にともなう給付水準の

下方平準化、多数の医療組合が独立してその運営を行っていることによる全体として

の管理体系の非効率、さらに不合理な保険料制度に起因する医療供給体系の歪曲の問

題などがそれである。このような組合間の財政格差と、それにともなう低い給付水

 
154 1999 年の医療保険連帯会議は、労働、農民、市民、保健医療関係者など合計 77 団体と 6 つの地域

連帯会議を包括する連帯組織で、当初は医療保障改革委員会の医療保険改革活動に対応するための一時

的組織だったが、医療保険統合の達成まで活動することで合意した後、1999 年初めまで活動を継続し

た。 
155 李洪允、前掲論文、73 頁。 



111 

準、低い診療報酬と診療報酬構造の不均衡、医療サービスの質の低下等により、医療

利用者と供給者の両方から不満の声が大きくなっていた。 

医療利用者は、医療利用時保険適用にならない項目が多く、家計の医療費負担が高

くなり、医療サービスの質に対する不満が累積していた。一方、医療供給者も、不合

理な診療報酬体系下で適正診療を行うのが困難となり、過剰診療、非給付（日本でい

う保険適用外）診療を誘発するなど、診療の歪みが発生することによって資源の効率

的活用を阻害する結果となっていた。 

また、所得が比較的に安定し、かつ年齢層が低い保険加入者で構成された職場医療

組合は多くの累積積立金が積まれているのに対し、所得が不安定な老人の人口構成が

高い農漁村地域医療組合は慢性的財政赤字に陥っていた。 

そうした状況の中で、野党は統合主義を主張し、与党民自党も次の選挙を考慮して

それに真正面から反対できず、消極的対応を続けていたのである。 

第 1 節で述べたように、1995 年、金大中が政界に復帰した。彼は、1996 年、国会

が始まるとすぐに、自身が率いる新政治国民会議と金鍾泌が率いる自民連との連合形

成に動き、翌年の大統領選挙で「野党候補一本化」、「共同執権論」を共同綱領に打ち

出した。  

他方、民自党から新韓国党に変わった与党では、金泳三大統領が総裁職を辞任し、

李曾昌が総裁職を引き継いで党名をハンナラ党に改称(1997 年 11 月)するなど、政治

環境が急変した。このような政治的環境を利用して、国会が中心となった「国民医療

保険法」案が 1997 年 10 月 30 日に発議され、11 月 18 日に国会本会議を通過し、医療

保険の部分統合が成立したのである。 

1997 年 12 月、つまり金泳三政権末期に、新しく制定された「国民医療保険法」で

は、全国民は医療保障制度と関連して次の 4 つのうち、どれか一つに分類されること

になった。 

第 1 は 145 の職域別医療組合への加入者、第 2 は 227 の地域組合への加入者、第 3

は公務員および私立学校教職員医療保険管理公団への加入者、第 4 は医療保護対象と

して政府から医療保護を受けている者、である156。 

 
156 李洪允、前掲論文、74 頁。 



112 

このような医療保障体系の下で、国民医療保険法は、第 2 と第 3、すなわち、地域

医療保険組合と公務員および私立学校教職員医療保険管理公団を統合し、国民医療保

険公団を設立して、被保険者と保険給付財政などを共に管理することにした。これに

伴い、公務員および私立学校教職員医療保険法を廃止する「医療保険法」の改正が行

われたのであった157。 

この改正された法律によって、地域医療保険と公務員および私立学校教職員医療保

険が組織として一応統合されたが、保険制度の核心であるその財源においては、完全

な統合は果たされなかった。 

 

（2）政策決定過程の変容――政策ネットワークの登場 

韓国の政策決定構造は、韓国の政治発展の三つの段階に対応する形で変化してい

る。 

1987 年民主化宣言までの新旧軍事政権時代においては、最高権力者の大統領及び彼

を補佐する大統領秘書官、そして政府各部署の官僚が政策策定を行い、かつ政策を決

定・執行していた。つまり、政策決定構造はトップ・ダウン式であった。 

1987 年民主化宣言以降は、政策決定過程が広がり、そこにおいて議会の比重が高ま

った。それに伴い、議会を政策決定の場として利用する野党の力も増大し、野党も政

策アクターとして次第に主要な役割を演じるようになった。さらに、利益団体も登場

するようになった。 

顧みれば、軍事政権によって経済の近代化が一定の成果を収め始めた 1980 年代を

境にして、就業人口の過半数以上を近代的な労働者が占めるようになっていた。それ

とともに、労働運動が台頭した。当初は政府がそれを押さえ込み、複数労働組合制度

を認めず、官製のいわゆる御用組合という形で労働者が組織されていた 158。次第に、

都市化現象の拡大とともに、市民層が台頭することになった。その市民層の中核部分

にホワイト・カラーなど新興中産階級や高度の教育を受けた人々が位置していた。 

韓国では、李朝時代、希少価値の配分は、首都ソウルにある宮廷官僚を中心に行わ

れていた。宮廷官僚には、中国の儒学及び詩作の技術などの習得程度を基準にして選

 
157 前掲論文、75 頁。 
158 韓国の労働運動の形成と展開を主題にした研究書として、ハーゲン・クー『韓国の労働者―階級形

成における文化と政治―』（滝沢秀樹他訳）、お茶の水書房、2004 年がある。 
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抜される科挙制度を通じて社会の優秀な人々がメリットシステムの形で募集され、彼

らは中央の官職につき、価値配分に加わることができた。すでに第 1 章で述べたよう

に、ヘンダーソンのいうソウルをめがけての「渦巻き型の政治構造」が出来上がって

いたのである。この政治文化は、韓国においてもそのまま存続し、科挙は国家公務員

試験に変わり、多くの有能な青年たちがこの国家試験をめがけて競争するようにな

り、それを支援する大学が雨後の筍のように設立されていった。1980 年代頃には、韓

国は他の国と比べても大学の数が圧倒的に多く、そこで教育された多くのインテリが

望む職業につけず、社会に批判的になり、彼らを中心に先進国をモデルにした市民社

会というものが政治意識の上で成熟するようになった159。 

こうした先進的意識を持ったインテリ層が民主化運動の主役の一つになったこと

は、前の記述ですでに述べた通りである。彼らは野党を支持していたが、議会が大統

領及び官僚から成る行政府に対して相対的に影響力を増大させていくに伴い、この市

民社会を代表する野党の政治に及ぼす影響力も相対的に大きくなっていった。 

言うまでもなく、その成果の一つが民主化である。そして、この民主化の成功体験

を受け、労働組合も御用組合から自主的な組合へと変革を遂げることになった。1995

年の民主労組の誕生がその現われである。この民主労組を中心に社会団体が連携し、

野党を後押しするようになった。この反政府的な社会団体の力の増大を背景に、金大

中が新国民政治連盟を結成し、1997 年末の大統領選挙において当選することになった

のである。 

こうした韓国の社会発展と、それに対応する政治発展、つまり国民の自由が保障さ

れる政治発展の第二段階に入るとともに、国会は、野党勢力が強まると共に、政府に

対しても発言力を強め、半大統領制を採用していることと関連して、大統領と官僚が

主導してきた政策決定において、彼らの役割が後退していった。その空白を埋めたの

が、野党と労働組合及び社会団体等の各種の利益団体であった。「国民医療制度」の

改革をめぐって相反する主張を展開した二つの陣営の中で、既存の医療保険組合主義

を唱える人々は、経済の近代化路線によって恩恵を受けた人々である。公務員・私立

 
159 小此木政夫編『韓国における市民意識の動態』慶応義塾大学出版会、2005 年所収の清水敏行（第 4

章 韓国の政治と市民運動）77-106 頁と、李石淵（第 5 章 韓国市民運動の現況、課題及び方向性に

関する経験論的考察――憲法合知的市民運動の提唱）107-117 頁が、韓国の市民運動の研究書として有

益である。 
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学校教員および従業員規模が大きな企業の社員を加入者とする保険組合、これを韓国

では職域保険組合と称しているが、この三つの保険組合はその加入者の納付金で十分

に管理・運営ができていた。しかし、軍事政権による近代化路線の恩恵を受けられて

いない多くの部分を構成する人々、つまり農民や漁民、及び都市の貧困層は、民主主

義国家において当然国民の一人として一票を持っているので、各政党はその票の獲得

を目指し、国民皆保険制度の普遍主義の原則を掲げ、統合主義を主張し、それを民主

労働組合及び社会団体等が支援するようになったのである。 

そして、金大中政権が成立したことは、それまで野党であった反政府勢力が権力の

一角を占めたことを意味する。従って、かつての医療保険行政を担当した保険社会部

およびその背後にある既存の組合主義者と、統合を主張する野党との間の対立がそれ

まで継続してきたが、金大中大統領は自分を支持した新しい政策アクターの労働組合

や社会団体、あるいは言論人たちを政策過程に組み込み、その三者で利害が共通する

点があれば、その三者で政策を決定するというネオ・コーポラティズム形の「政策ネ

ットワーク」が形成されるようになった160。 

1997 年末、金大中大統領候補者が当選した前後にかけて、いわゆる 21 世紀に向け

て、韓国でも、その政治発展の第二段階の国民の自由が保証される時代になってい

た。この段階の一つの表れとして、日本やアメリカで展開されているような「小政

治」、いわゆる各種利益団体が政府の統治権力に影響を与え、彼らの望む政策の実現

を目指して相競い合う政策過程が生まれ始めたのである。その際、アメリカにおいて

発展した公共政策論で示されている、政策コミュニティや各団体の利害が一致する部

分だけ協議し、それを国会ないし大統領を通じて政策として実現していく「政策ネッ

トワーク」が形成されるようになっていったのである。 

政治過程に「政策ネットワーク」が登場するということは、政策アクターが多元化

し、互いにその主張を協議し合い、合意を見ない限り政策決定がなされないという状

況が生まれたことを意味するのである。 

 

 

 
160 韓国のネオ・コーポラティズムの性格についての研究として、谷浦孝雄編『21 世紀の韓国経済―課

題と展望―』「第 4 章 社会的合意か、新自由主義か―韓国労働政治の新たな展開―」アジア経済研究

所、2000 年、105-138 頁がある。 
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3. 政策アクターの多元化と政策における対立 

 

（1）金大中政権の国民健康保険法制定における政策アクターの多元化 

1997 年 12 月 19 日、選挙管理委員会が次期大統領として金大中候補が当選したこと

を発表した後、金大中は直ちに大統領政権移行チームを発足させた。 

金大中は政権以降チームに金大中政府「100 大国政課題」作成を指示するなど、正

式就任の 2 ヶ月前から実質的な大統領としての政務活動を開始していた。通貨危機に

直面した韓国が早急にその危機を克服する政策に取り組まなくてはならない難局の最

中にあり、金泳三政権もレイムダック状態にあったため、危機克服の取り込みができ

なくなっていたからである。 

いわゆる、例外状態が発生したのである。憲法に予想されていないこうした状況で

当選した金大中は、就任まであと 2 ヶ月あるにもかかわらず、次期大統領就任者とし

て実質的に大統領権限を行使するようになった。彼は、就任までの間、従来の政策決

定システムと異なるネオ・コーポラティズム方式に基づいた政策決定システムの確立

に向けた第一歩である「労・使・政委員会」を、図表 4-1 のように 1998 年 1 月 15 日

に立ち上げた161。 

ネオ・コーポラティズムとは、1970 年代から 1980 年代にかけて、ヨーロッパの先

進諸国で、議会を通り越して、争点ごとにそれに利害関係のある各種利益団体と政府

が協調し、その争点を解決する政策決定を行う状態を指す。それは、政治学では新団

体協調主義ともいう162。 

金大中は、経済危機に直面して経済構造の調整を行うために、使用者、そして被使

用者の労働組合の両者の協力を得なければ危機の克服が不可能であるとの認識のも

と、こうしたヨーロッパ先進諸国で既に経験済みであったネオ・コーポラティズム体

制を構築して危機を乗り越えようと考えたのである。このような危機克服の展望を描

 
161 「労・使・政委員会」設置の背景、その法的位置づけ、合意事項の実施状況に関する研究として、

佐藤幸人編『新興民主主義の経済・社会政策』（アジア経済研究所、2001 年）の「第 9 章 韓国の民

主化後における政労使関係―社会的合意形成の試み―」305-336 頁や、木宮正史「韓国における経済危

機と労使関係レジームの展開―政労使委員会の活動を中心に―」『韓国の経済体制改革に関する研究』

産業研究所、1999 年がある。 
162 P.C.シュミッター・ G.レームブルッフ編『現代コーポラティズム―団体統合主義の政治とその理論

―』（山口定監訳）、木鐸社、1984 年や、安世舟『現代政治学の解明』三嶺書房、1999 年、450-464 頁

がある。 
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いていた金大中は「労・使・政委員会」を発足させ、金大中政府の「100 大国政課

題」の解決策を審議させた。そして、その委員会で決められた各種政策を直ちに国会

の承認を得て実施するという、新しい政策決定システムを稼働させたのである163。 

 

図表 4-1 労・使・政委員会の構成図 

（出典）『東亜日報新聞』1998 年 1 月 15 日、朝刊、3 面。 

 

医療制度については、金大中は社会の連帯性を強調する医療保険の統合を以前から

主張しており、統合を早急に実現すべきであるという考えを持っていた。 

そこで、彼の意を体した大統領政権移行チームは、「100 大国政課題」の中の「教

育・文化・福祉・環境」分野の中で、第 61 番から第 78 番まで社会福祉全般の制度改

善を主張する要求を示しており、とりわけ第 72 番目に国民健康保障のための医療保

険制度の改善要求を掲げていた。「労・使・政委員会」は、この第 72 番目の要求を

 
163 李銀静「国民健康保険政策形成過程関する研究―医療保険統合一本化過程を中心に―」（修士論文）

慶南大学校行政大学院大学、126 頁。 
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取り上げて審議協議した結果、統合主義を法制化する決定を行い、その決定を直ちに

国会で法案として可決することを求めた。「労・使・政委員会」は、1998 年 12 月、

医療保険統合一元化合意事項を生み出したのである。 

本来、統合主義に反対であった筈の使用者側や、政府を代表する官僚が、金大中の

要請があったにせよ、なぜ統合案に短期内で合意したのだろうか。その答えは、金大

中が外貨危機によって外から求められた新自由主義への政策転換にある。次の節で取

り扱う民営化も新自由主義への政策転換の現れであるが、それとは性格の異なる国民

の福祉の保障という国民健康保険法の制定においても、一見考えられないような新自

由主義原理が適応されることになったのである。なぜなら、医療保険四団体を統合す

れば、組織が一元化し、人員削減によって経費削減が可能であり、さらに組織の簡素

化によって保険料徴収や審査及び管理・運営経費も削減され、組織の効率化が図られ

るからである164。 

以上見てきたように、1963 年に国民医療法が制定されて以降、医療制度の改善を巡

って、組合主義者と統合主義者との間で政策選択をめぐる長い権力闘争があったが、

金大中政権の登場とともに新しい政策アクターが出現し、新しい権力関係の下で国民

健康保険制度のあり方をめぐる論戦が再び活性化されたのである。  

 

（2）「労・使・政委員会」のよる合意案 

a 社会状況と「労・使・政委員会」の動向 

金大中政府は、「労・使・政委員会」、第 2 建国運動など政府主導の市民運動を通

じて社会改革の試みを開始した。金大中政府は、政権スタートと同時に通貨危機を克

服するため経済分野に対しては強力な企業構造調整政策を最優先し、他方、社会的に

は労・使協調主義を推奨した。苦痛を共に分ち合うという意味で、労働者と使用者が

共同の責任を負うようにしたのである。 

「労・使・政委員会」は、初めから法的な根拠のない165機構の性格を帯びながら、

数日で 90 の合意案を作成した。法的な拘束力の可否論議はあったが、その合意内容

を政府が全部受容できるかわからない状況で、ひとまず「労・使・政委員会」は「政

 
164 前掲論文、142 頁。 
165 李洪允、前掲論文、122 頁。 
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策合意機関」として役割を果した。通貨危機の克服など、総体的危機の課題を抱えて

スタートした金大中大統領当選者は、当選直後、労・使団体との懇談会において、経

済難局打開のために「労・使・政委員会」を設置して国難を克服する解決策を論議し

た。 

「労・使・政委員会」の参加主体である「韓国労働組合総連盟」と「全国民主労働

組合総連盟」は、元々政府の支持勢力ではなく、労働者の権益の保護と拡大をその活

動目標にしている労働組合であった。 

しかし、両団体が金大中政権に協調したのは、韓国史上初の「通貨危機」という社

会的状況によるものであった。 

「労・使・政委員会」は、1999 年 1 月 20 日、「経済危機克服のための労・使・政間

の共同宣言文」を採択し、同年 2 月 6 日、雇用保険法制整備案、教員労働組合許容な

ど 90 の推進課題を盛り込んだ「経済危機克服のための社会協約」を採択した。 

しかし、「労・使・政委員会規定 (大統領令第 15746 号)」は 3 月 28 日に施行さ

れ、「労・使・政委員会の設置および運営に関する法律 (第 5990 号)」は 1999 年 5 月

24 日に公布されており、「労・使・政委員会」は、その発足初期には法的根拠がなか

ったことになる。従って、その行動の根拠となる規定の立法手続きは、完全に逆にな

っていたのである166。 

 

b「医療保険統合推進企画団」の動向と「国民医療保険法案」 

「医療保険統合推進企画団」は、1998 年 10 月の統合国民保険法施行を控えて、こ

れを推進するために、各界代表と専門家 30 人で正式に発足した。 

1998 年 3 月 23 日、保健福祉部は、果川庁舎の大会議室において「医療保険統合推

進企画団」の第 1 回の会議を開き、明知大学校総長の宋梓を企画団長に委嘱して、推

進方向と運営規定を決めた。「医療保険統合推進企画団」は、「労・使・政委員会」の

方針に基づき、職場・地域・公務員・教職員保険を統合一元化するための「国民医療

保険法案」を用意し、秋の通常国会に提出することにした。「医療保険統合推進企画

団」の傘下に 3 つの分科委員会を設置し、医療保険管理組織改編、保険財政安定化

 
166 前掲論文、122 頁。 



119 

案、診療費支払い制度改善など、主な事項を研究・調査した後の 1998 年 9 月に活動

を終了することにした167。 

1998 年 6 月 17 日、「医療保険統合推進企画団」は、職場・地域・公務員および私立

教員などで分けられている現行の医療保険制度を「国民健康保険」という名称で一つ

に統合し、これを管理する「国民健康保険公団」を新設することにした。 

また、診療費審査機構は、公団から独立させる方向で検討され、積立金など組合解

散にともなう権利・義務は公団に継承させることとした。「医療保険統合推進企画

団」は、このような内容を骨子とする医療保険統合法案に対する公聴会を 1998 年 6

月 23 日に開催した。 

一方、保健福祉部は、7 月から 8 月中に法案を立法予告した後、9 月中の通常国会

に上程する方針を示した168。 

 

 （3）合意案に対する保健福祉部（官僚機構）の対応 

上記の通り、1997 年 12 月 31 日、国民医療保険が国会で通過していた。1997 年末

に大統領選挙で韓国憲政史上初めて与野党の政権交代が実現したが、新政権に権力が

譲渡される前に、行政府は、再度統合法案の問題点を提起して、組合主義案を守ろう

とした。 

1997 年 12 月 23 日に公布された「第 15 代大統領職引継ぎ委員会設置令」により、

同年 12 月 26 日に業務引継ぎ委員会が設置され、正式にスタートすることになった

169。  

その 2 日前の 12 月 24 日、国務総理の主宰で財政経済部、保健福祉部、法制処、大

統領府の対策会議が開かれた。この会議の出席者は、医療保険を統合するのであれば

保険財政は慢性的な不安定に陥るとし、法規上の問題点を指摘した。保健福祉部は、

医療保険が統合されれば財政共同化事業は不可能となり、それにより、政府が毎年

2,500 億ウォンの財政負担をしなければならず、1998 年度に限っても、医療保険財政

費用において政府が約 1 兆ウォンを追加支援しなければならないとした。 

 
167 『毎日経済新聞』1998 年 3 月 24 日、朝刊、39 面。 
168 『ハンギョウレ新聞』1998 年 6 月 18 日、朝刊、23 面。 
169 李永燦、前掲論文、95 頁。 
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この会議の結果を待って、政府は、与野党各党に法案の再検討を要請した。しか

し、この提案は与野党共に拒否された。ハンナラ党は野党になったが、自分たちが主

導して議決した法案でもあり、大統領選挙において医療保険統合を公約で掲げている

関係上、行政府（保健福祉部）の申し出を拒否した。また、与党となった新政治国民

会議もこれを拒否した170。 

保健福祉部は、1998 年 2 月まで、金泳三政府の社会福祉政策方向を示した国民福祉

基本構想ならびに医療保険統合に、当時の長官・次官および実務者の意向により、原

則的に反対する立場だった。従って、1997 年 12 月 30 日の閣僚会議では、同法を施行

する場合、政府財政負担の増大に繋がると予想され、「大統領政権移行チーム」およ

び各党との協議を経て代替立法案を用意し、臨時国会に提出する案を検討するという

報告を非公式にした。それにより、政権引継ぎの過渡期に設置された「大統領政権移

行チーム」は、この問題を取り上げたのだった171。 

しかし、1998 年 2 月 6 日に開かれた第 1 期第 6 次「労・使・政委員会」会議の結

果、採択された「経済危機克服のための社会協約」には国民医療保険法による部分統

合を越えた全面的な統合方針が入っており、その内容が「大統領政権移行チーム」の

これからの政策方向を示したとして、以後の保健福祉部の立場も、公務員の政治的中

立の原則に従い、統合反対から統合側へと変化していかざるを得なかった。 

金大中政府の登場と共に、従来の政策基調が変わったことに順応したということ以

外は、社会・経済的理由など他の理由は見当たらない。すなわち、過去において経験

できなかった政権交替時期にある行政府は、重要な政策決定における政策アクターと

しての立場を従来のように維持できず、政治的状況に順応したといえよう。 

このように、金大中政府がスタートして国民健康保険法が制定されるまで、福祉部

の活動は受動的であった。金大中政府「100 大国政課題」の一つである医療保険統合

を与えられた課題とし、1998 年の通常国会で法律が成立するまで補助的な活動のみに

携わった。すなわち、形式的には保健福祉部が国民健康保険法案を用意するが、実質

的には、保健福祉部長官の諮問機構の一つとして 1998 年 3 月 23 日に発足し、9 月 30

日まで一時的に運営された「医療保険統合推進企画団」が引き受けた。つまり、保健

 
170 李銀静、前掲論文、124 頁。 
171 李洪允、前掲論文、122 頁。  
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福祉部と、医療保険制度改善のため「労・使・政委員会合意」事項である医療保険統

合一元化のために設置された「医療保険統合推進企画団」が、統合医療保険法案を年

内に準備することになったのである172。 

この「医療保険統合推進企画団」の設置は、「労・使・政委員会」の合意事項を実

践するための案として、その設置も「大統領政権移行チーム」の構想であり、その活

動内容も最初から統合医療保険法案を準備することが目的であった。 

また、そのチーム構成も、幹事委員としては、年金保険局長一人を除いて全て外部

の人員であった。従って、保健福祉部としては、同法に自分たちの意見が反映される

ことはほとんどなかったのである。 

 

（4）合意案に対する各種政策アクターの賛否両論の展開 

職場医療保険と地域医療保険を統合する内容の「国民健康保険法」制定案が閣僚会

議で議決されると、それに反対する声が大きくなった。日本で言うサラーリマンを加

入者とする職場医療保険制度は、財政も健全で、その供給する医療も相対的に質が高

く、統合した場合に従来と比べて保険料が引き上げられ、医療の水準も下がるのでは

ないかと捉えた韓国労総、韓国経営者総連合会、職場医療保険労働組合などと共に、

多くの会社員も強く反発した173。 

とはいえ、医療保険体制一元化で国民統合をはかろうという統合論が大勢を決め

た。 

このような社会状況下で、賛否両論の両陣営の活動は激化した。 

 

a 医療保険統合一元化と保険適用拡大のための国民連帯会議 

（以下、医療保険連帯会議と称する） 

医療保険連帯会議は、医療保険の完全な統合一元化と給付範囲、適用日数の拡大を

支持して結成された連合体である174。 

彼らは、1997 年の「国民医療保険法」制定と同様に、1999 年の「国民健康保険

法」制定にも、理念、政治、利害関係において深く関わりあっていた。また、1997 年

 
172 『ハンギョウレ新聞』1998 年 4 月 11 日、朝刊、19 面。 
173 『東亜日報』1998 年 12 月 5 日、朝刊、5 面。 
174 李洪允、前掲論文、128 頁。 
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12 月 31 日付で「国民医療保険法」が制定されたが、医療保険連帯会議は、保健福祉

部が新政府の統合意志を探り、可能であれば「国民医療保険法」の廃案を試みている

と判断し、これに対して積極的に対応しようとした175。 

そこで、医療保険連帯会議は、福祉政策基調が同一である金大中「国民の政府」の

成立の機会を積極的に活用しようとしたのである。同時に、「労・使・政委員会」に

おいて決定された方針に対しては、「職場医療保険労組」と「韓国労総」などが反対

運動を広げたので、これを抑えようとした。  

医療保険連合会は、まず、1998 年 1 月 22 日、金大中政府に、自分らの医療保険制

改革案を示し、5 月に統合に対して反対意見を持つ当時の医療保険連合会会長の社会

福祉首席秘書官内定説がマスコミに報道されると、反対声明を発表し、5 月 22 日から

7 月 9 日まで継続して連合会と各党事務所の前で会長退陣集会を開催するなど、福祉

関連人事政策に介入した。また、「職場医療保険労組」の統合反対運動に対しては、

医療保険連帯会議は対応資料を作成し、反対側を批判する印刷物の製作、立法予告さ

れた「国民健康保険」の通過要求声明書の発表、各政党の当本部事務所訪問、1998 年

の全国労働者大会の宣伝戦への参加、ハンナラ党本部事務所前での決議大会および総

裁面談など、統合法案の年内通過のための総力闘争を展開した176。 

医療保険連帯会議の影響力は大きく、「国民健康保険法」の制定は、医療保険連帯

会議の支援があったればこそ可能だったとみられる。医療保険連帯会議の活動を、政

策議題化と方針決定、法律案作成、法律案の通過までステージ毎に見ると、政策議題

化と方針決定には、医療保険連帯会議の核心団体である民労総と、その加入団体とし

ての「地域医療保険労働組合」の影響が絶対的であった。その後、「地域医療保険労

働組合」と組んで連帯組織が活動することによって、その影響力を最大化した。この

ように影響力を最大化できたことは、連帯組織の活動に参加した専門家たちの積極的

活動に負うところが大きい。専門家たちにとって連帯会議自体が一つの戦略であり、

彼らの活動のチャンネルになっていたのである177。 

「国民健康保険法」制定に最も重要な役割を果たした医療保険連帯会議を中心に、

法制定を支持する参加者間の連帯関係を整理すると、以下のようになる。 

 
175 前掲論文、128 頁。 
176 李洪允、前掲論文、129 頁。 
177 前掲論文、130 頁。 
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①医療保険統合に最も積極的であり、闘争的活動を展開した地域医療保険労組は、

参加民主社会と人権のための市民連帯（以下、参加連帯と称する）、経済正義実践市

民連合（以下、経実連と称する）、キリスト教教会協議会など韓国の代表的な市民団

体、全国教職員労働組合（以下、全教組と称する）、病院労働組合連盟（以下、病院

労連と称する）など代表的ないわゆる強硬路線労組、全国農民会総連盟（以下、全農

と称する）などの利益団体、人道主義実践医師協議会（以下、人医師協と称する）な

どの人道主義保健医療団体を包括する医療保険連帯会議と組み、福祉理念と改革名分

および実践力を兼ねた広範囲な連係体系を作り上げた 178。 

②医療保険連帯会議と地域医療保健労組は、福祉部長官と国会の李聖宰議員および

与党の専門委員とも密接な連係関係を結び、彼らと常時接触することにより、その影

響力を強めた179。 

③医療保険統合を主張する専門家たちは、同じ学会への参加、改革的研究委員会の

設置および共同記者会見などを通じて相互に密接な関係を維持し、その他の公式的・

非公式的な参加者などとも接触した180。 

これに対し、組合主義を支持する参加者は、個別的で日頃特別な相互連係関係を維

持していなかった。ただし、職場医療保険労組が韓国労総に加入した後は、上部団体

としての韓国労総と職場医療保険が密接な関係を結び、活動を展開した。しかし、韓

国労総が「労・使・政委員会」ですでに医療保険統合を受け入れた後であり、名分上

さらなる連係関係を確立することは困難であった181。 

 

b 労働組合 

「国民健康保険法」制定にあたって、労働組合の役割は、もう一つの決定的な要因

であった。その中心勢力は民主労総で、民主労総加入労組の中では地域医療保険労組

と病院労連が核心部分であった。しかし、労組の中でも、職場医療保険組合派労組と

その上部団体の韓国労総の役割は、その反対の立場であった182。 

①地域医療保険労組と民主労総 

 
178 李洪允、前掲論文、131 頁。 
179 前掲論文、131 頁。 
180 前掲論文、131 頁。 
181 前掲論文、131 頁。 
182 前掲論文、131 頁。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%AD%A3%E7%BE%A9%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E5%B8%82%E6%B0%91%E9%80%A3%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%AD%A3%E7%BE%A9%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E5%B8%82%E6%B0%91%E9%80%A3%E5%90%88
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地域医療保険労組は、理想主義的福祉理念と実質的利害関係を動機に、医療保険全

面統合の立場を堅持しているその上部団体である民主労総と医療保険連帯会を通じて

最も積極的に活動を展開した。金大中「国民の政府」に入って、彼らの役割を発揮し

た決定的活動の場は「労・使・政委員会」であり、「労・使・政委員会」の特性とそ

の役割が超法規的な政治的性格というところにあった。 

「労・使・政委員会」で、民主労総は、通貨危機を克服するために労使政協議会が

必要だという金大中大統領当選者の要請に対し、参加協力を示しながら、総力闘争を

示唆 (1998 年 1 月 8 日)するなどの威嚇戦略で(第 6 次起草委員会に抗議不参加、1998

年 1 月 31 日)政府や財界の譲歩を引き出そうとした。医療保険統合に関連した問題

は、専門委員会で、企業の経営透明性の確保および構造調整促進案や総合的な雇用安

定および失業対策などを含んだ 12 の議題を選定した中の一つである。また、社会福

祉制度拡充など、低所得層、勤労者の生活保護対策を採択したが、その具体的内容で

職場医療保険と地域医療保険の統合を要求した 183。 

経済界は、これに反対して(第 4 次専門委員会、1 月 22 日)長期検討課題とし (第

10 次専門委員会、2 月 1 日)、以後、再検討で政府側も反対意見を陳述した(第 8 次起

草委員会、2 月 3 日)。不一致をもたらしていた主要な争点に対し、各々が別に案を用

意し最大限折衝することにより一括妥結を模索する再検討時も、第 10 次基礎委員会

議（2 月 5 日)まで労・使双方の原案固守および政府側の反対意見により、意見の不一

致の状態が続いた。民主労総案は、政府が 1998 年 2 月、臨時国会で関係法令を改正

して医療保険を統合・一元化し、職場医療保険の累積した積立金を医療保険サービス

の拡大に使うとし、政府と経営者側の案はこれを第 2 次課題に移管させようとした

184。 

しかし、このような起草委員会の報告に対し、1998 年 2 月 6 日、「労・使・政委員

会」第 6 次本会議は、起草委員会の合意の事項を原案のとおり議決した後、合意がで

きなかった争点に対して再び調整した結果、一括妥結して第 2 次労・使・政共同宣言

文を発表し、医療保険統合に関して合意した。その具体的文案は、翌日(1998 年 2 月

7 日)第 11 次専門委員会が「1998 年中に関係法令の立法を推進する」ことで処理し、

 
183 李洪允、前掲論文、132 頁。 
184 前掲論文、133 頁。 
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「医療サービス拡充」問題は第 2 次課題で意見合致を見た。この過程で民主労総の立

場を反映させようと努力した人物は起草委員会に参加した許榮九民主労総副委員長で

あるが、彼は医療保険連帯会議の執行委員長でもあった 185。 

民主労総は、「労・使・政委員会」において、医療保険統合のために年内立法措置

を引き出した。その結果、金大中「国民の政府」は、「医療保険統合計推進企画団」

を発足させた。ここに、民主労組副委員長の許榮九が再び委員として活動した。民主

労総は、「医療保険統合計推進企画団」が「国民健康保険法」案を作成し、1998 年 8

月 10 日から 8 月 31 日まで立法予告をした時に、職場医療保険労組などの統合反対運

動に対抗して声明書を出し合う闘争で世論を味方につけた。そして、ハンナラ党総裁

を訪問して(12 月 9 日)統合支援の約束を取り付け、1999 年 1 月 6 日、「国民健康保険

法」が国会を通過することになった。このように、民主労総の「国民健康保険法」制

定に対する影響力は非常に大きいものがあった186。 

 

②職場医療保険労組と韓国労総 

職場医療保険労組の立場は、現状維持、すなわち組合主義として医療保険の統合に

反対した。職場医療保険労組は、医療保険統合と関連して 1997 年末の国民医療保険

法制定に直接関係していなかった。しかし、「国民健康保険法」の内容が全体統合を

目的とし、結局自分たちが直接その影響を受けることになるため、彼らも積極的な反

対闘争を展開することになったのである187。 

ところが、「国民健康保険法」の制定と関連して、職場医療保険労組の上部団体で

ある韓国労総の当初の立場は曖昧であった。韓国労総は、1997 年の「国民医療保険

法」制定に対しては明確な立場を示さなかった。1998 年初めに「労・使・政委員会」

で民主労総が医療保険の全体統合を強力に主張した時も、韓国労総は民主労総の主張

の通り、医療保険統合を労働界一般の要求事項として同意した。それは、韓国労総が

医療保険に対して明確な方針を持たなかったからであろう。医療保険統合に積極的に

反対する職場医療保険労組も、当時、韓国労総に加入しておらず、独自に活動してい

る状態であった。しかしながら、職場医療保険労組が、1998 年 6 月、韓国労総に加入

 
185 前掲論文、133 頁。 
186 李洪允、前掲論文、134 頁。 
187 前掲論文、134 頁。 
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し、勤労者の負担増加を理由に医療保険統合に積極的に反対すると、韓国労総も「国

民健康保険法」制定に反対する立場をとり、職場医療保険労組とともに行動すること

になった188。 

職場医療保険労組が中心となって展開した活動方法は、主に声明書発表、マスコミ

での広報であり、さらに 1998 年 10 月の「国民医療保険法」の施行に伴い、地域医療

保険と公・教公団の統合にともなう業務混乱の批判、反対署名などであった。これ

は、ただちに民主労総の反発を呼び起こし、韓国労総と民主労総間の対立を増大させ

ることになった。 

しかし、職場医療保険労組と韓国労総の「国民健康保険法」反対の活動の結果は、

朝鮮日報、東亜日報などの統合反対論調の報道にもかかわらず、「労・使・政委員

会」決定の政治的影響、統合を支持する方向へ立場を変えた行政府の政策志向、国会

の動向が統合に優勢となったことなどにより、特別な影響を及ぼすことができなかっ

た。また、彼らの影響力は、「国民健康保険法」案作成でも、特別な影響を与えるこ

とができなかった。 

その理由は、反対側の立場の人が「医療保険統合計推進企画団」でたとえ自由に意

見を述べたとしても、医療保険統合推進のための企画団であるだけに、反対側の意見

は初めから受け入れられないことが明らかであったからである。 

「医療保険統合計推進企画団」の構成は、外見上、賛成・反対双方が同一となって

いたが、その実態は統合に積極的に賛成する専門家たちが多く、反対側が排除されて

いた。これは、統合主張側の参加戦略でもあった189。 

以上のようなことから、「国民健康保険法」成立には、様々な団体の関与が見られ

るが、一番大きく作用した要因は、前述したように通貨危機を克服しようとする社会

状況にあったといえよう。 

以下の図表 4-2 は、医療保険統合政策に関する賛成・反対の類型である。 

  

 
188 前掲論文、135 頁。 
189 李洪允、前掲論文、135 頁。 
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図表 4-2 医療保険統合政策に関する賛成・反対の類型 

区分 主導アクター 各種アクター 賛成 反対 

政治 政府 金大中大統領 国民の政府 〇  

国会 国民の政府、国会

議員 

与党（新政治国民会議） 〇  

野党（ハンナラ党） 〇  

経済 企業人 経済 5 団体長 全国経済人連合会  × 

労働系 労働組合員 民主労総 〇  

労働組合員 韓国労総  × 

社会 農魚民 農魚村住民 農民団体 〇  

都市民 都市住民 市民団体 〇  

市民 社会団体 国民連帯会議 〇  

宗教 カトリック信者 在野団体、カトリック農民会 〇  

言論界 会社員 京郷新聞、ハンギョウレ新聞 〇  

会社員 朝鮮日報、中央日報、東亜日報  × 

学界 リ・カンチャン 

チャ・ホンボン 

公聴会意見 
〇  

ムン・オクリュン 

リ・キュシク 

公聴会意見 
 × 

（出典）金・ホウユン「国民医療保険統合政策変動過程研究―政策流れ修正モデルに適用―」（博士論

文）、明知大学大学院行政学科、2015 年、129 頁。 

 

4.合意案の法制化政策ネットワーク 

 

国民健康保険法の制定にあたって、国会の立場は、1997 年「国民医療保険法」制定

時と同じく賛成であった。 
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国会は一貫して医療保険統合を支持し、1997 年の部分統合時も、それを全体統合の

中間段階であるとみなしていた。与党議員であり、最も大きい影響力を行使した李聖

宰議員は、全体統合を主な内容とする健康保険法の制定に積極的に関与した190。 

与党国民会議議員は、金大中「国民の政府」のスタート時に政治・経済的危機を克

服するために打ち出された「労・使・政委員会」の合意事項を履行しなくてはならな

い状況にあり、既得権層が主張する組合主義を退けることで、政治的にも主導権を握

れると判断した。このような状況の中で、政権交代により野党になったハンナラ党の

国会議員にも、医療保険統合に対し反対する政治的理由はなかった。しかし、1997 年

の「国民医療保険法」制定に際し部分統合に最も積極的だった黃性均議員は、一貫し

て医療保険統合に積極的であったが、与党から野党に変わったハンナラ党議員は消極

的だったといえよう。 

国会は、医療保険統合の政策決定過程において、政策議題化と政策案作成にほとん

ど寄与していない。それは、金大中大統領が政策策定を「労・使・政委員会」に委ね

たことに起因する。 

また、金大中政権の保健福祉部長官の諮問機関として設置された「医療保険統合推

進企画団」が、政策案作成を担った。 

1998 年 12 月 2 日、黄性均議員ほか 5 人と賛成議員 16 人が、既に通過した「国民医

療保険法」を全面改正し、完全な統合を追求する国民医療保険法改正法律案を国会に

上程した。これに伴い、同年 12 月 9 日に開催された法案審査小委員会で、保健福祉

部が上程した法案と黄性均議員などが上程した法律案を審議した結果、保健福祉委員

会の単一案で提案するという意見の一致をみた。 

1998 年 12 月 23 日、保健福祉委員会は、「国民健康保険法案」を中心にし、国民医

療保障法改正法律案の一部条項を挿入し、修正・補完した「国民健康保険法案」を上

程した。多くの論議を呼び起こした医療保険統合政策は、職場医療保険まで統合する

ことを骨子とした保健福祉委員会の単一案である「国民健康保険法案」が、参加連帯

が政府などに強力に要求した結果、1999 年 1 月 6 日、199 回国会第 6 次本会議に上程

され、国会を通過することになった191。 

 
190 李洪允、前掲論文、126 頁。  
191 李洪允、前掲論文、127 頁。 
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これに伴い、1999 年 2 月 8 日、臨時国会で「国民健康保険法（法律第 5854 号）」が

公布された。それによって、全国民を被保険者とし、かつ「国民健康保険公団」が単

一運営機構となる、三つの保険組織の完全統合が実現した。 

統合法案の主な内容は、1999 年 2 月 8 日の国会会議録によると、すべての国民が健

康保険の加入対象になり、加入対象者は職場加入者およびその被扶養者、地域加入者

として区分(現在の公・教被保険者と地域被保険者以外に職場医療保険まで統合)す

る、また保険者は国民健康保険公団にする、財政運営委員会を設置して職場と地域加

入者の財政を統合する、2000 年 1 月 1 日から実施し、健康保険審査評価院は別途に設

置するというものであった。 
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5.国民医療保険法制定の政策過程の特徴 

1999 年 2 月に制定された「国民健康保険法」の政策過程の特徴は、通貨危機の発生

という韓国史上初めての経済危機の中で、その経済的危機状況の克服を目指して、金

大中大統領就任予定者によって設置されたネオ・コーポラティズム的な「労・使・政

委員会」の主導で政策過程が進められた点にある。 

政策議題の形成段階では、金大中候補者が次期大統領に当選したことで、議題形成

に弾みがついた。金大中は、選挙公約に基づき、大統領政権移行チームで確認された既

存政策の問題点について、非常経済対策委員会、「労・使・政委員会」、政府組織改革委員

会において検討された事項と民間団体の意見を取りまとめ、それらについて関連行政部署

および党の政策委員らと政策協議を経て、大統領就任時に金大中政権が解決すべき「100

大国政課題」として選定した。その課題の中で、社会福祉政策に関連する福祉部所管課題

は、選挙公約を基礎にして、「生活の質を高める福祉行政改善」の項目であり、その中の

第 72 番目の課題である「国民健康保障のために医療保険制度改善」の実現を目指す医療

保険の完全統合が、国民健康保険法制定によってその実現が目指された。こうして、 国

民健康保険法制定の議題が、政策過程において再び取り上げられたのである。 

次の政策立案段階では、保健福祉部長官の諮問機関として医療保険統合案を立案す

るために設置された「医療保険統合推進企画団」が、政策アクターとして同法制定に

大きな役割を果した。 

そもそも、金永三大統領時代末期の 1998 年 10 月、統合医療保険法施行を控えて、

これを推進するための「医療保険統合推進企画団」が各界代表と専門家 30 人のメン

バーで正式に発足していたのであった。 前政権において医療保険統合の課題の解決

にあたっていた保健福祉部は、「医療保険統合推進企画団」の傘下に 3 つの分科委員

会を設置し、医療保険管理組織改編、保険財政安定化案、診療費支払い制度改善など

主な事項を研究・調査していたが、 政権交代後の 1998 年 3 月 23 日、この「医療保

険統合推進企画団」の第 1 次会議を開き、推進方向と運営規定を決めた。「医療保険

統合推進企画団」は、「労・使・政府委員会」の方針を受けて、職場・地域・公務

員・教職員保険を統合一元化するため「国民医療保険法案」を用意し、1998 年 9 月の

通常国会に提出した。 
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「医療保険統合推進企画団」は、1998 年 6 月 17 日、職場・地域・公務員および私

立教員などで分けられている現行の医療保険制度を「健康保険」という名称で一つに

統合した。また、これを管理する「健康保険公団」を新設した。次に、医療保険統合

法案に対する公聴会を 1998 年 6 月 23 日に開催した。これにより、保健福祉部は 7 月

から 8 月に法案を立法予告した後、9 月の通常国会に上程した。 

最後の政策決定段階では、1998 年 12 月 23 日、与野党議員で構成された保健福祉委

員会において、「国民健康保険法案」を中心にし、国民医療保障法改正法律案の一部

条項を挿入して修正・補完した「国民健康保険法案」を上程した。こうして、職場医

療保険まで統合することを骨子とした保健福祉委員会の単一案である「国民健康保険

法案」は、1999 年 1 月 6 日、199 回国会第 6 次本会議に上程され、国会を通過するこ

とになった。 

これに伴い、1999 年 2 月 8 日の臨時国会で、「国民健康保険法（法律第 5854 号）」

が公布された。これによって、全国民を被保険者とし、かつ「国民健康保険公団」が

単一運営機構となる、三つの保険組織の完全統合が実現した。 

以上のように、韓国で初めて経験した与野党の政権交替と通貨危機の発生という経

済危機の中で、その経済的危機状況を克服する政策策定機関として金大中大統領就任

予定者が設置した「労・使・政委員会」中心に、国民健康保険法制定の政策過程が進

行したのである。 
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第 3 節 韓国電力公社民営化（2000 年） 
 

1.世界的な新自由主義的改革の流れ 

 

韓国電力の民営化という政策立案には、1970 年代後半期にケインズ主義的介入政策

を真っ向から批判し、急速に台頭した英米の新自由主義の影響が強く作用しているよ

うに見られる。 

第二次大戦後、イギリスでは、労働党政権による産業の国有化と並んで、世界に冠

たる社会福祉制度の確立が行われた。戦後の大衆民主主義の成熟に伴い、この社会福

祉体制の確立においては、野党の保守党も協力せざるを得ない状況に追い込まれてい

た。というのは、次の選挙で国民の支持を得て政権を奪取するために、国民が強く望

む福祉の提供に反対できないからである。こうして、二大政党の労働党と保守党の間

で、大衆により多くのものを与える社会福祉の充実化のオークション・ゲームが展開

された192。与野党がこうした「合意の政治」を行う体制の下、福祉サービスを提供す

る行政組織は拡大の一途を辿ることになり、さらに、この行政組織はそれ自体を存続

させるために、増分主義的予算編成方針をとり、一国の経済的負担能力を超える福祉

業務を拡大する傾向を強めた。つまり、収入以上の支出を行うようになったのであ

る。こうした傾向は、必然的に財政破綻を招来させた。これが社会福祉国家の否定的

側面である。この否定的側面は、それにとどまらず、国民の間においても、自助努力

の精神に代わって、国家への依頼心やフリー・ライダー意識を生み出し、その帰結と

してイギリス経済の国際競争力の減退につながった「衰退の文化」を育んだ193。この

否定的側面は「イギリス病」と言われた。1973 年の石油危機の勃発により、それまで

社会福祉体制を財政的に賄ってきたケインズ主義的介入政策の失敗が明らかとなり、

この社会福祉体制の否定的側面の「イギリス病」を治癒し、イギリスの衰退を食い止

め、イギリスを再生させるためにはどうすべきかという様々な提言がなされた194。 

 
192 D.ブランド・K.ワトキンス『イギリスは甦るか』安世舟他訳、1973 年、151 頁。 
193 M.サッチャー『サッチャー回顧録』石塚雅彦訳、日本経済新聞社、1996 年、46 頁。  
194 安章浩「ニュー・ライト思想とイギリスの行政改革―サッチャーリズムを中心として―」『早稲田政

治公法研究』第 53 号、1996 年、203-207 頁。 
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1979 年の総選挙において、「鉄の女」といわれたサッチャー率いる保守党が勝利し

た。彼女は、アダム・スミスが唱えた古典的自由主義原理に立ち戻り、社会経済への

国家の介入を一切撤廃させ、個人は政府の福祉に頼るのではなく、自助努力によって

その幸福を追求すべきであり、経済生活においては規制を撤廃させ、競争原理を導入

することによって経済を活性化させなくではならないという古典的自由主義原理の現

代版である「ネオ・リベラリズム」（neo-liberalism）、つまり、新自由主義の信奉者

であった。従って、サッチャーは、政権交代後直ちに、個人ができることは個人に委

ね、政府はなるべく社会経済への介入を行わないという「小さな政府」のスローガン

の下、従来の合意に基づく新協調主義的システムを否定する政策転換を強行した。サ

ッチャーは、まず、社会福祉体制を支えている国有企業を含めて全ての肥大した行政

組織の縮小・解体を行う行政改革を断行して行った195。 

また、同時期にアメリカでも新自由主義者のレーガン大統領が登場し、彼も、経済

の活性化を図るためには競争原理を導入する必要があるとし、そのための政策として

「規制緩和」（Deregulation）を始めた。この英米における新自由主義的政策転換の

成果が誇張され、イギリスと同じく社会福祉国家体制に起因する財政破綻に苦しむ

国々も、この新自由主義的政策への転換を行う政策伝播 196の現象が起こった。日本で

も、この新自由主義の影響が波及し、中曽根内閣の下での民営化、橋本内閣の行政改

革などに政策伝播現象が起こった。 

こうして、先進諸国において社会福祉体制を再検討する新自由主義政策が採用さ

れ、国営企業を含めての行政改革および経済における規制緩和政策がさらに進められ

た。こうした傾向が韓国にも波及したのであった。ところが、韓国は先進諸国と異な

り、新自由主義によって改善すべき社会福祉制度は未整備であった。 

周知のとおり、新自由主義的政策転換を行ったイギリスやアメリカをモデルにし

て、フランスや北欧、そして日本が新しい新自由主義的政策理念を受容し、社会福祉

体制の否定的側面の克服に向けて、それぞれの国の特殊事情に適合する形で新自由主

 
195 安章浩、前掲論文、206-207 頁。 
196 公共政策研究において、政策伝播（Policy Transfer）と言うアプローチを提唱したのはＲ．コモン

である。彼は、20 世紀後半においてコミュニケーションと伝達技術における目覚ましい発展が見ら

れ、政治の国際化、経済のグローバリゼーションとともに、ある国の公共政策が成功するとそれが他の

国にも波及・伝播することに関心をもち、国際的な政策伝播の研究を行っている。Ricahrd Common, 

Public Management and Policy Transfer in Southeast Asia,London:Taylor and Francis,2001. 
p.3．韓国について言及したところは、p.83. 
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義的政策を策定し、それを実施していた。それに対し、韓国は社会福祉体制が確立さ

れているどころか、経済の近代化に向けて国家の総力を傾けている発展途上国であっ

た。従って、新自由主義の主張するような社会経済分野における国家介入の撤廃、具

体的には国営企業の民営化や規制緩和という政策パッケージを韓国が導入しなくては

ならないという必然性が見当たらないのである。ところが、1980 年代に入って、先進

国に見られるケインズ主義的介入政策から新自由主義的政策への転換を見て、韓国で

もそれを見習って民営化や規制緩和をすべきであるという新自由主義政策理念が、経

済政策立案を担当する国務総理直属の経済企画院の経済官僚の間に広がっていった。

つまり、政策伝播現象が起こったのである。また、「韓国開発研究院」（KDI）、

「産業研究院」（KIET）、「エネルギー経済研究院」（KEEL）などの国策研究機関に

所属する経済学者たちも、アメリカでの留学経験があり、当時最新の新自由主義的政

策理念の影響を受けていた人々であった。こうした英米の新自由主義を信奉する経済

企画院と、それを理論的に支える国策研究機関に所属する経済学者を中心に、1980 年

代中頃に韓国でも世界の民営化の流れに乗り遅れてはならないようにすべきであると

いう主張が展開された197。そして、その主張の一つとして、公企業の民営化を行うべ

きであるという政策理念レベルでの政策の流れ（policy stream）も作り出されてい

たのであった。 

一般論として、発展途上国において、先進国の最新の政策動向を取り入れようとす

る現象が、知識人やマス・メディアの間に見られる。韓国においても、新自由主義理

念の伝播について同じ傾向が見られた。1987 年 6 月 29 日の民主化宣言とともに韓国

で権威主義体制から民主主義体制への移行が進行し始めると、マス・メディアの間で

は、民主主義の実現が現実のものになれば、名実ともに先進近代国家へと韓国も発展

することになるので、先進国クラブの OECD への加入を果たすべきではないかという

主張がなされた。ところが、実際、金泳三大統領時代に韓国が OECD 加入を申し出る

と、その条件として、韓国は新自由主義の経済政策を採用することが求められた。経

済企画院を中心とする新自由主義的政策理念を唱える者たちは、こうした外からの外

圧を積極的に自説補強のために利用したのであった198。 

 
197  ヨ・インドン「韓国電力産業構造改革の政治経済的動学」（修士論文）、ソウル大学校大学院、2009

年、51 頁。 
198 ヨ・インドン、前掲論文、51 頁。 
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経済開発を進めていく中で、OECD の加入を果たすことで、先進国の仲間入りをする

チャンスが訪れたと捉えられていた。こうして、新自由主義の採用は全ての先進国が

行っている政策なのだから、韓国も取り入れた方が良いのでないか、という世論が作

り出されていた。 

こうした新自由主義的政策の政策伝播の広がりは、経済企画院の経済官僚ばかりで

なく、この政策理念の韓国にとっての利点がマス・メディアを通じて徐々に広まると

ともに、政治家の間にも浸透していった。新旧軍事政権が追求した経済近代化路線に

命を張って戦った金大中も、1997 年末の大統領選挙の公約 100 の中に、民営化を含め

た新自由主義的政策を取り入れている。新自由主義的政策が欧米諸国において果たす

べき役割を知っている者にとって、これはいささか驚きである。 

ところが、韓国における新自由主義には、もう一つ別の捉え方があったとみられよ

う。金大中大統領が新自由主義を選好する理由は、この韓国における新自由主義のも

う一つの捉え方を理解する手掛かりを与えてくれる。というのは、後で述べるが、電

力をはじめ、韓国の基幹産業は、全て朴政権が 1965 年の日韓基本条約締結後に日本

から取り入れた有償無償の資金及びその他の外資を導入して作り出され、保護・育成

された国営企業体である。つまり、国営企業それ自体は、権威主義体制の象徴そのも

のであったと言える。 

従って、権威主義体制から民主主義体制への移行を進めるためには、権威主義体制

の象徴である国営企業の「自由化」、つまり、規制緩和や民営化を行うことが、民主

化の一環として好ましいことではないかというように、新自由主義政策がもつその本

来の意味とは全く異なるインプリケーションが、韓国において新自由主義という理念

に込められていったのである199。こうした韓国における新自由主義の一部の意味転換

という現象を理解することにより、金大中大統領の下での 2000 年の電力民営化とい

う政策過程の重要な局面が少しは明らかになるのではないだろうか。 

以下、韓国電力の民営化の政策過程にアプローチしてみたいと思う。 

 

 
199 ハ・ヨンソプ「政策アイデアと制度変化：我が国での新自由主義の解釈と適用を中心に」『行政論

叢』第 44 巻第 4 号、2003 年、11 頁。 



136 

2.金泳三政権末期から金大中政権初期にかけての韓国電力民営化の政

策過程 

 

（1）金大中政権の公企業民営化に対する姿勢 

韓国電力民営化の政策過程は、1997 年末の通貨危機と IMF 支援により大転換を迎

えることになる。1997 年を前後して東アジアに打撃を与えた通貨危機は、外資の導入

によって経済発展を目指す「発展国家」（developmental state）の産業政策に対する

信頼を急速に失わせた200。 

「発展国家」の一つである韓国においても IMF 支援が始まった。これを契機に、通

貨危機発生の原因究明作業が始まった。その原因を国外に求める者もいれば、国内に

求める者もおり、多様な見解が示された。その中で、支配的な見解は、通貨危機の原

因は「官治経済」にあるとする立場であった。それによると、主要な原因は「官治経

済」が抱えている過剰投資と、その結果としての過剰設備にある。この危機を克服す

る方法は、市場経済の自律性を高めることである。そして、自律性が高められた市場

経済に公企業が適合できるようにするための規制緩和や民営化を推し進めるべきであ

る、というものであった。このように、新自由主義的経済政策は本来社会福祉国家の

否定面を是正するための政策パッケージであったが、韓国では、経済近代化を最優先

課題に掲げる「発展国家」の危機を克服する政策として用いられるようになったので

ある。つまり、韓国的な特殊性を持つ変種の新自由主義は、先進国とは全く異なる文

脈の中で、外見が似ていても、その目指す方向や内容を異にする公企業を市場経済の

自律化を高める手段として主張されたのである 201。 

このように、「問題の流れ」（problem stream）としては、韓国では「発展国家」か

ら民主主義国家への移行に伴う、「発展国家」の経済システムから資本主義経済の自

律した市場秩序優位の経済システムへの転換という問題として捉え直されていたので

ある。そしてこの韓国的「問題の流れ」を解決する政策手段として、韓国的に解釈さ

れた新自由主義的経済政策が主張され、それが世論にも反映され、新自由主義的経済

 
200 ヨ・インドン、前掲論文、51 頁。 
201 ハ・ヨンソプ、前掲論文、16-17 頁。 



137 

政策の導入という「政策の流れ」(policy stream)が作り出されて行ったとみられる

のである。 

上記のように、金大中大統領は、軍事政権が作り出し、その保護・育成の下にあっ

た、民主化以降も民政党を中心とする盧泰愚政権を支えてきた国家資本主義的経済シ

ステム、つまり「官治経済」の民主化、すなわち民営化を通じての民間主導の経済シ

ステムへの構造改革を志向していたのである。この志向は、金大中政権「100 大国政

課題」の最初の経済部分の 1 から 40 までの経済分野の課題の中、具体的には 8 で、

「民営化と経済促進による公企業の経営革新誘導」として掲げられている。すでに述

べたように、1980 年代中頃に、新自由主義理念が経済企画院の経済官僚とそれを支え

る国策研究機関に属する経済学者によって主張され、韓国でも国営企業の民営化とい

う政策課題が提起され、民営化の政策の流れが作り出されたのであった。この流れ

は、既得権者による反対や抵抗にあいながらも段々大きくなっていた。1997 年末に通

貨危機が勃発し、金泳三政権が無策のうちに退陣する中、公企業の民営化を政府の解

決すべき重要な課題であると主張する金大中が大統領選挙で当選することにより、民

営化政策の流れはようやく現実化する可能性が開かれたのである。 

前の二つの政権の下で、すでに韓国電力は新自由主義的経済政策の一つである民営

化の対象に選ばれていた。そして、金大中政権が民営化の方向へ向けて経済政策の舵

取りを始めることで、韓国電力の民営化へ向けての政策過程が本格化したのである。

換言するならば、「問題の流れ（problem stream）」、「解決策の流れ（policy 

stream）」、「参加者及び機会の流れ（politics stream）」、この三つの P が、通貨危機

という機会を契機に結合して、韓国電力の民営化という政策過程の「政策の門」が開

くことになったとみられるのである。次に、この政治過程を順に追って見ることにし

たい。  

金大中政府は、発足後直ちに公企業民営化に取り組み始めた。同政府は、金融・企

業・労使・公共部門という四大部門改革の一環として、公企業民営化を推し進めた。

大統領政権移行チームから、「公企業民営化と競争促進を通した公企業経営革新誘

導」を主要な課題に設定し、民間への移行が可能な部分に対する早急な民営化、独占

部門に対する競争体制導入、子会社および非業務用不動産売却、外注拡大、人材およ

び組織縮小などの方案が発表された。 
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これまで急進的民営化政策の実行を主張してきた経済企画院は、金大中政権の行っ

た行政改革により、1998 年 2 月に大統領直属の「企画予算委員会」202に組織が変更さ

れた。そして、それは公共部分の民営化を専門に担当する機構となった。この「企画

予算委員会」は、当面の通貨危機克服のために、株式および設備の売却を含む一連の

公企業民営化計画の策定を開始した。そして、電力産業構造改編に対する基本的な計

画を、1998 年 4 月 2 日、韓国開発研究院に依頼して策定させた203。 

韓国開発研究院は、その依頼に基づいて策定した報告書において、深刻な通貨危機

克服のためには基幹産業の売却が避けられないので、その一つである韓国電力の民営

化による財源確保および韓国電力の非主力部門(YTN、通信事業など)の整理、政府保

有持分売却のための売却範囲、規模、時期、方法などを設定することを政府に促し

た。 

また、これと関連する関係部署会議が 4 月 10 日と 18 日に財政経済部主導で開催さ

れ、韓国電力などの公企業株式売却計画を準備し始めた204。 

1999 年 1 月、産業資源部が発表した「電力産業構造改編基本計画」では、準備期

間、発電競争期間、卸売競争期間、小売り競争期間の 4 の段階で電力産業構造改革と

民営化を推進することが確定された205。 

それによると、第 1 段階の準備期間（1999 年 1 月～1999 年 12 月）は、電力産業構

造改編案の発表以降、実質的な構造改編のための制度的準備の段階であった。この段

階では、電気事業法を含む法令の整備と韓国電力の資産実態調査と会社分割、子会社

の設立、発電入札市場の準備などの内容を含んでいた。また、発電子会社分割と関連

して、1999 年中に 1 つの会社に対しては売却を始めることにした。 

第 2 段階の発展競争期間(1999 年 10 月～2002 年)は、電気事業法を含む法令の整備

と、韓国電力の資産実態調査と会社分割、子会社の設立、発電入札市場の準備などで

ある。また、発電子会社分割と関連して、1999 年中に 1 つの会社に対しては売却を始

める。 

 
202 企画予算委員会は、予算編成指針の作成、財政改革と行政改革に関する事務を担当した韓国の中央

行政機関であった。1998 年 2 月 28 日に発足し、1999 年 5 月 24 日に予算庁と統合して企画予算処が発

足することにより廃止された。  
203 ハ・ヨンソプ、前掲論文、54 頁。 
204 ヨ・インドン、前掲論文、54 頁。 
205 金・ジュンキ他、『政策事例研究―韓国電力構造改革および民営化の政策費用―』大永文化社、2006

年、172 頁。 
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第 3 段階の卸売競争期間（2003～2009 年）は、発電会社と配電会社を自由経済によ

って取引できるようにすることである。地域別に多数の発電会社・配電会社を設立す

るなど、独立の運営会社を設立し、送電網を開放する。 

第 4 段階の卸売競争期間（2009 年以降）は、配電網開放により、地域配電会社の独

占権を解除し、すべての消費者が供給者を選択可能にすることである。 

 以上の「電力産業構造改編基本計画」は、韓国電力民営化の法案の骨子となったも

のである。 

 

（2）官僚機構内部における民営化をめぐる主導権争い 

企画予算委員会は、1998 年 4 月、企業性の強い公企業は原則的に民営化を推進し、

経済・社会条件の変化によってその必要性が減少したり、機能や業務が類似・重複し

たりする公企業は機能を調整あるいは縮小し、また継続して公企業として存続する場

合でも、強力な構造改革と経営効率を推進するという検討方向を確定した。 

このような方針は、1998 年 7 月 3 日に発表された「第 1 次公企業民営化および経営

革新計画」にそのまま反映されていた206。韓国電力については、政府持分 5％を当時

低迷していた国内証券市場の負担にならないように海外に売却し、熱併合発電所 2 ヶ

所(富川・安養)と火力発電所の一部を早期に民営化することにした207。 

ところが、1998 年 4 月に産業資源部が企画予算委員会に提出した内容（公企業経営

革新関連資料）と、7 月に「企画予算委員会」が発表した内容において、大きな違い

が明らかになった。韓国電力を公共部門で維持しなければならないという該当部署の

主張が、企画予算委員会によって拒否されていたのであった。1996 年に産業資源部の

前身である通商産業部が経営診断結果に基づく評価報告書で提示した内容のように、

産業資源部も韓国電力の民営化に対して否定的な見解を表明した。同時に、産業資源

部が企画予算委員会に提出した資料には、「韓国電力は公共性が強いが、一部事業部

 
206 1998 年 7 月 3 日、政府は、金融機関を除外した 108 の公企業に対し民営化計画を確定・発表した。

民営化計画によれば、浦項製鉄、韓国重工業、韓国総合化学、韓国総合技術金融、国定教科書など 5 つ

の公企業と 33 の子会社をできる限り早期に完全民営化することにした。また、競争条件の不備などで

早期の民営化が困難な韓国電気通信公社、韓国電力公社、韓国タバコ人参公社、韓国ガス公社、大韓送

油管公社、韓国地域暖房など 6 つの機関と 28 の子会社に対しては、抜本的な構造改革を推進した後、

段階的に民営化する計画であった。合わせて韓国送油管公社、慶州観光開発公社、韓国物産、韓国不動

産信託など 6 つの子会社は統・廃合し、親企業に吸収することにした。 
207 ヨ・インドン、前掲論文、55 頁。 
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門に企業性を導入している公企業である。電力は国民生活に必要不可欠なエネルギー

を供給する代表的な公益産業であるが、一部発電部門を中心に競争の導入が可能であ

り、実際に民間出資発電の導入を推進中である」とあった208。 

こうして、政府は、発電部門をどのように処理するかに関して一切言及しないまま

の姿勢を示すことで、発電事業に対しては民営化しないという産業資源部の意志を間

接的に表わした。 

そして、産業資源部は、韓国電力の民営化だけでなく、政府持分の海外売却につい

ても否定的立場を表明した。1998 年 6 月から行われた韓米投資協定過程と関連して、

7 月 13 日に産業資源部が外交通商部に送った「韓米投資協定(案)に対する検討」にお

いて、産業資源部は韓国電力が独占的に運営している電気事業に対する内国民待遇

(海外開放時、内国人・外国人を同等に待遇すること)留保案を提出し、政府の発電事

業に対する外国人持分を継続して制限するという立場を明らかにした。 

しかし、企画予算委員会は、上記のように、7 月 3 日に発表した「第 1 次公企業民

営化および経営革新計画」において、「韓国電力の政府持分の 51％以上を維持するも

のの、発電・送電・配電をそれぞれ分離して発電部門から早期に民営化する」と発表

した。    

このように、韓国電力に対する産業資源部の掌握力は、通貨危機を経て、以前のよ

うに維持するのが難しくなっていた。韓国電力に対する事実上の主導権は企画予算委

員会へと移り、1998 年 8 月 4 日、企画予算委員会は「第 2 次公企業民営化および経営

革新計画」 を発表して第 1 次民営化計画の細部事項を提示したのであった209。 

「第 2 次公企業民営化および経営革新計画」は、電力産業構造改編案を 1998 年 10

月までに確定して、この案と連係して韓国電力組織を縮小改編し、人材調整および民

間委託を並行して推進したものの、構造改編案作成のために海外専門機関のコンサル

ティングを受けて、統合体制を垂直的に分割し、発電部門と送電・配電の分離を推進

するとした210。  

 
208 前掲論文、55 頁。 
209 ヨ・インドン、前掲論文、55 頁。 
210 前掲論文、55 頁。 
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また、発電部門を早期に民営化し、消費者(大口需要者)と生産者の直接取引を認め

る内容も含まれていた。企画予算委員会は、8 月 18 日、このような内容を骨子とする

電力産業構造改編勧告案を策定した。 

これに対し、産業資源部は構造改編勧告案を「第 2 次公企業民営化および経営革新

計画」に対して大きくはみ出さない範囲内で策定し、「構造改革基本計画試案」を準

備した211。 

1998 年 11 月 16 日、産業資源部は公聴会を開催して「電力産業構造改編基本計画」

の草案を発表し、次いで 1999 年 1 月 21 日に、すでに（1）で紹介したように、「電力

産業構造改編基本計画」を確定・発表した。 

1997 年の通貨危機以後、経済部門の非効率性の改善および通貨危機の克服に必要な

財源確保のために、公企業を売却する民営化政策は早められることとなった212。 

以上のような内容を骨子に、1999 年 1 月 21 日、産業資源部は韓国電力発電所を分

けて売却することを決定し、図表 4-3 のように「電力産業構造改編基本計画」を発表

したのであった213。 

 

  

 
211 前掲論文、55 頁。 
212 金・シンジョン「韓国電力産業の構造改編成果に関する研究」（修士論文）、ソウル科学技術大学校

エネルギー環境大学院、2011 年、5 頁。 
213 『東亜日報』1999 年 1 月 22 日、朝刊、21 面。 
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図表 4-3 産業資源部の「電力産業構造改編基本計画」 

（出典）産業資源部（http://www.motie.go.kr/www/main.do）を基に、筆者作成。 

 

（3）韓国電力民営化法案の国会における議決動向 

民営化の推進に前向きの金大中政権の登場で、官僚機構内部での主導権を再び取り

戻した企画予算委員会の主張が強く反映された民営化の推進計画を基に、1999 年 11

月 22 日、政府は「電力産業構造改編促進に関する法律案」、「電気事業法改正法律

案」および「発電所周辺地域の支援に関する法律中改正法律案」の 3 つの制定・改正

法律案を国会に提出した。 

1999 年 12 月 13 日、国会において政府側の提案説明が行われた。2000 年の総選挙

が控えていた。それを意識した国会議員は、労働界の反対を理由に法案審議自体を拒

否した。また、政府の産業資源部と利害を同じくする国会産業資源委員会も、同法案

に対し、もう少し十分な意見の取りまとめが必要であり、検討を要すると判断して、

http://www.motie.go.kr/www/main.do
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審議を保留した。その後、法案審議の委員会が開かれないまま、同法案は第 15 代国

会の任期満了によって廃案となった214。 

2000 年 5 月 30 日、総選挙後の第 16 代国会が開会するや、政府は与党が議会の多数

を占めたことで直ちに 2000 年 6 月 30 日、同法案を再び提出した。しかし、政府案の

韓国電力分割および民営化政策の推進過程において、次の項で述べるように、電力産

業構造改編ないし韓国電力の民営化に対する反対世論が急速に高まっていた。また韓

国電力の労働組合も強く反対を続けており、その反対の意思を韓国電力民営化および

「国富」の海外流出反対を争点にした労働争議において示した。そしてこの争議は中

央労働委員会に調整が申し込まれた。韓国電力労組はさらにストライキの賛否投票を

実施してストライキに突入することに決めた。その後、中央労働委員会の調停会議に

よる調停期間の延長および労使政協議の推進等を通して「労・使・政委員会」は電気

料金引上げなど労使両方が提示した 9 つの議題を協議することにして、ストライキの

開始が延期されることになった。この過程で、野党のハンナラ党も使用者側の勧めも

あり、構造改編賛成を党論として確定することになった。また中央労働委員会の調停

会議において労使間に合意が成立し、韓国電力労組は予定していたストライキを撤回

したのであった。 

その後、国会の産業資源委員会で「電力産業構造改編関連法案」が修正・議決さ

れ、法制司法委員会の議決を経た後、国会の本会議で関連法案が議決された。 

同法案は政府に送付され、2000 年 12 月 23 日付で一括して公布された215。 

 

（4）政府と労働組合との対立と妥協 

1999 年、政府の政策決定以後、電力産業構造改編政策に対する労働組合の対応は、

「民営化反対」であり、従って、労働組合は政府に対して強硬な反対闘争を展開して

いた。 

電力産業構造改編政策に対する労働組合の対応を時期別に分けると、以下のように

2 つの段階に分けられる。 

 
214 廃案になった理由は、英米などの電力の民営化が国民生活にとってむしろ好ましくない結果となり

つつあるというニュースが伝わり、民営化に対する世論の変化、およびこうした世論の変化によって追

い風を受けた労働組合を中心とする反対運動の高まりであった。金・ジュンキ他、前掲書、172 頁以

下。 
215 ヨ・インドン、前掲論文、64 頁。 
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最初の時期は、1999 年の第 15 代国会の法律制定・改正に反対する法案通過阻止闘

争であった。次の時期は、2000 年の第 16 代国会における政府の構造改革政策推進に

対して反対して行ったストライキ闘争の時期である216。  

最初の時期における政府と労働組合の民営化をめぐっての政治的対立は、民営化政

策の立法過程から始まった。1999 年初めの「電力産業構造改編計画」確定以降、民営

化と構造改革を推進するための立法作業が第 15 代国会において行われている間、国

会の外部では政府と労働組合の間の民営化に対する対峙が続いた217。 

韓国電力労組側は、国家基盤事業を海外に売却してはならないといった世論の拡大

を進めるとともに、与野党の党事務所前で抗議集会を開催し、法案に賛成する議員に

対しては、国会議員選挙の時に落選運動を行うと威嚇して、構造改編法案通過阻止に

総力を挙げた。また、韓国労組総連盟と連帯し、韓国電力の民営化には労働界全体も

反対の立場にあることを示すことで、法案通過阻止に努めた。 

電力労組は、1999 年 7 月から内部に非常対策委員会を設置し、労働組合のすべての

活動を非常対策委員会中心とする態勢をとった。大規模集会と街頭での宣伝活動、新

聞広告等を通して政府の政策の問題点を明確に示す一方、市民社会団体中心に公聴会

と討論会を開催し、政府の政策に反対する活動を展開した。特に、全国の労働組合の

支持者を総動員して約 100 万人以上の署名を集め、1999 年 12 月、国会に関連法案の

立法反対請願書を提出した218。 

韓国電力労組が法案通過阻止にこのように総力を挙げたのは、子会社の分割売却に

ともなう雇用不安と、作業環境の悪化に対する憂慮であった。 

このように、国会常任委員会を囲み、産業資源部を中心とした政府と韓国電力労組

を中心とした労組との対立関係は、2000 年の国会議員選挙という変数によって、12

月 13 日、産業資源委員会全体会議において審議保留決定となり、それにより労組の

勝利となった。 

 
216 高・ヨンジュ「韓国の電力産業構造改編の労使関係の変化――イギリスとの比較研究」（修士論

文）、高麗大学校労働大学院、2009 年、70 頁。 
217 金・ジュンキ他、前掲書、182 頁。 
218 高・ヨンジュ、前掲論文、70 頁。 
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与党の新千年国民会議は、構造改編関連法案を強行通過させようという態度を示し

たが、韓国電力労組と韓国労総をはじめとする全労働界の反対の立場を考慮し始めた

何人かの同党所属議員と自民連議員により、強行突破は不可能であった219。 

次の時期では、1999 年第 15 代国会で任期満了によって廃棄された「電力産業構造

改編関連法案」に対し、産業資源部が中心となった法案自体の補正と政府の各部署間

の協議を経て、2000 年 4 月 18 日に構造改編関連法案が策定された。以降、閣僚会議

の議決を経て、7 月 24 日には第 16 代国会の産業資源委員会に法案が提出された。こ

れによって、電力産業構造改革関連法案制定・改正の第 2 ラウンドを迎えることにな

った。 

電力産業構造改革と関連して、第 16 代国会の産業資源委員会は、第 15 代国会の時

よりさらに否定的な反応を示した。野党のハンナラ党所属の議員だけでなく、与党に

加わっていた廬武鉉率いる小党の民主党所属議員までも、積極的に反対の立場を表明

するようになった。     

当時産業資源委員会委員長だったパク・グァンテ議員も、決して法案の強行採決に

賛成ではないという立場をとった220。 

電力産業構造改編関連法案の再上程に対し、韓国電力労組と全国電力労働組合は、

2000 年 9 月 24 日、ソウル駅広場で 3 千人余りが参加する中、「民営化阻止のための闘

争宣言式」を行い、分割売却を内容とする公企業民営化計画を直ちに撤回するように

主張して、関連法案国会通過阻止のための本格的な活動に入った。関連法案の国会常

任委員会の審査が続いていた 11 月頃には、労組は電力部門のストライキの可能性を

示唆することによって、国会と政府を圧迫した。 

そして、11 月 17 日、韓国電力労組は、韓国電力民営化法案の撤回を要求するスト

ライキを議決し、24 日から総ストライキに突入することを決めた。しかし、23 日、

中央労働委員会で開かれた「韓国電力公社労働争議特別調停委員会」の「労・使・

政」交渉の末、29 日まで交渉期間を延期することにした。そして、一時的に合意がな

され、11 月 24 日の総ストライキは撤回されることになった。 

 
219 金・ジュンキ他、前掲書、185-186 頁。 
220 前掲書、190 頁。 
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ところが、これ以降二度の「労・使・政」交渉があったが、電力構造改編に関する

政府の全面的な修正努力がないと主張し、韓国電力労組は、28 日に本部と各支部労組

幹部 100 人余りが参加する中で中央委員会を開き、30 日午前から全面ストライキに入

ることを決議した。 

しかし、このような総ストライキの決議も、29 日に再び開かれた中央労働委員会に

おける「労・使・政」交渉の結果、12 月 3 日に延期することになった。そして、12

月 3 日に開かれた「韓国電力公社労働争議特別調停委員会」において、委員長の職権

により調停案が調印され、30 日に予定していた総ストライキを撤回することで合意し

た221。 

第 15 代国会において、構造改編関連法案の審議保留決定という失敗を経験した政

府は、韓国電力の民営化が失敗した場合に、残りの韓国通信、ガス公社、鉄道公社な

どの民営化計画にも悪影響を及ぼすことをあげ、与野党の国会議員に対し電力産業構

造改編の正当性を訴え、説得に努める一方、韓国電力労組のストライキに対して強硬

な手段に訴えるという方針を示した。     

このような韓国電力労組と政府間のストライキをめぐる攻防戦は、一方で政府は民

営化と構造改編の実施への強固な意志を表明し続けており、他方で民営化反対に関し

て内部の分裂を抱えたままの韓国電力労組が総ストライキを留保した。これによっ

て、韓国電力労組と政府の構造改革を囲んだ第 2 ラウンドの対決は、政府側の勝利で

決着がついたのである。 

韓国電力労組の反発に対し、政府が積極的に対応したことで、国会に対しても政府

の影響力は以前よりも高まった。 

電力産業構造改編に積極的に反対意志を表明していた野党のハンナラ党も、11 月

29 日、党務会議を経て法律案に対する支持を決めた。これにより、12 月 4 日、関連

法案が国会産業資源委員会で議決されることになった。しかし、早急な民営化に対し

て躊躇を示している野党のハンナラ党の立場を考慮して、民営化の 1 年猶予条項を盛

 
221 李・ホドン「電力産業構造改編の労働組合の対応に関する研究」（修士論文）、高麗大学校労働大学

院、2009 年、45 頁。韓国電力労働組合は、もともと御用労働組合であったが、労働者の基本的権利を

強力に主張する民主労総を中核とする労働運動の台頭とともに、組合員のうちの 1/3 が民主労総を支持

するようになり、組合員のうちの御用組合が 1/3、残りの 1/3 は流動的であった。したがって、民営化

反対闘争でも、この三者の力関係次第で韓国電力労働組合が打ち出す方針も時々刻々変化し、その結

果、民営化反対闘争においてその態度が一貫せず、無原則的な対応となったのである。金・ジュンキ

他、前掲書、205 頁。 
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り込むことになった。この点が、政府の民営化政策推進に対する限界とみられる。こ

うして、12 月 23 日に「電力産業構造改革促進に関する法律」と「電気事業法」が国

会で最終的に議決されることによって電力産業構造改編と関連した法律的基盤の確保

という政府の最初の構造改編作業が完了したのである222。 

 

3.韓国電力公社の民営化における政策過程の特徴 

 

2000 年の韓国電力公社の民営化における政策過程の特徴は、通貨危機発生以降、官

僚主義に起因する経済部分の非効率性の改善と外貨危機の克服に必要な財源確保のた

めに、政府が企画予算委員会を設置し、それを通じて政策過程が始められた点にあ

る。 

韓国電力民営化の背景がどういうものであったのかは、公企業民営化政策に対して

は原則的に賛成の立場を示していた劉承旼議員の次のような発言の中に読み取ること

ができよう。「1997 年から 1998 年の経済危機が外貨部分から始まり、金融や、企業

が急速に大量の負債を抱え込むことになり、我が国の経済の回復が極めて不透明であ

った状況において、当初は、公企業は経済危機と直接に関係が無かったし、それ故

に、公企業の民営化は当時、喫緊の政策課題ではなかった」。また、劉承旼は「IMF

や IBRD（世界銀行）などの救済金融の提供者も公企業の民営化を要求していなかっ

た。それにもかかわらず、政府が公企業の民営化を検討した背景には、国有資産の公

企業を売却して、当時、不足していた外貨を確保し、金融と企業の構造調整に必要な

財源を作り出そうとする動機が強く作用していたのであった」と分析している。さら

に、彼は「『経営革新』という名分の下で公企業の構造調整を積極に推進する計画

も、金融・企業・労働の構造調整に対応させる形での公共部分もまた構造調整を通じ

て一種の苦痛の分け合いに加わっているという姿勢を示そうとする動機も作用してい

たのであった。」と結論付けている223。 

 
222 金・ジュンキ他、前掲書、190-192 頁。 
223 ヨ・インドン、前掲論文、53-54 頁。 
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政策課題の形成段階では、金大中政府はスタート初期から公企業民営化に非常に積

極的であり、金融・企業・労使・公共部門という四大部門改革の一環として公企業民

営化を急速に推進した。 

大統領政権移行チームは、「公企業民営化と競争促進を通した公企業経営革新誘

導」を主要な課題に設定し、民間への移行が可能な部分に対する早急な民営化、独占

部門に対する競争体制導入、子会社および非業務用不動産売却、外注拡大、人材およ

び組織縮小などの方針を発表した。 

1997 年末に発生した通貨危機に対処するために、金大中政権は公企業民営化政策を

より強く進めることになり、前政権が 1998 年 7 月に発表した「公企業民営化計画」

をさらに推し進める形で韓国電力の民営化を加速化させた。 

次の政策立案段階では、1998 年 8 月 4 日、企画予算委員会は「第 2 次公企業民営化

および経営革新計画」を発表して、第 1 次民営化計画の細部事項を示した。 

「第 2 次公企業民営化および経営革新計画」は、電力産業構造改編案を 1998 年 10

月までに確定し、この案と連係して韓国電力組織を縮小改編して人材調整および民間

委託を並行して推進するものの、構造改編案作成のために海外専門機関のコンサルテ

ィングを受け、統合体制を垂直的に分割して発電部門と送電・配電の分離を推進し

た。  

また、発電部門を早期に民営化し、消費者(大口需要者)と生産者の直接取引を認め

る内容も含まれていた。企画予算委員会は、8 月 18 日、このような内容を骨子とする

電力産業構造改編勧告案を策定した。 

これに対し、産業資源部は構造改編勧告案を「第 2 次公企業民営化および経営革新

計画」に対して大きくはみ出さない範囲内で策定し、「構造改革基本計画試案」を準

備した。 

1999 年 1 月に産業資源部が発表した「電力産業構造改編基本計画」では、準備体

制、発電競争体制、卸売競争体制、小売り競争体制の 4 つの段階で、電力産業構造改

革と民営化を推進することを確定した。 

最後の政策決定段階では、2000 年の一年間は、構造改革法案を第 16 代国会に再上

程するため、法案内容を再検討・補完して関係部署との協議し、立法手続きを再推進

した。御用組合であった韓国労総と韓国電力組合の反対を「労・使・政委員会」が押
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さえ込み、民営化関連法律の「電力産業構造促進に関する法律制定案および電気事業

法改正案」は、「労・使・政委員会」の合意後、与野党満場一致で国会を通過した。 

その結果、2000 年 12 月 23 日、「電力産業構造改革促進に関する法律」が、そして

2001 年 2 月 24 日、「電気事業法」がそれぞれ公布された。これによって、電力産業構

造改革とそれに 関連した推進基盤確保作業も終了した。 

以上のように、韓国で初めて経験した通貨危機の発生という経済危機の中で、その

経済的危機状況を克服する一連の政策決定が行われ、その中の一つとして公企業民営

化の推進が行われることになった。そして、公企業民営のための企画予算委員会が設

置され、それを中心に公企業の一つである韓国電力の民営化の政策過程が展開された

のであった。 

ちなみに、イギリスの電力民営化政策が失敗に終わったこと224、アメリカのカリフ

ォルニアでも民営化が失敗し停電などが頻発したことなど225、そうした情報が伝えら

れ、英・米における電力民営化失敗のニュースが韓国で伝わった226。それによって、

企画予算委員会がそれまで進めてきた急進的法案に反対する世論が高まり、それを受

けて労働組合も再び反対運動を展開し始めた。また、金大中政府の中枢も、韓国電力

の発電部分の売却などによる負債の支払いによって外貨危機を乗り越えた後であるた

め、世論の反対もあり、政府内部でも産業資源部や、さらに議会でも反対するものが

多くなった。その結果、産業資源部が主張する漸進的改革の方へと考え方を変えるよ

うになった。こうして、韓国電力民営化の次の段階への進め方では、主導権が急進的

改革を主張してきた企画予算委員会から漸進的改革を主張する産業資源部へと移り、

結局、発電部分のみが民営化され、後の部分の民営化は今後その計画を再検討するこ

とになり、最終的に、2004 年、廬武鉉政権時代に民営化が中断されることになったの

である。 

以上、韓国電力民営化の政策過程は、英米の新自由主義的政策理念の伝播があり、

それによって政策の転換が生まれたが、その後、その流れを利用する政治家が台頭

 
224 ヨ・インドン、前掲論文、67 頁、70 頁。イギリスの電力民営化については、次の文献がある。木船

久雄「英国の電力改革：NETA 以前・以降の成果と評価」、『名古屋学院大学論集』社会科学篇、第 40 巻

2 号、2003 年、19-37 頁。 
225 ヨ・インドン、前掲論文、67-68 頁。なお、欧米の民営化の動向とその成果についての研究とし

て、南部鶴彦他編著『欧米の規制緩和と民営化―動向と成果―』大蔵省印刷局、1994 年がある。  
226 安・ヒョンヒョ「我が国の電力産業の発展方向：新自由主義の退潮と新しい政策転換」『社会経済評

論』第 32 号、2007 年、12-13 頁。 
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し、通貨危機をきっかけに、突然に韓国電力の民営化の実現という政策変化が起きた

といえよう。 
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終章 初期民主化段階における改革の試み 

 

（1）制度的・歴史的考察 

本研究では韓国における初期民主化段階における改革の試みに焦点をあて、さらに

政治改革、そして社会・経済改革についての事例を取り上げて考察した。その意味

で、本研究は政治改革と社会・経済改革についてのケーススタディと位置づけられ

る。ただし、韓国における政治分析には、大きな枠組みについての考察も必要であ

る。それは立法権と行政権をどのように組み合わせるか、つまり議院内閣制と大統領

制に関する考察をすることが求められる。特に韓国では半大統領制というユニークな

制度が定着しており、統治構造についての理解が必要である。 

そのため、本研究ではまず序章において、問題意識や関心領域を紹介した。ついで

第１章において「韓国的な」大統領制度について検討した。制度の背景には韓国独自

の政治文化もあり、アメリカ外交官である G・ヘンダーソンの研究について紹介し

た。彼によれば「渦巻き型」政治文化が韓国に見られ、これが結果的には政治制度に

も反映されている。権力の頂点に立つ大統領は、こうした独自の政治文化との関係を

理解する必要があろう。 

ついで立法権と行政権の関係について、ドイツのワイマール体制とその憲法を先行

事例として考察した。さらに、韓国における憲法と政治体制に関する歴史的考察を行

い、基本的な特徴の理解を深めた。1945 年以降の朝鮮半島は、東西冷戦の対立によ

り、政治や外交も大きく影響を受けていた。それも韓国の政治制度を理解する重要な

鍵であり、簡単に触れた。 

確認のため、戦後の政治史についてまとめておこう。1945 年 8 月、第二次世界大戦

が終了し、日本の植民地統治から韓国は解放されたが、アメリカ軍による軍政が 1948

年まで続いた。1948 年 8 月 15 日、李承晩を大統領とする「大韓民国」が誕生した。

その後、憲法改正とも関係するが、第一共和国から第六共和国までと、その政治体制

と憲法を変化させながら存続してきた。時代区分は次のとおりである。第一共和国

（1948～60）、第二共和国（1960～61）、第三共和国（1963～72）、第四共和国（1972

～81）、第五共和国（1981～88）、第六共和国（1988～現在）。 
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ついで軍事政権下の大統領制度について、歴史的事例について紹介した。軍人政治

家による政治体制が続いたが、経済発展も視野に入れた「開発独裁」というユニーク

な体制であった。また、国民の意思を代表する議会をどのように位置づけるかという

模索が続いた。1979 年 10 月、朴大統領は側近に暗殺されたが、後継者が軍事体制を

維持した。第 1 章第 3 節では、「韓国的大統領制における決定中枢の特徴」としてど

のような特質があったかを分析した。 

第 2 章では、朴大統領暗殺後の動きを取り上げて考察した。また国民も抑圧的な政

治への反発を強め、政党もより発言力を強めるように変化した。ここでは体制側の指

導者が野党勢力と妥協を図り、より民主的な憲法を成立させることで、「第６共和

国」の誕生につながる動きが生まれた。なぜ抑圧的な体制からより民主的な体制への

転換が起こったかの要因について、民主化運動、憲法改正、大統領選挙法の改正など

を論じ、同時に大統領制の変容について触れた。半大統領制も状況により変化する、

という興味深い事例となることが分かった。 

 

（2）総括：初期民主化段階における改革の試み 

民主化が達成された初期の段階では、どのような政策面の変化が生まれたのだろう

か。まず民主化のプロセスを簡単に紹介し、ついで特定の事例について考察した。 

中央集権化された政治体制の下で、中央の権力中枢へ向けての「渦巻き形」政治が

展開されたという李氏朝鮮時代の政治文化が韓国でも復活し、それは結果として強大

な大統領制の形をとって出現した。それが 1987 年の「6.29 民主化宣言」まで、地政

学制約の下で韓国的大統領制として歪な形で制度化され運用されてきた。 

次に、冷戦は、下からの現状打破を求める民衆の抑圧されたエネルギーの爆発を阻

止していた。その後、冷戦体制の崩壊期に入った 1980 年後半期には、「アメリカの制

約」が取り払われ、政治的エリートの「合意」の下で、韓国政治が民主化へと進むこ

とが可能となった。本稿では、この民主化への道を制度的に保障する基盤となった政

治・社会・経済の三つの分野における政策決定について、事例研究を行った。 

1987 年、韓国が進むべき方向をめぐる、体制エリートと現状打破を求める民衆との

政治闘争により、民主化の方向へと軌道修正されることが決められ、その後の韓国の

進むべき方向を示す三つの政策が多くの選択肢の中から選びとられた。 
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第一の選択は、政治分野における、政治体制の民主化の基盤を作った政策である。

韓国では、自由民主主義国家を標榜していたにもかかわらず、その実態は四半世紀間

もの軍事政権の継続であった。こうした形ばかりの自由民主主義を実質的な自由民主

主義へと変換させるきっかけは、光州事件以後、一時抑えられていた民衆の反政府デ

モが次第に高揚し、1987 年 6 月には、再び内乱状態に陥ったこと、そしてそれを収集

すべく、与党の民政党代表が全斗煥の強硬路線に反対し、民衆を代表する野党との合

意の下で現行憲法の第六共和国憲法の制定を約束し、今日の民主化の基礎を築いたこ

とにある。  

第二の選択は、国民の最低の生存が保障される社会福祉体制の確立であり、その基

盤を作った政策である。第三の選択は、健全な社会の存続を可能にする、経済システ

ムの近代化政策である。 

以上 3 つの政策によって、40 年の間に、韓国の政治体制が軍事独裁体制から自由民

主主義体制へと大きく転換することになった。その 3 つの政策過程を解明すること

で、「光州事件」以降、約 40 年が経過して、先進自由民主主義諸国と肩を並べるまで

に政治・社会・経済の 3 分野で発展が成し遂げられている姿を理解することが可能と

なろう。 

以上のような問題意識から、本稿では 3 つの政治決定をめぐる政策過程を第 3 章と

4 章で取り上げて、その事例研究を行った。 

まず、第 3 章 2 節では、国会議員選挙法改正の政策過程を取り扱った。韓国の現行

憲法は、その基本的性格においては半大統領制であるので、統治権力は大統領と議会

が分かち合う形になっている。従って、従来の韓国と違って、国会がその権力の自律

性を獲得するなら、相対的に政治におけるその権力の比重は高まる。その結果、国家

の最高意思決定権力の創出、つまり、大統領選挙に劣らず、国会議員の選挙も極めて

重要になってきた。この節では、国会議員の選挙法改正の政策過程を取り扱った。 

次の第 3 節では、統合選挙法制定の政策過程を分析した。大統領及び国会議員の選

挙法が一応与野党合意の下で成立していても、それが公正に行われる保証はない。そ

の公正性を担保させる制度づくりおよび「民主政治の学校」と言われている地方自治

体の創設も重要であるので、地方自治体の長および地方自治体議会議員の選挙を含め

て、すべての公職選挙についての総合的な選挙法に関する制定の政策過程を取り扱っ

https://thesaurus.weblio.jp/content/%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E4%B8%96%E7%B4%80
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た。この 2 つの政策決定によって、韓国はそれまでの形式的な自由民主主義体制から

実質的な自由民主主義体制へと転換した。憲法論的に言うなら、疑似立憲民主主義国

家から真の立憲民主主義国家へと転換して、道が開かれたのである。 

第 4 章第 2 節では、国民健康保険法制定過程における政策過程を中心に取り上げ

て、韓国が伝統的社会から近代的市民社会への転換を成し遂げ、憲法によって保障さ

れた社会権を具体化させる方策が制度化される過程を追った。 

そもそも、政治と社会が近代化され、それが順機能を果たすようになるのには、そ

れを支える経済システムが民主化される必要がある。韓国では、軍事政権の下で開発

独裁が行われ、一種の国家資本主義体制が確立されていた。第 4 章第 3 節では、この

国家資本主義体制を、権力ではなく市場メカニズムによって運営される自由な市場経

済システムへと転換させる経済の民主化過程の基盤を作った政策が、先進諸国とは全

く逆に、新自由主義的理念に基づいて遂行されたという逆説を、国営企業の典型であ

る韓国電力の民営化の政策過程を分析することによって明らかにした。 

従って、本稿の研究は、従来の日本における韓国政治研究とは異なる独自性を持っ

ている。その理由は以下の通りである。 

現行憲法が制定されるまで 9 回も改憲が行われたことに示されているように、韓国

では政治体制の変化が激しかったので、こうした政治体制の変化を、権力闘争やその

原因となる政治的イデオロギーの対立を中心とする政治過程に焦点を当てて分析した

多くの研究がなされてきた。本稿は、こうした従来の韓国政治研究とは異なり、約 2

世紀の間に、西洋先進国以外に拡散し始めた個人の基本的人権の保障を目標とする政

治体としての近代国家モデルの韓国における移植の試みとして、「6.29 民主化宣言」

以降の第六共和国の初期段階において民主化を開始した政治と経済についての実証研

究に焦点を絞っている。つまり、権力闘争史の視点からはあまり見えてこなかった韓

国政治の実態を、政治システムの下位部分の政策過程に焦点を当てて解明を試みた。

自由民主主義体制における政策過程とは、権力闘争を伴う政策決定とそれが法化され

る分野、つまり議会における権力闘争とが交錯する領域であるので、本稿は、1987 年

の民主化への軌道修正とともに、いかなる政策が、いかなるアクターによって、韓国

を民主化させる方向において戦われたのか、その権力闘争において、いかなる政策選

択がなされたのか分析し、そして選択されたそれぞれの政策過程と法化のインターフ
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ェースの領域について公共政策論の立場から解明を試みた研究である。管見の限りで

は、この種の研究はあまり無いのではないかと思われる。 

すでに事例の考察については第 3 章と第 4 章で細かく紹介したので、概説的な評価

を考えてみたい。まず憲法改正と大統領選挙法の改正について取り上げる。 

憲法改正と大統領選挙法の改正の政策過程では、第一ステージでは、野党、在野勢

力、民衆などが民主的憲法への改正を要求した。それに押されて、第二ステージで

は、与野党の党利党略から半大統領制の樹立という方向において合意が出来上がっ

た。第三の政策決定のステージの初めには、与野党の代表からなる「8 人政治会談」

等のアクターが憲法改正案の作成を行うが、後に民衆や在野勢力の意見を取り入れて

修正が行われ、政策決定の最終段階へと至った。 

大統領選挙法改正における政策議題の形成段階では、全斗煥大統領の道義性と正統

性の欠如および非民主性への批判から始まった民主化運動の高まりの中で、1987 年 6

月 29 日、民正党代表盧泰遇は、民主化運動が主張する政治の民主化と大統領直選制

改憲要求を受け入れ、「6・29 民主化宣言」を発表した。そのことによって、憲法改正

への道が開かれた。大統領は、レイムダックに入っており、政策アクターとしては、

全く影響力はなかった。 

その後、「6.29 民主化宣言」の実現に向けて、与野党間の交渉が進展し、1987 年 10

月 12 日、任期 5 年制で重任禁止の大統領直接選挙制、大統領の一切の国務行為には

国会の信任を得た国務会議（内閣）の構成員の副署を必要とすること、国会に国政調

査権を認めたこと等を骨子とする新しい憲法案が国会で可決され、10 月 27 日に憲法

案は国民投票にかけられ、承認された。また、選挙法も改正され、総議席 299 のうち

250 議席を小選挙区制で選び、残りの 49 議席は比例代表制で選ぶ方式に改められた。

その他に、三権のチェック・アンド・バランスが取れるような制度も確定され、政治

制度面では、韓国は民主主義体制へ向かって大きく第一歩を踏み出すことになったの

である。 

新しい選挙法によって選ばれた盧泰愚政権は、制限付きであったが、権威主義体制

のゲームのルールを民主的なゲームのルールに変えた。しかし、盧泰愚政権は第五共

和国勢力を政治基盤として執政したので、権威主義的遺産の精算には消極的・受動的

に対処せざるを得なかった。盧泰愚政権は、第五共和国の精算問題に対して野党との
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妥協による政治的解決策を図ったのであって、自ら全斗煥政権との断絶を明確にする

ことはできなかった。つまり、法的・制度的に民主主義は取り入れたが、自ら権威主

義的政治形態を変えることはできなかったのである。 

ついで公職選挙法および不正防止法に関連した概説的な評価をまとめたい。 

金泳三大統領は、まず軍事政権によって廃止されていた地方自治制を復活させ、地

方自治体を担う人々の選挙を「きれいな」ものにする地方自治体の選挙制度改革を行

い、この地方自治選挙と、中央の公職者の選挙、つまり大統領選挙、国会議員選挙、

この二つとを合わせた公職選挙法を制定することで、「きれいな政治」の実現を図ろ

うとした。 

つまり、地方自治制の民主的改革を土台にして、地方自治体の長および議員の選挙

と、すでに制定し終わった大統領選挙・国会議員選挙の四つを一本化した選挙法改正

を、大統領主導で、つまり大統領がアクターになって政策提起したのが、1994 年に成

案になった「公職選挙及び不正選挙防止法」（または統合選挙法とも言う）である。 

課題の形成段階、政策立案段階、政策決定段階の全てにおいて、金泳三大統領の主

導で行われた点に特徴がある。 

政策課題の形成段階では、金泳三大統領は選挙公約として選挙制度改革を掲げた。

果敢な政治改革で政治の道義性を高め、地に落ちた政治に対する国民の信頼を回復

し、国会が真の民意を反映する殿堂に新たに生まれ変わらなければならないと強調し

た。 

政策立案段階では、1993 年 1 月 19 日、野党民主党は、麻浦党本部で「非民主法律

改正・廃止特別委員会」を設置し、論議を始めた。1993 年 2 月 10 日、中央選挙管理

委員会は、尹錧委員長主宰で選挙管理諮問会議を開き、選挙制度および意識改革を

1993 年の主要事業として推進することにし、金裕泳事務次長を団長とする「制度改善

研究団」を設置した。与党民主自由党も、金泳三大統領の政治改革に対する強い意思

に従って、1993 年 3 月 19 日、選挙関係法・国家保安法等各種政治関係法の改正案を

論議するため、党内で「政治関係法審議特別委員会」を設置し、論議を始めた。1993

年 8 年 30 日には、中央選挙管理委員会が「選挙法制定（に関する）意見」を作成

し、国会に提出した。1993 年 11 月 15 日には、与党の民主自由党が「公職者選挙およ
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び選挙不正防止法案」を提出し、1993 年 11 月 25 日には、野党の民主党が「公職選挙

法案」を提出した。 

政策決定段階においても、金泳三大統領は、1994 年度予算案の提出に際しての施政

演説を通じ、「統合選挙法」、政党法、政治資金法など、政治改革関連法案が今国会会

期内に処理されなければならない、と再度主張した。金泳三大統領は、「選挙革命」、

政経癒着関係断絶、政治資金の透明化などを当面の課題として、第 14 代国会で解決

しなければならない重要政策であると指摘し、今国会会期内で与野党が知恵を集めて

政治改革関連法律の改正がなされることを期待する、と主張した227。さらに、「政治

関係法審議特別委員会」は、中央選挙管理委員会と各政党が提出した案を基に協議を

継続する一方、先進諸国の選挙制度を幅広く比較・分析し、韓国の政治実情に合う制

度を積極的に取りまとめた228。これにより、与野党の合意に基づいて、「政治関係法

審議特別委員会」の「公職選挙および選挙不正防止法（案)」が準備された。その後

この法案は、1994 年 3 月 4 日、第 166 回臨時国会第 11 次本会議で議決され、政府に

送付され、同年 3 月 16 日、法律第 4739 号「公職選挙および選挙不正防止法」という

名称で公布・施行された。 

金泳三政権の政策決定過程の特徴は、政治体制が全般的に民主化されたにもかかわ

らず、大統領が主導して政策課題の形成・政策作成・政策決定まで行ったことであ

る。そのやり方は、形式面において、過去の権威主義的政策決定方式を大きく抜け出

すものではなかったように見える。とはいえ、半大統領制の下では、与党が議会の多

数派を形成していれば、大統領は外見的には強力な大統領制のように機能するのであ

る。その点が、それ以前の政権とは異なることは忘れてはならない。 

金泳三政権は、歴代政権では出来なかった革新的な民主化改革を断行することによ

り国民の支持を得た。しかし、政権後半期には「文民独裁」と批判され、国民の支持

を失ったのである。 

ついで社会・経済改革の事例として、国民健康保険法についての評価を行いたい。 

1999 年 2 月に制定された「国民健康保険法」の政策過程の特徴は、「IMF 危機」の

発生という韓国史上初めての経済危機の中で、その経済的危機状況の克服を目指して

 
227 『ハンギョレ新聞』1993 年 11 月 13 日、朝刊、3 面。 
228 李・ハンスウ、前掲論文、36 頁。 
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金大中大統領就任予定者によって設置された、ネオ・コーポラティズム的な「労・

使・政委員会」の主導で政策過程が行われたことである。 

政策議題の形成段階では、金大中候補者が次期大統領に当選したことにより、議題

形成の弾みがついた。金大中は、選挙公約に基づき、大統領政権移行チームで確認さ

れた既存政策の問題点について、非常経済対策委員会、「労・使・政委員会」、政府組

織改革委員会において検討された事項と民間団体の意見を取りまとめ、それらについ

て関連行政部署および党の政策委員らと政策協議を経て、大統領就任時に金大中政権

が解決すべき「100 大国政課題」として選定した。その課題の中で、社会福祉政策に

関連する福祉部所管課題は、選挙公約を基礎にした「生活の質を高める福祉行政改

善」の項目であり、その中の「国民健康保障のための医療保険制度改善」（第 72 番目

の課題）の実現を目指す医療保険の完全統合が、国民健康保険法制定によってなされ

ようとした。こうして、 国民健康保険法制定という議題が、政策過程において再び

取り上げられたのである。 

政策立案段階では、保健福祉部長官の諮問機関として、医療保険統合案を立案す

るために設置された「医療保険統合推進企画団」が大きな影響を与えた。 

1998 年 10 月の統合医療保険法施行を控えて、これを推進するための「医療保険統

合推進企画団」が、各界代表と専門家 30 人のメンバーで正式に発足した。 

1998 年 3 月 23 日、保健福祉部は、「医療保険統合推進企画団」の 1 次会議を開き、

その推進方向と運営規定を決めた。「医療保険統合推進企画団」は、「労・使・政委員

会」の方針に基づいて、職場・地域・公務員・教職員保険を統合一元化するための

「国民医療保険法案」を用意し、1998 年 9 月の通常国会に提出した。「医療保険統合

推進企画団」は、その傘下に 3 つの分科委員会を設置し、医療保険管理組織改編、保

険財政安定化案、診療費支払い制度改善など、主な事項を研究・調査した。 

1998 年 6 月 17 日、「医療保険統合推進企画団」は、職場・地域・公務員および私立

教員などで分けられている現行の医療保険制度を「健康保険」という名称で一つに統

合した。また、これを管理する「健康保険公団」を新設した。 

「医療保険統合推進企画団」は、医療保険統合法案に対する公聴会を 1998 年 6 月

23 日に開催した。これにより、保健福祉部は 7 月から 8 月に法案を立法予告した後、

9 月の通常国会に上程した。 
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政策決定段階では、1998 年 12 月 23 日、保健福祉委員会において「国民健康保険法

案」を中心に、国民医療保障法改正法律案の一部条項を挿入して修正・補完した「国

民健康保険法案」が上程された。医療保険統合政策は、職場医療保険まで統合するこ

とを骨子とした保健福祉委員会の単一案である「国民健康保険法案」で、1999 年 1 月

6 日、199 回国会第 6 次本会議に上程され、国会を通過することになった。 

これに伴い、1999 年 2 月 8 日の臨時国会で「国民健康保険法（法律第 5854 号）」が

公布された。医療保険統合では、被保険者が全国民となり、「国民健康保険公団」を

単一運営機構として、保険者体制の組織が完全統合されることになった。 

盧泰愚大統領時代から、医療制度の改善を巡って、組合主義者と統合主義者との間

で政策選択をめぐる長い権力闘争があったが、金大中政権の登場とともに新しい政策

アクターが出現し、新しい権力関係の下で、国民健康保険制度のあり方をめぐる論戦

の再活性化が行われたのである。 

電力公社の民営化については次のような評価としたい。 

先進諸国において、社会福祉体制の縮小・再編を目指して新自由主義政策が採用さ

れ、国営企業を含めての行政改革および経済における規制緩和政策が進められてい

た。ところが、韓国は先進諸国と異なり、新自由主義によって縮小すべき社会福祉制

度は未整備であった。従って、新自由主義経済政策の採用による改革の対象となった

のは、軍事政権によって創出された基幹産業であった。 

先進国の最新の経済政策である新自由主義の影響を受けて、すでに韓国の政府は、 

1995 年 11 月に国有企業の民営化の一環として「民間資本発電事業・基本計画」を

発表していた。 

また、国有企業の民営化計画が準備中であった 1997 年に、アジア通貨危機が発生

し、韓国も 1998 年に経済危機に陥った。1997 年 12 月に大統領選挙があり、政権移

行の空白期間を経て新たに大統領となった金大中は、1998 年 2 月には、アジア通貨

危機を克服するため、金融、企業、公共部門、労働の 4 部門を対象に、本格的に構造

改革を進めることになった。その一環として、電力部門についても韓国電力の分割・

民営化が検討されたのであった229。  

 
229 徐明玉「韓国の電力産業について―電力自由化を巡る諸問題と料金体系を中心として―」（博士論

文）創価大学大学院、2016 年、33 頁。 



160 

韓国では、韓国電力公社（KEPCO）が独占的に電力を供給してきた。韓国電力公社

の民営化については、政府内において、斬新的民営化を主張する産業資源部と、急進

的な民営化を主張する経済企画院(金大中大統領時代においては「企画予算委員会」

と改称された)との対立があり、前政権時代まで産業資源部の力が相対的に優勢であ

ったので、段階的に電力公社の民営化を進めることになった。 

政策課題の形成段階では、金大中政府は政権スタート初期から公企業民営化に非常

に積極的であった。事実上、金融・企業・労使・公共部門という 4 大部門改革の一環

として、公企業民営化は政府主導の下に急速に推進された。大統領政権移行チーム

は、「公企業民営化と競争促進を通した公企業経営革新誘導」を主要な課題に設定

し、民間部門が実行可能な部分に対する早急の民営化、独占部門に対する競争体制導

入、子会社および非業務用不動産売却、外注拡大、人材および組織縮小などの方案を

発表した。 

金泳三大統領時代においては、上述の通り、韓国電力に関しては漸進的な民営化に

固執する産業資源部および韓国電力労働組合と、急進的民営化を主張する「企画予算

委員会」が、民営化の進め方について対立していた。しかし、金大中政権は、IMF 危

機、つまり外貨危機を克服し、経済の構造調整のために必要な資金を迅速に調達する

手段として最適な企業体として韓国電力の早急の民営化を選定したので、政策立案段

階では、1998 年 8 月 4 日、大統領の支援を得た「企画予算委員会」が主要な政策アク

ターとして登場し、それが主体となって「第 2 次公企業民営化および経営革新計画」

を発表して、第 1 次民営化計画の細部事項を示した。 

「第 2 次公企業民営化および経営革新計画」は、電力産業構造改編案を 1998 年 10

月までに確定し、この案と連係して韓国電力組織を縮小改編し、人材調整および民間

委託を並行に推進するとしたものの、構造改編案作成のために海外専門機関のコンサ

ルティングを受けて、統合体制を垂直的に分割して発電部門と送電・配電を分離する

ことを推進するとした。  

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E5%85%AC%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E5%85%AC%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E5%85%AC%E7%A4%BE
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また、発電部門を早期に民営化して、消費者(大口需要者)と生産者の直接取引を認

める内容も含まれていた。このような内容を骨子として、「企画予算委員会」は 8 月

18 日、電力産業構造改編勧告案を完成させた。 

これに対して、産業資源部は、構造改編勧告案をもとに、「第 2 次公企業民営化お

よび経営革新計画」を大きくはみ出さない範囲内で「構造改革基本計画試案」を準備

した。 

1999 年 1 月、産業資源部が発表した「電力産業構造改編基本計画」では、準備体

制、発電競争体制、卸売競争体制、小売り競争体制の 4 つの段階で、電力産業構造改

革と民営化を推進することを確定した。 

大統領直属の公共部門改編を専門に担当する機構として、「企画予算委員会」は、

当面の外国為替危機克服のために、株式および設備売却を含む一連の公企業民営化計

画を樹立した。とりわけ、電力産業構造改編に対する基本的な計画は、1998 年 4 月 2

日、「企画予算委員会」が韓国開発研究院に依頼して着手していた。韓国開発研究院

は、韓国電力民営化の検討方向として、深刻な外国為替危機克服のために基幹産業の

売却は避けられないと考え、韓国電力民営化を通した財源確保および韓国電力の非主

力部門(YTN、通信事業など)の整理と、政府保有持分売却のための売却範囲、規模、

時期、方法などを設定することを政府に促した。 

政策決定段階では、構造改編主体として、産業資源部は 2000 年の 16 代国会に構造

改革関連法案を再上程することを準備し、政府内関連部署との協議と閣僚会議の議決

を経て、同年 6 月 30 日に国会に提出した。産業資源部は、構造改編関連法案の通過

のために、与党議員の補佐官、野党議員の補佐官の招請懇談会をはじめとして、11 月

23 日の国会主催の討論会等を通して、国会産業資源常任委員会の委員を説得するため

に努力を注いだ。12 月 4 日、国会産業資源常任委員会で関連法案が議決され、12 月 8

日に国会本会議で議決された。しかし、韓国電力労働組合の反対と、それを支持する

世論を配慮して、急速な民営化に対する懸念を抱くようになった野党のハンナラ党が

主張する民営化 1 年猶予条項を挿入することになり、構造改編に支障をきたすことに

なった。 

結局、「電力産業構造改編関連法案」は国会審議過程で一部の内容が修正された

が、当初政府が提出した内容はそのまま維持された。その結果、成立した「電力産業
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構造改編促進に関する法律案」においては、発電子会社の分割の根拠と手続きの簡素

化などを規定した当初の政府案に対しては異議がなかった。12 月 23 日付で公布され

た「電力産業構造改編促進に関する法律」と「電気事業法」の制定・改正は、電力産

業構造改編推進のための法的な基盤を準備する契機になった。 

韓国で初めて経験した「IMF 危機」の発生という経済危機の中で、その経済的危機

状況を克服する政策決定が行われ、その一つとして公企業民営化のための「企画予算

委員会」が設置されて、それを中心に、公企業の一つである韓国電力の民営化の政策

過程が展開されたのであった。 

総合評価として次のように考えたい。 

民主化宣言以降、約 15 年間の短い期間内に、韓国政治の政策過程発展において、

新旧軍事政権によって積み残された国民の自由の実現と国民の福祉の保障という二大

政治改革が、前者は軍事政権時代の野党の二人のリーダーの一人であった金泳三大統

領によって実現され、後者は金泳三大統領の好敵手であった金大中大統領によって取

り組まれた。後者の場合は、「IMF 危機」の発生という危機的な状態において、新自由

主義経済政策の採用を強要される中、それを逆手にとって、金大中大統領によって作

り出されたネオ・コーポラティズム的な政治的決定方式に基づいて健康保険制度が実

現されたという特徴がある。 

本来ならば、新自由主義政策は社会福祉制度を削減する方向に作用するはずである

が、韓国の場合、ある意味では逆に作用し、「消極的福祉国家」と批判されてはいる

が230、一応、福祉国家確立に貢献したと見られる。こうした 3 つの事例の政策決定の

軌跡を追うことで、韓国政治の政策過程発展の一局面が明らかになったのではないか

と思う。従って、こうした政策過程論的アプローチによる韓国政治の研究が他の政策

分野でも行われ、韓国政治の政治力学の全容が解明されることを期待してやまないの

である。 

 

（3）日韓比較：歴史的タイムスパンの意味 

 
230 武川正吾・李・ヘギョウン編『福祉レジームの日韓比較―社会保障・ジェンダー・労働市場―』東

京大学出版会、2006 年、54 頁以下。 
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韓国の政治を日本の政治と比較して気付いたことは、共通する側面も見られる反

面、その特殊性の方が多いように思われる。言うまでもなく、それは両国の歴史や政

治文化・政治制度等が異なるからである。 

日本の政治と韓国の政治が異なるのは、その政治発展にかかった時間の長さの違い

にもよる。近代日本は 100 年以上をかけて民主政治の実現に努めてきたが、そうした

政治発展を、韓国では一世代どころではなく、10 年単位で実現しなくてはならず、政

治発展の過程を圧縮して強行したという点である。このように圧縮され、極めて短期

間内に強行された政治発展のマイナス面として、多くの歪みが重層的に韓国社会に蓄

積されている。 

1948 年に分断国家として建国された韓国は、2 年足らずにして、1950 年から朝鮮戦

争に見舞われ、休戦でようやく一息ついたところで、戦争による荒廃した経済と社会

の中で、新しい国づくりへと進んだ。日本をはじめ、周辺の諸国は次から次へとあら

ゆる面で発展し続けているのに対し、韓国だけが取り残されているという自分の国の

置かれた状況に焦燥感を感じる人が多かった。 

その中で、1961 年 5 月 16 日、朴正熙少将による軍事クーデターが勃発し、彼を指

導者とする軍事政権によって議院内閣制度が打倒され、軍事独裁政権が樹立された。

その後、1987 年までの約 25 年間、つまり四半世紀の間続くこの政権は、明確な目標

を持っていた。それは、政治発展の社会経済的基盤である経済の近代化である。この

課題を先進国は 100 年以上かけて成し遂げたが、韓国はその時間を四半世紀以内に短

縮して実現した。そして、この経済の近代化の遂行過程において、国民の自由の保障

や福祉の実現は同時並行的に進められず、むしろそれらは抑えられてしまった231。 

時が過ぎて、この 25 年間の経済の近代化によって変容した社会の中から、長い間

蓄積された経済近代化の否定的側面を是正し、国民の自由と福祉の実現を目指す民主

化運動が様々な形をとって展開された。それまで抑圧されていた民衆の大部分は、憲

法が掲げる自由民主主義国家を名実ともに確立することを求めて立ち上がり、韓国政

治の局面は百八十度転換することになった。 

 
231 そうした側面を活写した日本語になった文献として、前掲の韓洪九『韓国・独裁のための時代―朴

正熙「維新」が今よみがえる』李泳采（監訳・解説）・左相洋子訳、がある。  
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すなわち、「政治の世界」において、憲法では、国民が主権者として規定されてお

り、国民もようやくそれを自覚するようになって、憲法の理念を実現するための活動

を開始したのである。こうした下からの民衆による憲法の理念の実現を求める運動に

押されて、1987 年 6 月、軍事政権の穏健派を代表する盧泰愚は、「民主化の宣言」を

行わざるを得なくなったのである。 

その結果、建国から 1987 年まで約 40 年が経過して、韓国もようやく先進国並みに

民衆の声が民主主義国家の土台としての選挙を通じて統治者にかなり「公正に」届け

られるような政治的権力関係が生まれたのである。 

民主化されたとはいえ、権威主義体制を支えた権力の一部も存続しており、政策過

程においてその力は無視できないほど大きい。とはいえ、 第六共和国憲法によって

保障された、大統領と並ぶ国家権力の主体としての議会の力も飛躍的に増大し、従っ

て民衆の支持を得た場合、政策過程における野党の力も相対的に高まった。さらに、

民衆の要求が、直接行動やマス・メディアを通じて直接に政策決定過程への影響力を

及ぼす側面も生まれ、日本と比較すると動態的な変化を誘発させる要素が存在してい

る。この点は、韓国政治の分析において忘れてはならないであろう。今後は、より多

くの事例研究を行い、韓国政治の力学の全容解明に努力したいと思う。 
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